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「
しょうがいしゃ

障害者
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」（
かしょう

仮称）の
ろんてん

論点についての
いけん

意見 

（
ぶんや

分野A 
ほう

法の
りねん

理念・
もくてき

目的・
はんい

範囲)【その１】 

 

（
ぶんや

分野A 
ほう

法の
りねん

理念・
もくてき

目的 ・
はんい

範囲) 

＜
こうもく

項目 A-1 
ほう

法の
めいしょう

名称 ＞ 
ろんてん

論点 A-1-1) 
ほう

法の
めいしょう

名称 についてどう
かんがえる

考えるか？ ・・・Ｐ２ 

 

＜
こうもく

項目 A-2 
だれ

誰の
なんの

何のため＞ 
ろんてん

論点 A-2-1) そもそも、この
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法は、
だれ

誰の
なんの

何のためにつくるのか？ ・・・Ｐ１１ 

 
ろんてん

論点 A-2-2) 
けんぽう

憲法 、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法
とう

等と「
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」との
かんけい

関係 をどう
かんがえる

考えるか？ 

 ・・・Ｐ２３ 

 

＜
こうもく

項目 A-3 
りねん

理念
きてい

規定＞ 
ろんてん

論点 A-3-1) 
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
じょうやく

条約 の「
ほご

保護の
きゃくたい

客体 から
けんり

権利の
しゅたい

主体 への
てんかん

転換 」「
いがく

医学
もでる

モデルから
しゃかい

社会
もでる

モデルへの
てんかん

転換 」をふまえた
りねん

理念
きてい

規定についてどう
かんがえる

考えるか？ 

  ・・・Ｐ３４ 

 
ろんてん

論点 A-3-2) 
すいしん

推進
かいぎ

会議では「
ちいき

地域で
せいかつ

生活 する
けんり

権利」の
めいき

明記が
ふかけつ

不可欠との
かくにん

確認 がされ、
すいしん

推進
かいぎ

会議・
だい

第
いち

一
じ

次
いけんしょ

意見書では「すべての
しょうがいしゃ

障害者 が、
みずから

自ら
せんたく

選択 した
ちいき

地域において
じりつ

自立した
せいかつ

生活 を
いとなむ

営む
けんり

権利を
ゆうする

有することを
かくにん

確認 するとともに、その
じつげん

実現 のための
しえん

支援
せいど

制度の
こうちく

構築 を
めざす

目指す」と
しるさ

記された。これを
うけた

受けた
きてい

規定をどうするか?  ・・・Ｐ４６ 

 
ろんてん

論点 A-3-3) 
しょうがいしゃ

障害者 の
じりつ

自立の
がいねん

概念 をどう
とらえる

捉えるか？
そのさい

その際、「
かぞく

家族への
いそん

依存」の
もんだい

問題

をどう
かんがえる

考えるか？ ・・・Ｐ５８ 
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（
ぶんや

分野A 
ほう

法の
りねん

理念・
もくてき

目的 ・
はんい

範囲) 

＜
こうもく

項目 A-1 
ほう

法の
めいしょう

名称 ＞ 
ろんてん

論点 A-1-1) 
ほう

法の
めいしょう

名称 についてどう
かんがえる

考えるか？ 

 

【
あらい

荒井
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
ほうりつ

法律 の
めいしょう

名称 については、
もくてき

目的 、
りねん

理念を
ふくめ

含め
きてい

規定
ないよう

内容 が
さだまっ

定まった
うえ

上で、
ふさわしい

相応しい
めいしょう

名称 について
ぎろん

議論することが
てきとう

適当 。 

 
そのさい

その際、これまでの
せさく

施策を
うける

受ける
きゃくたい

客体 としての
しょうがいしゃ

障害者 から
けんり

権利の
しゅたい

主体 としての
しょうがいしゃ

障害者 に
てんかん

転換 する
ほう

法
こうせい

構成 とするのであれば、
ほか

他
ほう

法との
よこならび

横並びの「
ふくしほう

福祉法」とい

う
めいしょう

名称 ではなく、
のうどうてき

能動的 な
いみ

意味での
ほうりつめい

法律名 称とすることも
かんがえられる

考えられる。 

○
りゆう

理由 

 「
ふくしほう

福祉法」という
めいしょう

名称 から
うけとる

受け取る
いめーじ

イメージは、これまでと
どうよう

同様 、
しょうがいしゃ

障害者
せさく

施策

の
とらえかた

捉え方が
しょうがいしゃ

障害者 を
きゃくたい

客体 とみることとなり、「
しょうがいしゃ

障害者
じりつ

自立
しえんほう

支援法」が
もつ

持つ
いめーじ

イメージから
こうたい

後退 と
うけとら

受け取られるおそれがあることから、
すいしん

推進
かいぎ

会議・
だい

第
いち

一
じ

次
いけんしょ

意見書に
そっ

沿った
りねん

理念を
ほうりつめい

法律名 とすることが
かんがえられる

考えられる。 

 

【
いざわ

伊澤
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

「
しょうがいしゃ

障がい者
そうごう

総合
ふくし

福祉」でよろしいと
おもう

思う。 

○
りゆう

理由 

 
たねん

多年にわたって
しょうがいしゃ

障害者
だんたい

団体 が
もとめて

求めていたもの。ただし
しょうがいしゃ

障がい者 の
がいねん

概念 が、「す

べての
しゃかいてき

社会的
はんで

ハンデ（
いきづらさ

生きづらさ／
くらし

暮らしにくさ）を
おう

負う
ひと

人」という、
はば

幅の
ひろい

広い
こまやかな

細やかな
たいしょうしゃ

対象者
きてい

規定が
ひつよう

必要 である。 

 

【
いしばし

石橋
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがいしゃ

障害者
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法（
しょうがい

障害 のある
こくみん

国民 の
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法） 

※ 
しょうがいしゃ

障害者 の
めいしょう

名称 に
かんし

関し
いけん

意見が
さまざま

様々 にあるため、
めいしょう

名称 を
さだめる

定める
ひつぜんせい

必然性 を
かんじる

感じる。 

 
とうぜん

当然
めいしょう

名称 が
さだまれ

定まればそれに
じゅんじる

準じる。 

○
りゆう

理由 
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じどう

児童、
こうれいしゃ

高齢者
ふくし

福祉との
せいごうせい

整合性 をどうするのかを
ろんぎ

論議する
ひつよう

必要 があるが、
すべて

全ての
しょうがいしゃ

障害者 を
ふくむ

含む
ほうりつ

法律 であることを
わかり

分かり
やすく

易く
ていじ

提示するため。 

 「
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」では
はんい

範囲が
ひろがり

広がりすぎ、
わかり

分かりづらい。 

 

【
うじた

氏田
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがい

障害 という
めいしょう

名称 の
しよう

使用をやめ、「
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」とするべきである。 

○
りゆう

理由 

 「
しょうがい

障害 」ではなく、
しえん

支援
にーず

ニーズに
たいおう

対応 する「
ふくし

福祉
さーびす

サービス」を
きょうちょう

強調 することが

でき、また、その
ふくし

福祉
さーびす

サービスのすべてを
もうら

網羅するという
いみ

意味を
ひょうげん

表現 することが
できる

出来る。 

 
のーまらいぜーしょん

ノーマライゼーションの
してん

視点から
かんがえる

考える と、
しょうがいしゃ

障害者 も
けんじょうしゃ

健常者 も
あたりまえ

当たり前に
そんざい

存在 し、ともに
いきる

生きる
きょうせい

共生
しゃかい

社会 の
じつげん

実現 を
いめーじ

イメージ
できる

出来る
めいしょう

名称 が
のぞましい

望ましい。
だれ

誰も

が
あたりまえ

当たり前の
せいかつ

生活 をするために
ひつよう

必要 な
しえん

支援、
えんじょ

援助 に
かかわる

関わる
ほうりつ

法律 ということで「
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」とするべきである。 

 

【
おおくぼ

大久保
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 「
しょうがいしゃ

障害者
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」でよいと
かんがえる

考えるが、「
しょうがいしゃ

障害者
そうごう

総合
しえんほう

支援法」も
かんがえられる

考えられる。 

○
りゆう

理由 

 「
しょうがいしゃ

障害者
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」の
めいしょう

名称 は、
かしょう

仮称 ではあるが、すでに
しんとう

浸透 しつつある

ように
おもわ

思われる。なお、３
しょうがい

障害 でそれぞれの「
ふくしほう

福祉法」があることと、
ふくし

福祉
さーびす

サービスの
せいど

制度や
しくみ

仕組みの
ほうりつ

法律 という
してん

視点で、「
しょうがいしゃ

障害者
そうごう

総合
しえんほう

支援法」も
かんがえられる

考えられる。 

 

【
おおはま

大濱
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがいしゃ

障害者
そうごう

総合
ふくし

福祉
さーびす

サービス
ほう

法  

○
りゆう

理由 

 
ふくし

福祉
さーびす

サービスの
ぐたいてき

具体的な
きてい

規定
ほう

法として
いちづけ

位置付けを
めいかく

明確 にするため。 
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【
おざわ

小澤
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

・
しょうがいしゃ

障がい者
そうごう

総合
ふくし

福祉
さーびす

サービス
ほう

法  

○
りゆう

理由 

・
ふくし

福祉
さーびす

サービスに
げんてい

限定 した
ほう

法にしておく。
いりょう

医療 、
ろうどう

労働 、
しゃかい

社会
さんか

参加を
ふくめた

含めた
こうはんい

広範囲の
ほう

法は「
かいせい

改正 ・
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法」とその
した

下にある
かくりょういき

各領域
べつ

別の
ほう

法にする。 

・
たいしょう

対象
りょういき

領域 が
ひろい

広いと、
げんざい

現在
いじょう

以上 に、はんざつで、ふくざつな
ほう

法になるので。 

 

【
おの

小野
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがいしゃ

障害者
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法  

○
りゆう

理由 

 
じりつ

自立
しえんほう

支援法 に
かわる

替わる
あたらしい

新しい
しょうがい

障害
ふくし

福祉
にかんする

に関する
ほうりつ

法律 であり、
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法 は、
しょうがい

障害
べつ

別
ふくしほう

福祉法を
はいし

廃止し、それらとの
とうごう

統合・
そうごう

総合
ほう

法として
せいてい

制定 すべきであるため。 

 

【
かどや

門屋
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがいしゃ

障がい者
そうごう

総合
せいかつ

生活
しえんほう

支援法  

○
りゆう

理由 

 
せいかつ

生活 という
ひろい

広い
がいねん

概念 を
つかう

使うことを
ていあん

提案 します。 

 
ふくし

福祉という
ばあい

場合には、どうしても
こうろうしょう

厚労省
かんけい

関係 だけに
げんてい

限定 される
けいこう

傾向 があり、
せいかつ

生活 として
たしょうちょう

他省庁
たんとう

担当 の
しょうがい

障がい
せさく

施策との
かんれん

関連 をつけられる
じょうい

上位
がいねん

概念 としての
ほう

法の
いちづけ

位置づけを
のぞみ

望みます。そのような
ほう

法の
いちづけ

位置づけが
かのう

可能かどうかは、
しろうと

素人 のためわ

かりません。 

 たぶん、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法において
かのう

可能と
かんがえて

考えております。 

「
ふくし

福祉」という
ことば

言葉にはどうしても
いっぱん

一般
こくみん

国民 と
くべつ

区別される
けいこう

傾向 があるために『
せいかつ

生活 』

という
ことば

言葉にこだわっています。 

 

【
かわさき

川崎 （
よう

洋）
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 「
しょうがいしゃ

障害者
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」でよいと
かんがえる

考える。 
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○
りゆう

理由 

 
せいど

制度の
たにま

谷間の
しょうがいしゃ

障がい者 をつくらないとともに、
しょうがいしゃ

障がい者 の
せいかつ

生活
ぜんぱん

全般 にわたっての
ふくし

福祉について、
ほうかつてき

包括的 に
きてい

規定する
ほうりつ

法律 であるべきと
かんがえる

考える。 

 

【
きたうら

北浦
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがいしゃ

障害者
そうごう

総合
ふくし

福祉
しえんほう

支援法とする。 

○
りゆう

理由 

 
しんたい

身体
しょうがいしゃ

障害者
ふくしほう

福祉法、
ちてき

知的
しょうがいしゃ

障害者
ふくしほう

福祉法
とう

等の
しょうがい

障害
べつ

別の
ほうりつ

法律 が
そんざい

存在 するの

であり、その
きゅうふ

給付
ぶぶん

部分を
いっかつ

一括
きてい

規定する
ほうりつ

法律 という
しゅし

趣旨であり、
じゃくしゃ

弱者 を
きりすてる

切り捨てるこ

とのない
しえんほう

支援法とする。 

 

【
きたの

北野
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 できれば「
しょうがいしゃ

障害者
ちいき

地域
せいかつ

生活
しえんほう

支援法」 

○
りゆう

理由 

 
な

名は
たい

体を
あらわす

表す から 

 

【
くらた

倉田
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがいしゃ

障害者
そうごう

総合
ふくし

福祉・
ろうどうほう

労働法  

○
りゆう

理由 

 
しょうがいしゃ

障害者
じりつ

自立
しえんほう

支援法
はいし

廃止
あと

後 に
しょうがいしゃ

障害者
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法 を
つくっ

作っ ても、
いっぽう

一方 で
しょうがいしゃ

障害者
こよう

雇用
そくしんほう

促進法 があり、
ふくし

福祉・
ろうどう

労働 の
たてわり

縦割り
ぎょうせい

行政 は
かいしょう

解消 されない。 

 
しょうがいしゃ

障害者
こよう

雇用
そくしんほう

促進法 の
しゅび

守備
はんい

範囲も
ふくめた

含めた、
しょうがいしゃ

障害者
そうごう

総合
ふくし

福祉・
ろうどうほう

労働法 として、
いっぽんか

一本化することこそ、
せきねん

積年 の
かだい

課題（
ふくし

福祉と
ろうどう

労働 の
たにま

谷間の
かいしょう

解消 ）の
かいけつ

解決 につながる

と
かんがえる

考えるから。 

 

【
さいとう

齋藤
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
げんかしょう

現仮称 「
しょうがいしゃ

障害者
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」でよいと
かんがえる

考えるが、この「
そうごう

総合 」とはどのよう
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な
いみ

意味であるのかを
あきらかに

明らかにする
ひつよう

必要 がある。 

○
りゆう

理由 

 そのことによって、この
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法の
こうせい

構成 も
あきらか

明らかとなってくるからである。 

 

【
しみず

清水
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

「
ひとりひとり

一人ひとりが
たいせつに

大切にされ、
じぶんら

自分らしく
くらし

暮らしていける
しゃかい

社会 をみんなでつくっていくた

めの
ほうりつ

法律 」 
りゃくしょう

略称  「みんなで
ふくしほう

福祉法」  （
たとえば

例えばこんな
めいしょう

名称 はだめなんでしょうか？） 

○
りゆう

理由 

 
ほうりつ

法律 の
めいしょう

名称 としては
なが

長すぎるし
ふてきせつ

不適切かもしれませんが、
しょうがいしゃ

障害者 を
えんご

援護され

たり
しょぐう

処遇 されたりする
そんざい

存在 として
きゃくたい

客体
てき

的に
おく

置くのではなく、
しゃかい

社会 を
へんかく

変革 してい

く
しゅたいしゃ

主体者 として、そして、そのことに
こおう

呼応して、
こくみん

国民 みんなで
ひとりひとり

一人ひとりを
ほうせつ

包摂 す

る
あらたな

新たな
しゃかい

社会 をつくっていくという
かくご

覚悟の
いみあい

意味合いを
こめて

込めて。 

 

【
たなか

田中（
のぶ

伸）
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 「
しょうがいしゃ

障害者
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」でよい。 

○
りゆう

理由 

 
こんかい

今回 の
しんぽうせいてい

新法制定 にあたっては、
しょうがいしゃ

障害者 が
きほんてき

基本的
じんけん

人権 の「
しゅたい

主体 」であり、
かくしゅ

各種

の
しえん

支援が
しょうがいしゃ

障害者 が
きほんてき

基本的
じんけん

人権 を
こうし

行使する
うえ

上で
ひつよう

必要
ふかけつ

不可欠な
しゅだん

手段 であることが
めいかく

明確 にされるべきである。
したがって

従って、
ほんらい

本来 であれば、「
じんけん

人権 」ないし、「
けんり

権利
ほしょう

保障 」

などの
ようご

用語を
しんぽう

新法 の
めいしょう

名称 に
もちいる

用いることが
のぞましい

望ましい。しかし、
げんじてん

現時点では、「
ふくし

福祉」

という
がいねん

概念 も
たぎてき

多義的な
いみ

意味で
もちいられ

用いられており、「
ふくし

福祉」という
ようご

用語を
もちいた

用いた
ばあい

場合であっ

ても、
しょうがいしゃ

障害者 の
けんり

権利
ほしょう

保障 という
いみ

意味が
はくじゃく

薄弱 となるとまではいえないと
かんがえられる

考えられる。

また、
いっぱん

一般
しゃかい

社会 の
りかい

理解を
える

得る
かんてん

観点 からも「
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」という
めいしょう

名称 が
だとう

妥当であ

ると
かんがえる

考える。 

 

【
たなか

田中（
まさ

正）
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 「
しょうがいしゃ

障害者
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」もしくは「
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
ようご

擁護・
そうごう

総合
しえんほう

支援法」。 



7 

○
りゆう

理由 

 「
しょうがいしゃ

障害者
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」の
めいしょう

名称 は、
じょじょに

徐々に
しんとう

浸透 しつつあるため。 

 
じりつ

自立のために
ひつよう

必要 な
けんり

権利
ようご

擁護と
しえん

支援を
くみあわせた

組み合わせた「
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
ようご

擁護・
そうごう

総合
しえんほう

支援法」も
いちあん

一案 として
ていあん

提案 する。 

 

【
なかにし

中西
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 「
ちいき

地域
じりつ

自立
せいかつ

生活
しえん

支援
せいど

制度」とすべきである。 

○
りゆう

理由 

 
じりつ

自立
しえんほう

支援法 が
じりつ

自立を
そがい

阻害していたのは、
ちいき

地域での
じりつ

自立
せいかつ

生活 であったことから、

「
しょうがいしゃ

障害者
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」という、
ちゅうしょうてき

抽象的 な
めいしょう

名称 では
ちいき

地域での
じりつ

自立
せいかつ

生活 を
ひてい

否定

されてきた
じゅうど

重度
しょうがいしゃ

障害者 は
ふあん

不安を
つのら

募らせることになるので、
しょうめん

正面 から
さいじゅうど

最重度 の
しょうがいしゃ

障害者 の
ちいき

地域での
じりつ

自立
せいかつ

生活 を
しえん

支援する
ほうりつ

法律 であることを
めいかく

明確 にすることに
いみ

意味が

ある。 

 

【
なら

奈良
ざき

崎
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがいしゃ

障がい者 のための
せいど

制度 

○
りゆう

理由 

・
おなじ

同じ
ちてき

知的
しょうがいしゃ

障がい者 の
なかま

仲間も
せいど

制度という
ことば

言葉を
しっ

知っているから 

・
しょうがいしゃ

障がい者
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法の
そうごう

総合 の
いみ

意味がわからないから 

 

【
にしたき

西滝
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 「
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
ほしょうほう

保障法 」 

○
りゆう

理由 

 
しょうがいしゃ

障害者 の
けんり

権利を
ほしょう

保障 する
ほうりつ

法律 が
ひつよう

必要 である。 

 

【
ひがしがわ

東川
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがいしゃ

障害者
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法  
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○
りゆう

理由 

 
わがくに

わが国の
しょうがいしゃ

障害者
ふくし

福祉
せいど

制度の
れきし

歴史を
かんがえ

考え 、これまでの
すいしん

推進
かいぎ

会議での
ろんぎ

論議の
みちすじ

道すじか

ら
かんがえる

考えると、「
しょうがいしゃ

障害者
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」が、
いまのところ

今のところ、
もっとも

最も
てきせつ

適切 と
かんがえる

考える。ここ

で「
そうごう

総合 」をはっきりと
いれる

入れることは、
しょうがい

障害 の
しゅべつ

種別 、
ねんれい

年齢 の
べつ

別などで
さ

差が
しょうじない

生じない

ようにするためである。 

 また、「
ふくし

福祉」ということばが
しょうがいしゃ

障害者 を「
まもる

護るべき
ひと

人」と
とらえる

捉えるといった
かんがえがち

考えがち

とするならば、「
けんり

権利を
もつ

持つ
ひと

人」ということを
あきらかに

明らかにする
ほうりつ

法律 の
なまえ

名前を
けんとう

検討 すべき

である。 

 

【
ふくい

福井
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 これまで
かしょう

仮称 としてきたが、「
しょうがいしゃ

障害者
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」とする 

○
りゆう

理由 

 
ふくし

福祉
さーびす

サービスの
きゅうふ

給付 のみに
げんてい

限定 した
ほうりつ

法律 ではなく、
しゅうろう

就労 、
しょとく

所得 、
いりょう

医療
ほしょう

保障 な

ど、
ふくし

福祉
さーびす

サービスとの
かんれん

関連
りょういき

領域 も
ふくん

含んだ
そうごうてき

総合的 な
きてい

規定を
もりこん

盛り込んだものにすべきと
かんがえる

考えるため。
ぜんしょうがいしゃ

全障害者 の
しょうがい

障害
とくせい

特性 と
ここ

個々の
にーず

ニーズに
おうじた

応じた
しえん

支援が
じっし

実施できるよ

うな、
さーびす

サービス
たいけい

体系 を
こうちく

構築 したいと
かんがえる

考える。 

 

【
ふじおか

藤岡
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 「
しょうがいじ

障害児
しゃ

者
しえん

支援
けんり

権利
ほしょうほう

保障法 」 

○
りゆう

理由 

 
きほん

基本
ごうい

合意
だい

第
いち

一
こう

項において、 

 「そこにおいては、
しょうがい

障害
ふくし

福祉
せさく

施策の
じゅうじつ

充実 は、
けんぽう

憲法
とう

等に
もとづく

基づく
しょうがいしゃ

障害者 の
きほんてき

基本的
じんけん

人権 の
こうし

行使を
しえん

支援するものであることを
きほん

基本とする。」と
かくにん

確認 されていること。 

 
おんけいてき

恩恵的
れきし

歴史を
たどっ

辿ってきた
にほん

日本においては「
ふくし

福祉」も
もちいない

用いないほうがいい。 

 「
じんけん

人権
ほしょう

保障 としての
しょうがいしゃ

障害者
しえん

支援」を
かくにん

確認 することがなにより
たいせつ

大切 。 

 
せんご

戦後
ふくし

福祉
せいど

制度は「
そち

措置」と「
しょっけん

職権
しゅぎ

主義」により、
とうじしゃ

当事者に
しゅたいせい

主体性 、
けんり

権利
せい

性は
みとめられ

認められ

て
こなかっ

来なかった。 

 
もり

森
そしょう

訴訟
へいせい

平成 ４
ねん

年
じゅういちがつ

１１月 ３０
にち

日
とうきょう

東京
こうさい

高裁
はんけつ

判決 は「
ろうじん

老人
ほーむ

ホームに
はいる

入ること

は、
じっししゃ

実施者の
ぎむ

義務であって、
ろうじん

老人
ほーむ

ホームで
ようご

養護されることは
ろうじん

老人 に
あたえられ

与えられた
けんり

権利で
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はなく、
ちほう

地方
こうきょう

公共
だんたい

団体 に
ぎむ

義務があることから
はせい

派生する
はんしゃてき

反射的
りえき

利益に
すぎない

過ぎない。」と

し、
さいこうさい

最高裁
へいせい

平成 ５
ねん

年
なながつ

７月 １９
にち

日
はんけつ

判決 がそれを
しじ

支持している。 

 「
しゅう

週 ３
かい

回・１
かい

回２
じかん

時間」に
いぎ

異議を
もうしたて

申立て「
しゅう

週 ７
かい

回、１
かい

回３
じかん

時間」を
げんこく

原告 が
もとめた

求めた

「
おおさかし

大阪市
ほーむ

ホーム
へるぷ

ヘルプ
そしょう

訴訟 」
へいせい

平成 １３
ねん

年
ろくがつ

６月 ２１
にち

日
おおさか

大阪
こうさい

高裁
はんけつ

判決 （
はんれい

判例
ちほう

地方
じち

自治２２８
ごう

号７２
ぺーじ

頁 ）が
いじ

維持した
へいせい

平成 １０
ねん

年
くがつ

９月２９
にち

日
おおさか

大阪
ちさい

地裁
はんけつ

判決 （
はんれい

判例
たいむず

タイムズ１０２１
ごう

号１５０
ぺーじ

頁 ）は「
ほう

法は
しちょうそん

市町村 に
たいし

対し、
そち

措置の
じっし

実施に
つとめる

努めるべきと
さだめて

定めているが、
ここじん

個々人が
しんせいけん

申請権 を
ゆうする

有することを
みとめて

認めていない。」
むね

旨、
かいご

介護
ほしょう

保障
とう

等の
こうてき

公的
しえん

支援
にかんする

に関する
しみん

市民の
けんり

権利を
こんてい

根底 から
ひてい

否定している。 

 これは
ほうたいけい

法体系 が、
せさく

施策を
じっし

実施する
こうけんりょく

公権力 の
けんげん

権限
きてい

規定になっており、
とうじしゃ

当事者は
せさく

施策
じっし

実施における
たいしょうぶつ

対象物 に
すぎない

過ぎない
ほうたいけい

法体系 だからである。 

 
しえんぴ

支援費、
じりつ

自立
しえんほう

支援法も、その
ほうたいけい

法体系 を
いろこく

色濃く
のこし

残しており、「
けんぽう

憲法 に
もとづく

基づく
きほんてき

基本的
じんけん

人権
ほしょう

保障 としての
しょうがいしゃ

障害者
しえんほう

支援法」を
かくりつ

確立 しなければ、すべては「
ぎょうせい

行政
せさく

施策
じょう

上

の
さいりょうけん

裁量権 」に
しゅうれん

収斂 され、
とうじしゃ

当事者が
しえん

支援の
なかみ

中身に
たちいる

立ち入ることはできない。 

 
しょうがいしゃ

障害者 の
けんり

権利
ほしょう

保障 の
ほうき

法規の
かくりつ

確立 こそが
じゅうよう

重要 という
にんしき

認識 を
かんけいしゃ

関係者 が
きょうゆうする

共有する ため、
きほん

基本
ごうい

合意で
かくにん

確認 されたことを
いかす

活かすためにもこの
ほうめい

法名 を
ていしょう

提唱 する。 

 

【
ますだ

増田
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがいしゃ

障害者
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法  

○
りゆう

理由 

 
しょうがい

障害
しゅべつ

種別 などによって
わけられる

分けられるものではなく，
たにま

谷間のない
ほう

法であることを
しめす

示す
ひつよう

必要 がある． 

 

【
みうら

三浦
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

1.
しょうがいしゃ

障害者
しゃかい

社会
せいかつ

生活
しえんほう

支援法  

 Persons with disabilities Social life support Act 

2.
しょうがいしゃ

障害者
そうごう

総合
ほしょうほう

保障法  

○
りゆう

理由 

1.すべて
しょうがい

障害 のある
ひと

人が
しゃかい

社会 の
こうせいいん

構成員 として
いきる

生きる
かんきょう

環境
せいび

整備に
むけて

向けて、
ひつよう

必要

な
せいかつ

生活
しえん

支援と
しゃかい

社会
さんか

参加
しえん

支援を
めいかく

明確 に
いちづける

位置付ける（
ほしょう

保障 する）
ほう

法として
しめす

示すため。 
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2.「
ふくし

福祉」という
げんてい

限定 された
はんい

範囲ではなく、
ふくし

福祉
いこーる

イコール
せいかつ

生活 の
してん

視点から、
せいかつ

生活
ほしょう

保障

（
しえん

支援）の
いみ

意味で
そうごう

総合
ほしょうほう

保障法 を
ていあん

提案 する。 

 

【
みつます

光増
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 「
しょうがいしゃ

障がい者
ふくしほう

福祉法」としてはどうか 

○
りゆう

理由 

 
ほうりつめい

法律名 はよりわかりやすく、
かんそか

簡素化すべきである。 

 

【
もり

森
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがいしゃ

障害者
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法  

○
りゆう

理由 

 
しょうがい

障害 の
たようせい

多様性に
おうじた

応じた
せいかつ

生活 の
じゅうじつ

充実 を
はかる

図るためには
そうごうてき

総合的 な
しえん

支援が
ひつよう

必要 であ

ること、
ならびに

並びに
きそん

既存の
ほうりつ

法律 や
せいど

制度を
こえた

超えた
ほうかつてき

包括的 な
しえん

支援を
おこなう

行う ための
ほうりつ

法律 という
いみ

意味をこめると、
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法という
めいしょう

名称 が
てきする

適する。 

 

【
やまもと

山本
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
ふじおか

藤岡
し

氏の
ていあん

提案 「
しょうがいじ

障害児
しゃ

者
しえん

支援
けんり

権利
ほしょうほう

保障法 」に
さんせい

賛成  

○
りゆう

理由 

 
ふじおか

藤岡
し

氏の
ていあん

提案 どおり 
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＜
こうもく

項目 A-2 
だれ

誰の
なんの

何のため＞ 
ろんてん

論点 A-2-1) そもそも、この
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法は、
だれ

誰の
なんの

何のためにつくるのか？ 

 

【
あさひな

朝比奈
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

（
だれ

誰の）すべての
こくみん

国民 のため 

（
なんの

何のために）
びょうき

病気 や
じこ

事故などにより
なんらかの

何らかの
しょうがい

障害 を
ゆうする

有するに
いたり

至り、その
けっか

結果、
にちじょう

日常
せいかつ

生活 や
しゃかい

社会
さんか

参加に
ふつごう

不都合が
しょうじた

生じた
ばあい

場合に、それを
おぎなう

補う
てだて

手だてを
こうじる

講じるため 

 

【
あらい

荒井
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがいしゃ

障害者 の「
じりつ

自立」
にかんする

に関する
きほんてき

基本的な
ほうこうせい

方向性 を
めいかく

明確 にした
うえ

上で、
ふくし

福祉のみならず
きょういく

教育 、
ろうどう

労働 ・
こよう

雇用、
じゅうたく

住宅 、
ねんきん

年金 ・
きょうさい

共済 など
かくぶんや

各分野の
せさく

施策を
そうごうてき

総合的 に
てんかい

展開 す

ることにより、
しょうがいしゃ

障害者 の
じりつ

自立を
じつげん

実現 していくことを
もくてき

目的 として
せいてい

制定 されるべきも

のと
かんがえる

考える。 

 

【
いざわ

伊澤
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
さいしゅうてき

最終的 には、
こくみん

国民
ひとりひとり

一人一人の
もの

モノだが、とりわけ「
しゃかいてき

社会的
はんで

ハンデ（
いきづらさ

生きづらさ／
くらし

暮らしにくさ）を
ゆうし

有している
ひと

人
すべて

全て」の
ちいき

地域
いこう

移行、
ざいたく

在宅
せいかつ

生活
しえん

支援のための
ほうかつてき

包括的
ほうりつ

法律  

○
りゆう

理由 

 「
だれ

誰もが
しょうがいしゃ

障害者 になり
える

得る」、という
じめい

自明
せい

性とともに、
しょうがいしゃ

障がい者
もんだい

問題 は
じんこう

人口 の

５％(650
まん

万
にん

人 )という
まいのりてぃー

マイノリティーの
もんだい

問題 で
たにんごと

他人事 となっているが、
とうじしゃ

当事者 の
ふぼ

父母・
きょうだい

兄弟 ・
そふぼ

祖父母も
ふくめる

含めると４０
ぱーせんと

パーセントとなり
けっして

決して
えんどおい

縁遠い
もんだい

問題 ではない。 

→ 
しゃかい

社会
れんたい

連帯 を
すすめる

進める
ろんきょ

論拠  

 

【
いしばし

石橋
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  
こうぎ

広義：
こくみん

国民  
きょうぎ

狭義 ：
しょうがいしゃ

障害者  
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しょうがいしゃ

障害者
てちょう

手帳
しょゆう

所有 の
うむ

有無とは
かんけいなく

関係なく、
しゃかい

社会
せいかつ

生活 を
いとなむ

営む ために
しえん

支援を
ひつよう

必要 と

する
すべて

全ての
しょうがいしゃ

障害者 。 

○
りゆう

理由 

 
けんぽう

憲法 の
せいしん

精神 に
じゅんじ

準じ 、
たにま

谷間を
つくら

作らず
だれ

誰もが
こうふく

幸福 で
けんこう

健康 で
ぶんかてき

文化的に
いきて

生きてゆく
けんり

権利

を
ほしょう

保障 するものであるべき。 

 「
しょうがい

障害 」の
ていぎ

定義と
れんどう

連動 する。 

 

【
うじた

氏田
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがい

障害 のある
ひと

人のための
ほうりつ

法律 であり、
しえんしゃ

支援者をはじめとする
しゃかい

社会
ぜんたい

全体 の
ほうりつ

法律 。 

 
しょうがい

障害 がある
ひと

人が
しょうがい

生涯 にわたって
じぶんら

自分らしく
いきて

生きていくために
ひつよう

必要 な
しえん

支援を
うけられる

受けられるようにするためであり、
しょうがい

障害
にたいする

に対する
ごうりてき

合理的
はいりょ

配慮 を
しゃかい

社会
ぜんたい

全体 に
もとめる

求める

ことによってその
けんり

権利を
ほしょう

保障 するため。 

○
りゆう

理由 

 まず
いちぎてき

一義的には
しょうがい

障害 のある
ほんにん

本人 のため。
かぞく

家族、
しえんしゃ

支援者そして
しょうがい

障害 を
もつ

持つ
ひと

人を
とりまく

取り巻く 
しゃかい

社会
ぜんたい

全体 が
とうじしゃ

当事者
いしき

意識を
もち

持ち、
ごうりてき

合理的
はいりょ

配慮 があたりまえとなる
じょうきょう

状況 を
じつげん

実現 す

べきと
かんがえる

考える。 

 
しょうがい

障害 があるために
さまざま

様々 な
こんなん

困難 を
かかえて

抱えており、そこに
えんじょ

援助 、
しえん

支援が
ひつよう

必要 。 

 
のーまらいぜーしょん

ノーマライゼーションの
りねん

理念に
のっとり

則り 、
だれ

誰もが
にんげん

人間 とした
あたりまえ

あたり前の
せいかつ

生活 を
おくる

送るた

めに
ひつよう

必要 な
しえん

支援を
ごうりてき

合理的
はいりょ

配慮 のもとで
ひつよう

必要 なだけ
うける

受ける
けんり

権利があり、その
けんり

権利を
ほしょう

保障 するためのものである。
ちいき

地域の
いりょう

医療
じじょう

事情 や、
ほんにん

本人 や
かぞく

家族そして
ひろく

広く
しゃかい

社会
ぜんたい

全体

の
しょうがい

障害
りかい

理解の
ふじゅうぶん

不十分 さから
しんだん

診断 が
おくれたり

遅れたり、
しえん

支援が
うけられ

受けられない
ばあい

場合もある。また、
ほんにん

本人 の
らいふ

ライフ
すてーじ

ステージ、
かぞく

家族
じょうきょう

状況 や
ちいき

地域の
かんきょう

環境 などによっても、それぞれの
にーず

ニーズは
へんか

変化する。これらを
ふまえて

踏まえて、
ここ

個々の
たよう

多様な
にーず

ニーズに
じゅうなん

柔軟 に
こたえ

応え、
らいふ

ライフ
こーす

コースを
みとおし

見通した
ちょうきてき

長期的 な
してん

視点での
しえん

支援を
ほしょう

保障 できることが
じゅうよう

重要 である。 

 

【
おおくぼ

大久保
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
けんり

権利
じょうやく

条約
だい

第 17
じょう

条「
じりつ

自立（
じりつ

自律）した
せいかつ

生活 および
ちいき

地域
しゃかい

社会 への
いんく

インク
るー

ルー
じょん

ジョン」

に
もとづき

基づき、
しょうがいしゃ

障害者 の
ちいき

地域でのあたりまえの
くらし

暮らしを
じつげん

実現 するため。 
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○
りゆう

理由 

 
しょうがいしゃ

障害者 が、
ちいき

地域における
すまい

住まい、
にっちゅう

日中
かつどう

活動 、
しゃかい

社会
さんか

参加など
ふつう

普通の
くらし

暮らしを
じつげん

実現

するために
ひつよう

必要 とする
ふくし

福祉
さーびす

サービス（
りはびりてーしょん

リハビリテーション・
はびりてーしょん

ハビリテーションを
ふくむ

含む）

を
ていきょう

提供 するための
ほうりつ

法律 と
かんがえる

考える。 

 

【
おおはま

大濱
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
さーびす

サービスを
ひつよう

必要 とする
すべて

全ての
しょうがいしゃ

障害者 （
げんじょう

現状 で
しょうがいしゃ

障害者
てちょう

手帳 がとれていない
なんびょう

難病
とう

等の
たにま

谷間の
しょうがいしゃ

障害者 も
ふくむ

含む）のための
ほう

法。 

○
りゆう

理由 

 
すべて

全ての
しょうがいしゃ

障害者 を
はいじょ

排除 すべきでない。
はいじょ

排除 は
さべつ

差別である。 

 

【
おざわ

小澤
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

・（もともと、
きのうてき

機能的な
しょうがい

障害 があり）、そこから
はせい

派生して、
せいかつ

生活 の
ししょう

支障 のある
ひと

人
にたいして

に対して、
ふくし

福祉
さーびす

サービスのえんかつな
りよう

利用のために、つくる。 

○
りゆう

理由 

・（もともと、
きのうてき

機能的な
しょうがい

障害 があり）という
じょうけん

条件 を
いれない

入れないと、あまりにも
たいしょう

対象

がこうはんいになるので。 

 

【
おだじま

小田島
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 しょうがいしゃみんなのためのものです。 

○
りゆう

理由 

 
あたらしい

新しい
ほうりつ

法律 をしょうがいしゃが
だれ

誰でも
つかえる

使えるようにするため。 

 

【
おの

小野
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがい

障害 のある
ひと

人が
こくみん

国民 の
ひとり

一人として
せいかつ

生活 することを
ほしょう

保障 するための
ほうりつ

法律 として
せいてい

制定 すべき。 

○
りゆう

理由 
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 これまでの
ほうれい

法令 にある「
しょうがい

障害 の
うむ

有無にかかわらず
こくみん

国民 が
そうご

相互に
じんかく

人格 と
こせい

個性を
そんちょう

尊重 し」という
もんごん

文言 は、
びょうどう

平等
げんそく

原則 のようにとれるが
もくてき

目的 があいまいであった。

その
いみ

意味では、「
しょうがい

障害 のない
ひと

人との
びょうどう

平等 」
げんそく

原則 を
きそ

基礎とすべきである。 

 

【
かしわ

柏
め

女
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがい

障害 を
ゆうする

有する
すべて

全ての
しゃ

者 (
しょうがいじ

障害児 を
ふくむ

含む。)を
たいしょう

対象 とする。 

○
りゆう

理由 

 
しょうがいじ

障害児 に
こゆう

固有の
さーびす

サービス、
きてい

規定については
じどう

児童
ふくしほう

福祉法に
ゆだねる

委ねるとしても、
せいじん

成人 、
じどう

児童

に
きょうつう

共通 する
じこう

事項については、
ほんぽう

本法 においても
しょうがいじ

障害児 について
きてい

規定することが
ひつよう

必要

である。 

 

【
かどや

門屋
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 『
しょうがい

障がい』のある
こくみん

国民 のためにつくります。「
しょうがい

障がい」のある
こくみん

国民 の
せいぞんけん

生存権
こうし

行使

のために
ひつぜん

必然 とする
しえん

支援する
しゃ

者も
ふくまれます

含まれます。
しえん

支援するもののためではなく、「
しょうがい

障がい

のある
こくみん

国民 」が
しゅたい

主体 である
いみ

意味において
たいしょう

対象 とする。 

○
りゆう

理由 

 『
しょうがい

障がい』の
ていぎ

定義は
じだい

時代によって
へんか

変化し、
しゃかい

社会 のありようによって
しゃかいてき

社会的
さべつ

差別を
うける

受ける
ひとびと

人々 が
たいしょう

対象 となることも
かんがえられる

考えられることから、
ていぎ

定義の
ぎろん

議論は
たいせつです

大切です。 

 

【
かわさき

川崎 （
よう

洋）
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがいしゃ

障がい者 （
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法で
さだめた

定めた）とその
ひと

人の
しえんしゃ

支援者（
かぞく

家族、
しえん

支援
かんけいしゃ

関係者 ）

のため。 

○
りゆう

理由 

 
しょうがいしゃ

障がい者 が
ちいき

地域
せいかつ

生活 をするには、
しえんしゃ

支援者の
ちから

力 が
ひつよう

必要 である。
しえんしゃ

支援者が
じゅうぶん

十分 に
しょうがいしゃ

障がい者 を
ささえる

支えるためには、
しえんしゃ

支援者にも
ひつよう

必要 な
さーびす

サービスを
ていきょう

提供 する
ひつよう

必要 がある。 

 



15 

【
きたうら

北浦
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 すべての
こくみん

国民 のためのものでもあり、
こくみん

国民 の
ささえ

支えにより
しょうがい

障害 のある
ひと

人が
あんしん

安心 し

て
せいかつ

生活 することができるようにするものである。 

○
りゆう

理由 

 
しょうがいしゃ

障害者
ふくし

福祉
さーびす

サービスの
きゅうふ

給付
ないよう

内容 を
めいかく

明確 にすることにより、
しょうがいしゃ

障害者 の
あんしん

安心 を
ほしょう

保障 するものである。 

 

【
きたの

北野
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 その
にちじょう

日常
せいかつ

生活 で、
わかり

分かりづらい・やりにくい・
つかい

使いにくい
とう

等の
じょうきょう

状況 のあるす

べての
しみん

市民が、
みずから

自ら
えらびとっ

選びとった
ほか

他の
しみん

市民と
どうよう

同様 の
やくわり

役割 や
しゃかい

社会
さんか

参加・
さんかく

参画 する
けんり

権利を
こうし

行使するために、
ひつよう

必要 な
しえん

支援や
ごうりてき

合理的
はいりょ

配慮 を
けんり

権利づけるため 

○
りゆう

理由 

 それが、
にほんこく

日本国
けんぽう

憲法 と
こくれん

国連
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
じょうやく

条約 の
りねん

理念であり、
しょうがい

障害
とうじしゃ

当事者や
おおく

多くの
しみん

市民がそれを
ききゅう

希求 するため 

 

【
きみづか

君塚
いいん

委員】 

○ 
けつろん

結論  

 
こくみん

国民
ぜんたい

全体 のものとし、
せふていねっと

セフテイネットとの
いちよく

一翼 であることの
かくにん

確認 をしたい。 

○
りゆう

理由 

 
いちぶ

一部のものとしてではないことの
かくにん

確認 を
あらためて

改めて 、
しゃかい

社会
にたいして

に対して
おこなう

行う ために
いちづけ

位置づけ・
りねん

理念からもそのための
かくにん

確認 が
ひつよう

必要 である。 

 

【
さいとう

齋藤
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがいしゃ

障害者 が
ともに

共に
いきる

生きる
しゃかい

社会 の
いちいん

一員 として
いきる

生きる
けんり

権利を
ほしょう

保障 することで
だれ

誰 もが
ともに

共に
いきる

生きる
しゃかい

社会 をめざす。 
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【
しみず

清水
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
ひとりひとり

一人ひとりの
そんざい

存在 の
かち

価値の
かくりつ

確立 のため 

○
りゆう

理由 

 どんなに
しょうがい

障害 があっても、
ひとりひとり

一人ひとりがその
そんざい

存在 の
ねうち

値打ちを
はっき

発揮し、
おたがい

お互いがその
ねうち

値打ちを
みとめ

認め
あい

合い、
ひとりひとり

一人ひとりが「
いて

居てくれないと
こまる

困るあなた」「
いない

居ないといけない
わたし

私 」

を
じっかん

実感 し
あえる

合える
なか

中で、
じぶん

自分の
じんせい

人生 の
ものがたり

物語 を
どうどうと

堂々と
いきて

生きていくことの
じつげん

実現 のため 

 

【
たけばた

竹端
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

だれのため？： 
ちいき

地域でくらす
うえ

上で
なんらかの

何らかの
てだすけ

手助けを
もとめて

求めているすべての
しょうがいしゃ

障害者  

なんのため？： 
ちいき

地域の
なか

中で
あたりまえ

あたり前（
ほか

他の
しゃ

者とのびょうどう）のくらしをする
うえ

上で、
ひつよう

必要 な
てだすけ

手助けをきちんとおこなうため 

○
りゆう

理由 

 
ちいき

地域の
なか

中で
あたりまえ

あたり前（
ほか

他の
しゃ

者とのびょうどう）のくらしをしたいのに、それができな

い
しょうがいしゃ

障害者 はたくさんいます。
しょうがい

障害 のしゅるいや
おもい

重い・
かるい

軽いでわけずに、
ほんにん

本人 が
ひつよう

必要 としているしえんがなされ、
じぶんら

自分らしいくらしが
ちいき

地域の
なか

中でできるために、あたら

しい
ほう

法をつくるべきです。 

 

【
たなか

田中（
のぶ

伸）
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがいしゃ

障害者 が、
みずから

自ら の
せんたく

選択 に
もとづい

基づいて、
しゃかい

社会 の
ゆうわ

融和と
りかい

理解の
なか

中で、
こじん

個人として
そんちょう

尊重 されながら
いきて

生きていくために
つくら

作られるべきである。すなわち、
だい

第１
じ

次
てき

的には、
しょうがいしゃ

障害者 のためであり、
だい

第２
じ

次
てき

的には、
しょうがいしゃ

障害者 を
りかい

理解し、
ともに

共に
いきる

生きる
しゃかい

社会 の
けいせい

形成

のために
つくら

作られる
ひつよう

必要 がある。 

 そして、
ほうてき

法的 には、
しょうがいしゃ

障害者 が
きほんてき

基本的
じんけん

人権 の「
しゅたい

主体 」として、その
ゆうする

有する
じんけん

人権 を
こうし

行使することができる
じっしつてき

実質的
しゅだん

手段 を
かくほ

確保するために
つくら

作られるべきである。 

○
りゆう

理由 

 
しょうがいしゃ

障害者 が
しゃかい

社会 の
なか

中 で
みずから

自ら の
こうふく

幸福 を
じつげん

実現 するためには、
だい

第 １
じ

次
てき

的 には
しょうがいしゃ

障害者
こじん

個人の
せんたく

選択 が
そんちょう

尊重 されなければならないが、
だい

第２
じ

次
てき

的には、
しょうがいしゃ

障害者 が
ぞくする

属する
しゃかい

社会 の
しょうがいしゃ

障害者
にたいする

に対する「
りかい

理解」と、
しょうがいしゃ

障害者
にたいする

に対する「
ゆうわ

融和」の
しせい

姿勢が
ふかけつ

不可欠
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な
ようそ

要素となると
かんがえられる

考えられる。
しんぽう

新法 も、この
りょうそく

両側
めん

面に
りっきゃく

立脚 して
せいてい

制定 されるべきで

ある。そして、
ほうてき

法的 には、
しょうがいしゃ

障害者 が
きほんてき

基本的
じんけん

人権 の
しゅたい

主体 であって、その
ゆうする

有する
じんけん

人権

の
こうし

行使を
かのう

可能とするために
かくしゅ

各種 の
しえん

支援が
ひつよう

必要
ふかけつ

不可欠なものであることが
めいかく

明確 とされ

るために
つくら

作られる
ひつよう

必要 がある。 

 

【
たなか

田中（
まさ

正）
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがい

障害 のある
かた

方の
ちいき

地域での
しゅたいてき

主体的 な
くらし

暮らしの
じつげん

実現 を
はかる

図るため。 

○
りゆう

理由 

 
しょうがい

障害 のある
かた

方の
ちいき

地域での
すまい

住まい、
にっちゅう

日中
かつどう

活動 、
しゃかい

社会
さんか

参加など
ふつう

普通の
くらし

暮らしを
じつげん

実現 するために
ひつよう

必要 な
ふくし

福祉
さーびす

サービス（
りはびりてーしょん

リハビリテーション・
はびりてーしょん

ハビリテーションを
ふくむ

含む）

を
ていきょう

提供 するため
けんり

権利
じょうやく

条約
だい

第 17
じょう

条 「
じりつ

自立（
じりつ

自律）した
せいかつ

生活 および
ちいき

地域
しゃかい

社会 への
いんく

インク
るー

ルー
じょん

ジョン」に
もとづく

基づく
ほうりつ

法律 と
かんがえる

考える。 

 

【
なかにし

中西
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
さいじゅうど

最重度 の
しょうがいしゃ

障害者 とこれまで
せいど

制度の
たにま

谷間にあって
じりつ

自立
しえんほう

支援法の
さーびす

サービスを
ひつよう

必要 な

だけ
りよう

利用できなかった
ひとたち

人たちを
きゅうさい

救済 し、かつ
こっこ

国庫
ほじょ

補助
きじゅん

基準 の
せってい

設定 により、
ちほう

地方
じちたい

自治体

より
じゅうぶん

十分 な
さーびす

サービスを
うけられ

受けられなかった
ひとたち

人たちに、
じりつ

自立
しえんほう

支援法と
おなじ

同じ
あやまり

誤り を
おかさ

犯さな

いために、また
そんげん

尊厳 ある
じりつ

自立
せいかつ

生活 を
おくれる

送れるように、
みずから

自ら の
のぞむ

望む
ばしょ

場所で、
のぞむ

望む
ひとたち

人たちと、
のぞむ

望む
せいかつ

生活
けいたい

形態 で
しえん

支援を
うけて

受けて
くらせる

暮らせるように
さーびす

サービス
りよう

利用
じょう

上 の
けんり

権利
せい

性を
もっ

持った
せいど

制度
こうちく

構築 をするために
つくる

作る。 

○
りゆう

理由 

 
こくれん

国連 の
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
じょうやく

条約 の
ひじゅん

批准 に
むけて

向けて、その 19
じょう

条 と
じりつ

自立
しえんほう

支援法が
そご

齟齬する
てん

点が、
しせつ

施設
きょじゅう

居住 を
ざいたく

在宅
さーびす

サービスの
けつじょ

欠如 から
おこっ

起こっていることから、
じりつ

自立
しえんほう

支援法を
さっきゅう

早急 に
はいし

廃止して、
どうせだい

同世代の
ひとたち

人たちが
きょうじゅ

享受 している
せいかつ

生活 を、どんなに
じゅうど

重度 の
しょうがい

障害

を
もっ

持っても
きょうじゅ

享受 できるような
ちいき

地域
せいかつ

生活 の
しえん

支援
せいど

制度の
こうちく

構築 を
めざす

目指すために
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法の
そうき

早期
せいりつ

成立 が
ひつよう

必要 である。
とくに

特に35
まん

万
にん

人が
びょういん

病院 に
しゅうよう

収容 されている
せいしん

精神
しょうがいしゃ

障害者 、4
ぶんの

分の1 が
しせつ

施設
しゅうよう

収容 されている
ちてき

知的
しょうがいしゃ

障害者 、
ひつよう

必要 とする
さーびす

サービスが
じゅうぶん

十分 に
うけられ

受けられない ALS を
ふくむ

含む
さいじゅうど

最重度 の
しょうがいしゃ

障害者 のために
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法が
ひつよう

必要 で

ある。 
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【
なかはら

中原
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しえん

支援を
ひつよう

必要 とするすべての
しょうがいしゃ

障害者  

○
りゆう

理由 

 
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法を
うけて

受けての
ふくし

福祉
しえん

支援
にかんする

に関する
ほう

法として
せいび

整備する。 

 

【
なら

奈良
ざき

崎
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
にほん

日本に
すん

住んでいる
ひと

人で
こまっ

困っている
みな

皆  

○
りゆう

理由 

 
しょうがい

障がいがあってもなくても、
こまっ

困っている
ひと

人に
せいかつ

生活 や
はたらく

働く
ば

場が
ひつよう

必要  

 

【
にしたき

西滝
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがいしゃ

障害者 が
にんげん

人間 として
こうふく

幸福 に
いきる

生きるために
さまざま

様々 の
けんり

権利が
びょうどう

平等 に
ほしょう

保障 されるこ

とをめざしている 

○
りゆう

理由 

 
しょうがいしゃ

障害者 がこの
ほうりつ

法律 をもとに
みずから

自ら の
せいぞんけん

生存権 や
きほんてき

基本的
じんけん

人権 の
ほしょう

保障 を
じつげん

実現 でき

るものでありたい 

 

【
のざわ

野澤
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがいしゃ

障害者 のため、
しょうがいしゃ

障害者 が
みずから

自ら の
のぞむ

望む
じんせい

人生 を
おくる

送ることができるため。とともに
どうじだい

同時代に
いきる

生きるすべての
ひと

人が
しょうがい

障害 のある
ひと

人の
そんざい

存在 を
みとめ

認め、その
とくせい

特性 を
りかい

理解し、
みずから

自ら の
じんせい

人生 に
しげき

刺激を
うけ

受け、
しゃかい

社会
ぜんたい

全体 にやさしい
くうき

空気を
はぐくん

育ん だり、
せいしんてき

精神的 な
じゅうじつ

充実

を
うながす

促す ことができるようにするため。 

○
りゆう

理由 

 
くらし

暮らしにくい
おもい

思いをしているのは
しょうがいしゃ

障害者 だけではない。この
じだい

時代に
いきる

生きるすべての
ひと

人のためになるような
ししん

指針を
しめす

示す
ほうりつ

法律 にする
ひつよう

必要 がある。 
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【
ひがしがわ

東川
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
にちじょう

日常
せいかつ

生活 ・
しゃかい

社会
せいかつ

生活 を
おくる

送る
うえ

上で、「
しょうがい

障害 」があるために,「
しょうがい

障害 がない
ひと

人

を
おもに

主にした
しゃかい

社会 」との
あいだ

間 に
ふり

不利な
じょうきょう

状況 が
しょうじて

生じてしまっている
ひと

人のため。 

○
りゆう

理由 

 
じょうき

上記 の
ふり

不利な
じょうきょう

状況 をなくすための
しえん

支援を
ほしょう

保障 するための
ほうりつ

法律 が
もとめられる

求められるか

らである。このように
かんがえる

考える
ばあい

場合、
とうぜん

当然 、「
しょうがい

障害 」をどのように
ていぎ

定義するかが
じゅうよう

重要

となる。 

 

【
ひらの

平野
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
とうぜん

当然 、
しょうがいしゃ

障害者 とその
かぞく

家族の
ふくし

福祉
こうじょう

向上 を
はかる

図るものですが、
しょうがい

障害
とうじしゃ

当事者の
りえき

利益や
けってい

決定 を
だい

第１にすることが
きほん

基本です。また、
しょうがいしゃ

障害者 を「
じゃくしゃ

弱者 」として
ほご

保護の
たいしょう

対象

とするのではなく、
けんり

権利
しゅたい

主体 として、その
けんり

権利
ほしょう

保障 として
しえん

支援するような
ふくし

福祉
しえん

支援の
ありかた

あり方の
すたんす

スタンスの
てんかん

転換 が
もとめられ

求められます。 

○
りゆう

理由 

 １９９０
ねんだい

年代
いこう

以降の
せんしん

先進
しょこく

諸国 の
しょうがい

障害
ふくし

福祉の
ありかた

あり方の
きほん

基本は、
とうじしゃ

当事者 の
けんり

権利
ほしょう

保障 という
すたんす

スタンスであり、
こくれん

国連
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
じょうやく

条約 の
りねん

理念からしてもその
しゅし

趣旨を
めいかく

明確 にすべきである。 

 

【
ひろた

広田
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
わがくに

我が国に
くらす

暮らす
しょうがい

障害 を
もつ

持つ
すべて

全ての
ひと

人が、その
ひと

人らしく
せいかつ

生活 を
いとなめる

営めるため。 

 

【
ふくい

福井
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがいしゃ

障害者 とその
かぞく

家族、
かんけいしゃ

関係者 の
こえ

声と
ちえ

知恵を
けっしゅう

結集 して、
しょうがい

障害 をもつ
すべて

全ての
ひとびと

人々

の
にんげん

人間 として
いきる

生きる
けんり

権利を
ほしょう

保障 する
せさく

施策を
こうちく

構築 するためにつくる。
こうぎ

広義には、
とうぜん

当然
すべて

全ての
こくみん

国民 の
けんり

権利
ほしょう

保障 をめざすものである。 

○
りゆう

理由 

 これまでの
わがくに

わが国の
しょうがいしゃ

障害者
せさく

施策は、
しょうがい

障害
とうじしゃ

当事者の
じったい

実態 や
ようぼう

要望 にそって
つくら

作られ
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てこなかった
れきしてき

歴史的 な
けいか

経過がある。
こんかい

今回 は、「
わたし

私 たちのことは
わたし

私 たち
ぬき

抜きに
きめない

決めないで！」を
ちゅうしん

中心 に
すえて

据えて
つくりあげて

作り上げていくところに、もっとも
かっきてき

画期的な
いぎ

意義があ

る。 

 

【
ふじおか

藤岡
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがい

障害 をもつ
ひとびと

人々 が
ふつう

普通の
しみん

市民として
いきる

生きるために
ひつよう

必要
ふかけつ

不可欠な
しゃかいてき

社会的
しえん

支援を
おこなう

行う こと。
らいふ

ライフ
すてーじ

ステージの
すべて

全ての
だんかい

段階 における
こじん

個人の
そんげん

尊厳 の
ほしょう

保障 を
はかる

図るための
せいど

制度。これは
げんざい

現在
しょうがい

障害 を
もつ

持つ
ひと

人だけでない
すべて

全ての
しみん

市民のためのものである。 

○
りゆう

理由 

 
じゆう

自由が
うばわ

奪われている
しょうがいしゃ

障害者 の
きかいきんとう

機会均等 を
ほしょう

保障 することが
じゆう

自由
しゅぎ

主義
しゃかい

社会 の
ぜんてい

前提

であり、
きほん

基本
ごうい

合意
だい

第
いち

一
こう

項で「
けんぽう

憲法
とう

等に
もとづく

基づく
しょうがいしゃ

障害者 の
きほんてき

基本的
じんけん

人権 の
こうし

行使を
しえん

支援す

る」ためのものと
かくにん

確認 されているから。 

 
たとえば

例えば、
しょうがいしゃ

障害者 の
いどう

移動
かいご

介護
ほしょう

保障 は、
じゅうらい

従来
りかい

理解されてきた「
しゃかいけん

社会権 」のみなら

ず
けんぽう

憲法
だい

第１３
じょう

条 の
こじん

個人の
そんげん

尊厳
ほしょう

保障 であることは、
はんれい

判例（
だい

第４
かい

回
いけん

意見
ちゅう

注 １）
とう

等

でも
かくにん

確認 されている。「
しょうがいしゃ

障害者 の
けんり

権利」の
ほんしつ

本質 とは、
しょうがい

障害 に
きいん

起因する
しゃかいてき

社会的
しょうへき

障壁 により
きずつけられ

傷付けられている
じゆう

自由と
こじん

個人の
そんげん

尊厳 を
かいふく

回復 するためのものであり、
しょうがい

障害
ふくし

福祉
せさく

施策を
かつよう

活用 する
けんり

権利は
てんぷ

天賦の
きほんてき

基本的
じんけん

人権 である。 

 また、
ほう

法の「
ぜんぶん

前文 」で
きほん

基本
ごうい

合意２
じょう

条 ２
こう

項で
かくにん

確認 されたこの
ほうりつ

法律 の
つぎ

次の
いぎ

意義を
うたう

謳う

ことが
たいせつ

大切 。 

「
くに

国（
こうせい

厚生
ろうどうしょう

労働省 ）は、
しょうがいしゃ

障害者
じりつ

自立
しえんほう

支援法を、
りっぽう

立法
かてい

過程において
じゅうぶん

十分 な
じったいちょうさ

実態調査 の
じっし

実施や、
しょうがいしゃ

障害者 の
いけん

意見を
じゅうぶん

十分 に
ふまえる

踏まえることなく、
せっそく

拙速 に
せいど

制度を
せこう

施行するとともに、
おうえき

応益
ふたん

負担（
ていりつ

定率
ふたん

負担）の
どうにゅう

導入
とう

等 を
おこなっ

行っ たことにより、
しょうがいしゃ

障害者 、
かぞく

家族、
かんけいしゃ

関係者
にたいする

に対する
ただい

多大な
こんらん

混乱 と
せいかつ

生活 への
あくえいきょう

悪影響 を
まねき

招き、
しょうがいしゃ

障害者 の
にんげん

人間 としての
そんげん

尊厳 を
ふかく

深く
きずつけた

傷つけたことに
たいし

対し、
げんこく

原告 らをはじめとする
しょうがいしゃ

障害者
および

及びその
かぞく

家族に
こころ

心 から
はんせい

反省 の
い

意を
ひょうめい

表明 するとともに、この
はんせい

反省 を
ふまえ

踏まえ、
こんご

今後の
せさく

施策の
りつあん

立案 ・
じっし

実施に
あたる

当たる。」 

を
かくにん

確認 した
ぜんぶん

前文 が
きそう

起草されるべきが
とうぜん

当然 。 
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【
ますだ

増田
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
ちょうきてき

長期的 に
しんたいてき

身体的 ，
せいしんてき

精神的 ，
ちてき

知的または
かんかくてき

感覚的 な
しっかん

疾患 や
しょうがい

障害 があることによっ

て，
ほか

他の
しみん

市民と
おなじ

同じ
せいかつ

生活 を
おくる

送る
うえ

上で
なんらかの

何らかの
ほしょう

保障 や
しえん

支援が
ひつよう

必要 な
ひと

人が，
ほか

他の
しゃ

者と

の
びょうどう

平等 の
くらし

暮らしや
じんせい

人生 を
おくる

送ることを
かのう

可能にするための
ほうりつ

法律 である． 

 

【
みうら

三浦
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
こくない

国内 すべての
しょうがい

障害 のある
ひと

人の
せいかつ

生活 と
しゃかい

社会
さんか

参加を
ほしょう

保障 するため。 

 
しょうらいてき

将来的 には、すべての
しえん

支援を
ひつよう

必要 とする
ひと

人すべてを
たいしょう

対象 とすることこそが、
しゃかい

社会
もでる

モデルと
たにま

谷間を
つくら

作らないことに
がっち

合致する。 

○
りゆう

理由 

 
だい

第
いち

一
じ

次
いけんしょ

意見書に
しるさ

記されている「
さいじゅうど

最重度 であっても、どの
ちいき

地域であっても、
あんしん

安心 し

て
くらせる

暮らせる」ような、
ここ

個々の
にーず

ニーズに
もとづく

基づく
ちいき

地域
しゃかい

社会
せいかつ

生活
しえん

支援
たいけい

体系 を
きずく

築く
もくてき

目的 に
むかい

向かい、
きのう

機能する
やくわり

役割 を
もてる

持てるようにするため。 

 

【
みつます

光増
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがい

障がいのある（あるいは
しえん

支援が
ひつよう

必要 な）
じどう

児童から
こうれいしゃ

高齢者 までの
しえん

支援が
ひつよう

必要 な
ひと

人の

ために
つくる

作る。（しかい
じどう

児童の
ふくし

福祉
さーびす

サービスは
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法でなく、
じどう

児童
ふくしほう

福祉法で
おこなう

行う 。） 

○
りゆう

理由 

 
しょうがい

障がいのある（あるいは
しえん

支援が
ひつよう

必要 な）
ひと

人だれもが
つかえる

使えるようにする。したがって、
げんざい

現在 の
しょうがいしゃ

障害者
じりつ

自立
しえんほう

支援法と
かいご

介護
ほけんほう

保険法との
ゆういせい

優位性で、
しょうがい

障がいのある
こうれいしゃ

高齢者 が
しょうがいしゃ

障がい者 の
ふくし

福祉
さーびす

サービスを
つかえない

使えないような
こと

事はなくす
ひつよう

必要 がある。 

 

【
もり

森
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
にちじょう

日常
せいかつ

生活
または

又は
しゃかい

社会
せいかつ

生活 に
そうとう

相当 な
せいげん

制限 を
うけ

受け、
さーびす

サービスを
ひつよう

必要 とするすべて

の
ひと

人を
たいしょう

対象 とすべきである。 

〇
りゆう

理由 

 
きのう

機能
しょうがい

障害 または
しっかん

疾患 に
ともなう

伴う
せいかつ

生活 の
せいげん

制限 があり、
しえん

支援を
ようする

要するものすべてを
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たいしょう

対象 にし、それらの
とりくみ

取り組みを
おこなう

行う ことによって、
だれ

誰もがくらしやすい
しゃかい

社会 の
じつげん

実現

につながることについてすべての
こくみん

国民 への
りかい

理解を
すすめる

進めるべきである。 

 

【
やまもと

山本
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
なんらかの

何らかの
きのう

機能
しょうがい

障害 あるいは
しっぺい

疾病 を
もち

持ち、
せいめい

生命 の
いじ

維持および
いっぱん

一般 の
しみん

市民と
びょうどう

平等

に
ひと

人としての
そんげん

尊厳 を
そんちょう

尊重 され
こうふく

幸福
ついきゅうけん

追求権 をもち、
しゃかい

社会 の
いちいん

一員 として
しゃかい

社会 に
さんか

参加するにあたって
しえん

支援を
ひつよう

必要 とする
ひと

人のために
つくる

作る。 

 なおこれらの
ひと

人についてはその
きょじゅうち

居住地 、
せいべつ

性別 、
こくせき

国籍 、
ねんれい

年齢 、
しせつ

施設・
びょういん

病院 に
しゅうよう

収容

されている
かいなか

か否か、
きょうせい

矯正
しせつ

施設
けいじ

刑事
しせつ

施設（
じゅけいしゃ

受刑者 には
いってい

一定 の
せいやく

制約 はありうるが）
にゅうかん

入管
しせつ

施設にいれられている
かいなか

か否かを
とわ

問わず
びょうどう

平等 にこの
ほう

法の
たいしょう

対象 として
けんり

権利を
もつ

持つ。 

 これらの
ひと

人が
ほか

他のものと
びょうどう

平等 に
せいめい

生命 の
いじ

維持および、
ほか

他の
ひと

人と
びょうどう

平等 に
ひと

人として

の
そんげん

尊厳 を
そんちょう

尊重 され
こうふく

幸福
ついきゅうけん

追求権 を
もち

持ち、
しゃかい

社会 の
いちいん

一員 として
しゃかい

社会
さんか

参加できるた

めの
しえん

支援を
けんり

権利として
ほしょう

保障 するために
つくる

作る 

○
りゆう

理由 

 この
ほうりつ

法律 は
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
じょうやく

条約 の
こくない

国内
りこう

履行のための
ほうりつ

法律 であり、
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
じょうやく

条約 １
じょう

条
もくてき

目的 ３
じょう

条
いっぱん

一般
げんそく

原則 、４
じょう

条
いっぱんてき

一般的
ぎむ

義務に
てらし

照らして、
じょうき

上記 が
もとめられる

求められる 
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ろんてん

論点 A-2-2) 
けんぽう

憲法 、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法
とう

等と「
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」との
かんけい

関係 をどう
かんがえる

考えるか？ 

 

【
あらい

荒井
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがい

障害 の
ていぎ

定義、
しょうがいしゃ

障害者 の
けんり

権利、
しょうがいしゃ

障害者 の
じりつ

自立を
しえん

支援するに
あたっ

当たっての
きほん

基本
げんそく

原則 ・
げんり

原理
とう

等については、
ほんぶかい

本部会で
けんとう

検討 する「
しょうがいしゃ

障害者
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」
いがい

以外の
ほうせい

法制

にも
きょうつう

共通 するものであるため、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法で
きてい

規定することが
てきとう

適当 である。 

 なお、
ほんぶかい

本部会の
けんとう

検討 に
あたっ

当たって、
しょうがいしゃ

障害者
せいど

制度
かいかく

改革
すいしん

推進
かいぎ

会議における
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法
かいせい

改正 の
ほうこうせい

方向性 を
みさだめ

見定め、
せいごう

整合 を
はかり

図りつつ
すすめて

進めていく
ひつよう

必要 がある。 

○
りゆう

理由 

 
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法 において
しょうがいしゃ

障害者 の
けんり

権利
じょうやく

条約 の
せいしん

精神 や
もくてき

目的 に
もとづく

基づく
きほん

基本
げんそく

原則 を
さだめ

定め、
きほん

基本
げんそく

原則 と
むじゅん

矛盾 しないように
ちょうせい

調整 した
うえ

上で「
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」を
さくてい

策定

する
ひつよう

必要 がある。 

 

【
いざわ

伊澤
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
こっか

国家の
わくぐみ

枠組みや
しくみ

仕組み、
こくみん

国民
せいかつ

生活 の
ありかた

在り方の
さししめし

指し示し、それを
ふまえ

踏まえ
しょうがいしゃ

障がい者
しえん

支援

の
げんり

原理を
うちたて

打ち立て、その
きそ

基礎のうえでの、
ぜんたい

全体 を
ふくん

含んだ
しえん

支援の
しくみ

仕組みの
めいじ

明示としての

「
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」 

○
りゆう

理由 

 
ほう

法の
じょうい

上位 、
かい

下位
がいねん

概念 による
たいけいか

体系化。
きほん

基本は、
しょうがい

障がいごとや
ねんれい

年齢
とう

等で
わけない

分けないこ

と。 

 

【
いしばし

石橋
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
けんぽう

憲法 、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法に
じゅんきょ

準拠 し
りねん

理念を
じっし

実施する
ほうりつ

法律 。 

○
りゆう

理由 

 
ろんぎ

論議する
しんぽう

新法 は、「
けんぽう

憲法 」（
だい

第１１、１３、１４，２５
じょう

条 など）を
どだい

土台に、
こんご

今後、
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
じょうやく

条約 の
ひじゅん

批准 に
むけて

向けて
せいび

整備される
あたらしい

新しい「
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法」の
りねん

理念を
じつげん

実現 するための、
しえん

支援（
さーびす

サービス）
とう

等についての
ほうりつ

法律 である。 
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【
うじた

氏田
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
けんぽう

憲法 のもとの
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法であり、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法に
もとづい

基づいた
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法で

あると
かんがえる

考える。 

○
りゆう

理由 

 
けんぽう

憲法 で
ほしょう

保障 されている
せいぞんけん

生存権 、
こうふく

幸福
ついきゅうけん

追求権 、
じゆうけん

自由権、
しゃかいけん

社会権 、
じんかくけん

人格権 な

どを、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法を
べーす

ベースとして
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法で
ふくし

福祉
さーびす

サービスのしくみを
きてい

規定し
ていきょう

提供 することで、
ここ

個々の
しえん

支援を
ぐげんか

具現化していくものと
かんがえて

考えている。 

 
けんぽう

憲法 および
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法との
せいごうせい

整合性 を
ひつよう

必要 とする。 

 

【
おおくぼ

大久保
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
ほんらい

本来 、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法を
べーす

ベースとして、
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法が
せいてい

制定 される
かんけい

関係 にあるも

のと
かんがえる

考えるところから、
せいごうせい

整合性 を
はかる

図ることが
じゅうよう

重要 と
かんがえる

考える。 

○
りゆう

理由 

 
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法は、
かくしゅ

各種
しょうがいしゃ

障害者
せさく

施策について
おうだんてき

横断的 にその
きほん

基本となる
りねん

理念や
ほうこうせい

方向性 を
さだめる

定めるものであり（
ちゅうおう

中央
しょうがいしゃ

障害者
せさく

施策
すいしん

推進
きょうぎかい

協議会 の
せっち

設置
ならびに

並びに
しょうがいしゃ

障害者
けいかく

計画 の
さくてい

策定 などは
のぞく

除く）、
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法は、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法を
はいけい

背景 とし

て、
しょうがいしゃ

障害者
ふくし

福祉
さーびす

サービスの
せいど

制度や
しくみ

仕組みを
きてい

規定するものと
かんがえる

考える。 

 

【
おおはま

大濱
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
けんぽう

憲法
ぜんぶん

前文 、１３
じょう

条 、２５
じょう

条 、ならびに、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法の１
じょう

条 、３
じょう

条 、

４
じょう

条 、８
じょう

条 にのっとって、どのような
じゅうど

重度
しょうがいしゃ

障害者 であっても、
ちいき

地域において
じりつ

自立

した
せいかつ

生活 を
いとなむ

営む ことができるようにすべき。したがって
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法では、
しょうがいしゃ

障害者
ほんにん

本人 の
じしゅせい

自主性に
のっとり

則り 、より
めいかく

明確 に
ちいき

地域での
せいかつけん

生活権 を
めいき

明記すべき。 

○
りゆう

理由 

 
けんぽう

憲法
ぜんぶん

前文 の
せいぞん

生存 する
けんり

権利、および、25
じょう

条 の
さいてい

最低
げんど

限度の
せいかつ

生活 を
いとなむ

営む
けんり

権利、１３
じょう

条 の
せいめい

生命 、
じゆう

自由、
こうふく

幸福
ついきゅうけん

追求権 にのっとり、たとえどんなに
じゅうど

重度 の
しょうがいしゃ

障害者 で

あっても、
せいぞんけん

生存権 を
しんがい

侵害 されることなく、
せいめい

生命
じゆう

自由
および

及び
こうふく

幸福 の
ついきゅう

追求 の
してん

視点から、
じはつてき

自発的に
ちいき

地域
せいかつ

生活 を
のぞむ

望む
ばあい

場合は
ほしょう

保障 するべき。 
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しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法の
もくてき

目的 、
だい

第１
じょう

条 （
じりつ

自立
および

及び
しゃかい

社会
さんか

参加）、３
じょう

条 （
きほん

基本
りねん

理念）
こじん

個人

の
そんげん

尊厳 にふさわしい
せいかつ

生活 を
ほしょう

保障 される
けんり

権利、４
じょう

条 、
じょうき

上記
たっせい

達成 のための
くに

国
および

及び
ちほう

地方
こうきょう

公共
だんたい

団体 の
せきむ

責務、および、８
じょう

条（
せさく

施策の
きほん

基本
ほうしん

方針 ）「
しょうがいしゃ

障害者 の
じしゅせい

自主性が
じゅうぶん

十分

に
そんちょう

尊重 され、・・・
ちいき

地域において
じりつ

自立した
にちじょう

日常
せいかつ

生活 を
いとなむ

営む ことができるよう
はいりょ

配慮

されなければならない」 

 
いじょう

以上 の
りねん

理念に
のっとり

則り 、
ちいき

地域で
いとなむ

営む
けんり

権利を
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法で
めいき

明記すべき。 

 

【
おざわ

小澤
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

・
けんぽう

憲法 ＞
かいせい

改正 ・
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法および
ひじゅん

批准 する
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
じょうやく

条約 ＞
そうごう

総合
ふくし

福祉
さーびす

サービス
ほう

法  

・＞は、その
した

下にある
ほう

法の
いみ

意味。 

○
りゆう

理由 

・
ほうりつ

法律 のしくみの
うえ

上で、このようになる。 

 

【
おの

小野
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法は、
けんぽう

憲法 ならびに
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法を
きほん

基本
りねん

理念とする。 

○
りゆう

理由 

 
けんぽう

憲法 の
さだめる

定める
こくみん

国民 の
けんり

権利
きてい

規定を、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法 を
ばっぽんてき

抜本的 に
かいせい

改正 し、
けんり

権利
じょうやく

条約 にもとづいて、
しょうがい

障害 のある
ひと

人の
しょけんり

諸権利として
ぐたいてき

具体的に
ていぎ

定義する
ひつよう

必要 がある。 

 

【
かどや

門屋
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
すべて

全ての
しょうがいしゃ

障がい者 は
いっぱん

一般
こくみん

国民 と
くべつ

区別されてはなりません。
けんぽう

憲法 による
こうふく

幸福
けん

権（１

３
じょう

条 ）・
さいてい

最低
せいかつけん

生活権 （２５
じょう

条 ）は
とうぜん

当然
ほしょう

保障 され、
いっぱん

一般
こくみん

国民 と
どうとう

同等 な
しゃかい

社会
せいかつ

生活 （
じんせい

人生 ）を
あゆめる

歩めるために
ひつよう

必要 な
しょうがいしゃ

障害者
とくゆう

特有 のことの
きほん

基本
りねん

理念など
にかんして

に関して
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法に
さだめ

定め、
かくしょうちょう

各省庁 が
たんとう

担当 する
せさく

施策を
しょうがいしゃ

障害者 に
とうごう

統合 できる
やくわり

役割

を
はたし

果たし、「
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」（
わたし

私 は
しょうがいしゃ

障がい者
そうごう

総合
せいかつ

生活
しえんほう

支援法）は、
ぐたいてき

具体的
ちょくせつ

直接
しえん

支援
にかんする

に関する
せさく

施策を
になう

担う。 

○
りゆう

理由 



26 

 
けんぽう

憲法 ・
ほうりつ

法律 など
にかんして

に関して
せんもん

専門 でないことから、
てきせつ

適切 な
ていあん

提案 ができません。 

 「
しょうがい

障がい」ゆえに
いっぱん

一般
こくみん

国民 との
ちがい

違いが
しょうじない

生じないようになればよい。 

 

【
かわさき

川崎 （
よう

洋）
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
ほう

法の
いちづけ

位置付けからだと、
けんぽう

憲法 ―
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法―
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法の
じゅん

順 になる。 

○
りゆう

理由 

 
けんぽう

憲法 の
りねん

理念、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法の
おおわく

大枠 に
したがい

従い 、
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法は
しゃかい

社会 の
じつじょう

実情 に
そくし

則して、
しょうがいしゃ

障がい者 の
ちいき

地域
せいかつ

生活 をささえる
さーびす

サービス
ほう

法と
かんがえる

考える。 

 

【
きたうら

北浦
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
けんぽう

憲法 、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法の
りねん

理念を
ぐげん

具現するための
じったい

実体
ほう

法である。 

○
りゆう

理由 

 
けんぽう

憲法 、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法
とう

等は、
きほん

基本
りねん

理念を
しめし

示したものであり、その
げんり

原理を
じっこう

実効 あら

しめるために
ひつよう

必要 な
ないよう

内容 を
ほうりつ

法律
じょうこう

条項 として
たんぽ

担保するものである。 

 

【
きたの

北野
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
にほんこく

日本国
けんぽう

憲法
および

及び、
こくれん

国連
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
じょうやく

条約 の
ひじゅん

批准 にあたり
ひつよう

必要 な
かいせい

改正 を
へた

経た

「
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法（
しょうがいしゃ

障害者 の
けんり

権利と
しえん

支援の
かんする

関する
きほんほう

基本法）」をふまえて、「
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」は
こうちく

構築 される 

○
りゆう

理由 

 
ほうせい

法制
じょう

上 、
とうぜん

当然  

 

【
きみづか

君塚
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
せいり

整理の
うえ

上、
かんけい

関係 を
めいかく

明確 にする。 

○
りゆう

理由 

 
りねん

理念に
おおきく

大きく
かけはなれて

かけ離れていたり、
ねんげつ

年月 を
へて

経て
おおきく

大きく
さまがわり

様変わりした
じょうきょう

状況 に
まっちし

マッチし

なくなっている
てん

点がある。 
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たとえば

例えば、
じどう

児童
ふくしほう

福祉法も６０
ねん

年を
へて

経て、
れいがい

例外
きてい

規定が
しゅ

主となっている
てん

点があり、
いま

今ま

での
ほう

法の
きほんてき

基本的な
かいてい

改訂 を
ていげん

提言 するところまでしなければならない。 

 

【
さいとう

齋藤
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
けんぽう

憲法
および

及び
かいせい

改正 される
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法が
さだめる

定める
しょうがいしゃ

障害者 の
じんけん

人権 を
ほしょう

保障 するため

の
しえん

支援のしくみを
ぐたいてき

具体的に
さだめる

定めるのが「
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」である。 

 

【
さの

佐野
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
けんぽう

憲法 と
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
じょうやく

条約 の
りねん

理念を
ほうりつ

法律
れべる

レベルに
ぐたいか

具体化するのが
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法で、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法の
りねん

理念・
きてい

規定をうけた
ふくし

福祉
ぶんや

分野の
さーびす

サービス
ほう

法が「
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」と
りかい

理解する。 

 

【
しみず

清水
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
ひと

人の
そんざい

存在 の
かち

価値に
もとづく

基づく
いっぽん

一本
すじ

筋の
とおっ

通った
かんけい

関係  

○
りゆう

理由 

 
じりつ

自立
しえんほう

支援法は、
ひとりひとり

一人ひとりの
そんざい

存在 の
かち

価値を
おとし

落としめたことが（
けっか

結果としてそういう
じっかん

実感・
じったい

実態 を
うみだし

生み出してしまったことが）
いけん

違憲
そしょう

訴訟 ということに
いたっ

至ったのではないか。
こんど

今度こそ、
ひとりひとり

一人ひとりの
そんざい

存在 の
かち

価値を
たちあがら

立ち上がらせていく
べくとる

ベクトルが
つらぬか

貫か れていなけ

ればならないと
かんがえます

考えます。 

 

【
たけばた

竹端
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
けんぽう

憲法 は、だれにでも
きほんてき

基本的
じんけん

人権 は
まもら

守られる、という
りねん

理念を
しめし

示している。 

 
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法は、
しょうがいしゃ

障害者 が
ほか

他の
ひと

人とおなじように
きほんてき

基本的
じんけん

人権 を
もっ

持っている

こと、でも
じんけん

人権 を
まもる

守るためには
なんらかの

何らかの
てだすけ

手助けもしなければならないという
もくてき

目的 が
かか

書かれている。 

 
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法は、
けんぽう

憲法 の
りねん

理念や
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法の
もくてき

目的 をじっさいに
まもる

守るための
しゅだん

手だんとなる
ほう

法  
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○
りゆう

理由 

 
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法は、
りねん

理念や
もくてき

目的 をじつげんするための
ぐたい

具体てきな
ほうほう

方法 が
かか

書かれた
ほう

法で

す。 

 

【
たなか

田中（
のぶ

伸）
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
けんぽう

憲法 で
さだめられ

定められている
きほんてき

基本的
じんけん

人権 を、
しょうがいしゃ

障害者 の
してん

視点から
こうせい

構成 し
なおし

直し、
しょうがいしゃ

障害者

にどのような
けんり

権利
じゆう

自由が
ほしょう

保障 されているのかを
かくにん

確認 するものが
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法
かいせい

改正 で
さだめられる

定められることが
けんとう

検討 されている「
しょうがいしゃ

障害者 の
けんり

権利」の
ぶぶん

部分であり、
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法における
かくしゅ

各種 の
しえん

支援は、
けんぽう

憲法
および

及び
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法で
かくにん

確認 された
しょうがいしゃ

障害者 の
じんけん

人権 の
ほしょう

保障 を
じっしつか

実質化するためのものであるという
かんけい

関係 に
たつ

立つべきであると
かんがえる

考える。 

○
りゆう

理由 

 
しょうがいしゃ

障害者
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法が、
けんぽう

憲法 、
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
じょうやく

条約 、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法に
もとづい

基づい

て
せいてい

制定 されるものであることを
ぜんてい

前提 としておかなければ、
ほうたいけい

法体系 として、
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法の
いちづけ

位置づけが
あいまい

曖昧 となってしまう
きけん

危険がある。 

 

【
たなか

田中（
まさ

正）
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
ほんらい

本来 、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法を
べーす

ベースと
かんがえる

考えるところから、
せいごうせい

整合性 が
じゅうよう

重要 。 

○
りゆう

理由 

 
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法は、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法を
はいけい

背景 として、
しょうがいしゃ

障害者
ふくし

福祉
さーびす

サービスの
せいど

制度や
しくみ

仕組みを
きてい

規定するものと
かんがえる

考える。 

 

【
なかにし

中西
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
けんぽう

憲法 においては 25
じょう

条 の「あらゆる
こくみん

国民 は
けんこう

健康 で
ぶんかてき

文化的な
せいかつ

生活 を
おくる

送る
けんり

権利があ

る」と
うたわ

謳われており、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法においては「すべて
しょうがいしゃ

障害者 は、
こじん

個人の
そんげん

尊厳 が
おもんぜ

重んぜられ、その
そんげん

尊厳 にふさわしい
せいかつ

生活 を
ほしょう

保障 される
けんり

権利を
ゆうする

有する」と
うたわ

謳われており、

この
りねん

理念を
じつげん

実現 するために「
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」が
ひつよう

必要 である。 

○
りゆう

理由 

 この
りねん

理念は
じりつ

自立
しえんほう

支援法では、
ちいき

地域での
せいかつ

生活 を
じゅうぶん

十分 な
さーびす

サービスを
うけられ

受けられないため
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に
じつげん

実現 されず、
けんり

権利
せい

性を
もた

持たない
せいど

制度
こうちく

構築 をされたために
ちほう

地方
じちたい

自治体の
しきゅう

支給
きじゅん

基準 が
りようしゃ

利用者の
にーず

ニーズよりも
ゆうせん

優先 されるという
じたい

事態を
うん

生んできたため。 

 

【
なかはら

中原
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
ぶんや

分野Ａの
おおく

多くの
ろんてん

論点 は、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法の
かいせい

改正
ないよう

内容 を
ふまえた

踏まえたうえで
けんとう

検討 すべ

きである。 

○
りゆう

理由 

 
ろんてん

論点 のなかに
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法で
せいり

整理すべき
ないよう

内容 が
ふくまれて

含まれているなど、
りねん

理念
ほう

法であ

る
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法と
じっこう

実行
ほう

法である
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法との
かんけい

関係
せいり

整理が
ふめいかく

不明確である。 

 

【
なら

奈良
ざき

崎
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
じょうやく

条約 などを
とりくむ

取り組むこと 

○
りゆう

理由 

 
しょうがいしゃ

障害者 の
けんり

権利
じょうやく

条約 を
にほん

日本でも
つかえる

使えるようになれば
すごく

凄く
あんしん

安心 です。 

 

【
にしたき

西滝
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
けんぽう

憲法 に
もとづい

基づいた
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法で
しょうがいしゃ

障害者 の
にんげん

人間 としての
そんげん

尊厳 や
たいとう

対等
びょうどう

平等

の
けんり

権利が
うたわ

謳われ、
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法により、
ぐたいてき

具体的な
ふくし

福祉の
ふよ

付与を
しゅちょう

主張 できる
かんけい

関係  

○
りゆう

理由 

 
しょうがいしゃ

障害者 の
けんり

権利を
ほしょう

保障 する
じっこうせい

実効性 のある
ほうりつ

法律 は
いま

今まで
そんざい

存在 しなかった。
けんり

権利
じょうやく

条約 により、
しんに

真に
じっこうせい

実効性 のある
ほうりつ

法律 としたい。 

 

【
のはら

野原
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
けんぽう

憲法 は、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法、
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法（
かしょう

仮称 ）などそれぞれの
こべつ

個別
じっていほう

実定法 に
つらぬか

貫か れなければならないことは
とうぜん

当然 である。
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法は、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法の
りねん

理念

に
もとづい

基づいて、
しょうがいしゃ

障害者
ふくし

福祉
ぜんたい

全体 を
ほうかつ

包括 するものであるべきである。 

○
りゆう

理由 
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 「
そうごう

総合 とはなにか」を、「
いりょう

医療 と
ふくし

福祉」の
もんだい

問題 を
ふくめて

含めて
せいり

整理するとともに、
いりょう

医療 、
やくじ

薬事、
ほけん

保健、
きょういく

教育 、
しゅうろう

就労 、
かいご

介護、
ねんきん

年金 、
せいかつ

生活
ほしょう

保障 などに
かんれん

関連 する
ほうせいど

法制度との
れんけい

連携

も
ふくめて

含めて、「
そうごう

総合 」
てき

的に
しょうがいしゃ

障害者
ふくし

福祉
ぜんたい

全体 を
たいしょう

対象 とする。
とうぜん

当然 、これまでの
こべつてき

個別的

な
じっていほう

実定法 （
しんたい

身体
しょうがいしゃ

障害者
ふくしほう

福祉法、
せいしん

精神
しょうがいしゃ

障害者
ふくしほう

福祉法、
ちてき

知的
しょうがいしゃ

障害者
ふくしほう

福祉法な

ど）を
とうごう

統合 し、
なんびょう

難病 も
ふくめた

含めた
そうごうてき

総合的 な
じっていほう

実定法 にすることが
のぞましい

望ましい。「
そうごう

総合 」

と「
こべつ

個別」との
かんれん

関連 は、
こんご

今後
ろんぎ

論議をすべき
かだい

課題になっていると
おもう

思う。 

 

【
ひがしがわ

東川
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
けんぽう

憲法 が
もっとも

最も
じょうい

上位 にあり、
いか

以下、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法、「
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」の
じゅんじょ

順序 と

なる。 

○
りゆう

理由 

 これまでと
どうよう

同様 、３つの
ほうりつ

法律 の
いちづけ

位置づけは
かわら

変わらないと
かんがえる

考える。それを
ぜんてい

前提 とし

て、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法の
かいせい

改正 、「
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」の
せいてい

制定 を、
かんけいせい

関係性 を
ふまえつつ

踏まえつつ
けんとう

検討

することが
ひつよう

必要 である。 

 

【
ひらの

平野
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
にほんこく

日本国
けんぽう

憲法 の
じんけん

人権
きてい

規定（
だい

第１３
じょう

条 ・
だい

第１４
じょう

条 ・
だい

第２５
じょう

条 ・
だい

第２６
じょう

条 ・
だい

第

２７
じょう

条 ）を
ぐたいか

具体化するものであり、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法の
ふくし

福祉
きてい

規定（
だい

第８
じょう

条 ・
だい

第１２
じょう

条 ）を
ぐたいてき

具体的な
せいど

制度・
せさく

施策
か

化するためのものであることから、
けんぽう

憲法 と
きほんほう

基本法を
じょうい

上位
ほう

法として
めんみつ

綿密 な
れんけい

連携 を
はかる

図る
ひつよう

必要 がある。 

○
りゆう

理由 

・
ほう

法の
せいかく

性格
うえ

上、こうした
かんけい

関係 になければ
ほうたいけい

法体系
うえ

上での
せいり

整理がつかない。 

・
きほんほう

基本法との
かんけい

関係 を
じょうき

上記 の
とおり

通りとしないと、
きほんほう

基本法による
しょうがいしゃ

障害者
けいかく

計画 と「
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」による
ちほう

地方
こうきょう

公共
だんたい

団体 の
しょうがい

障害
ふくし

福祉
けいかく

計画 との
せいごうせい

整合性 が
たんぽ

担保されない。 

 

【
ひろた

広田
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
けんぽう

憲法 、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法で
ほしょう

保障 されたものを
ふくむ

含む
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法  

○
りゆう

理由 
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あたりまえ

あたり前のことだと
おもう

思う。 

 

【
ふくい

福井
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
けんぽう

憲法
だい

第 25
じょう

条 の
せいぞんけん

生存権
ほしょう

保障 と、
だい

第 13
じょう

条 の
こじん

個人の
そんげん

尊厳 などを
かきこん

書き込んだものと

する。
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法
とう

等は、
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
じょうやく

条約 との
せいごうせい

整合性 を
はかっ

図って、
しょうがいしゃ

障害者

の
じんけん

人権 を
かくほ

確保するための
ばっぽんてき

抜本的
かいせい

改正 を
おこなう

行う 。
にんげん

人間 の
そんげん

尊厳 を
まもる

守るに
ふさわしい

相応しい
きゅうふ

給付

を
うける

受ける
けんり

権利を
しょうにん

承認 し、その
ほしょう

保障
ぎむ

義務が
くに

国にあることを
めいき

明記し、
とうぜん

当然 そのもとに

「
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」が
そんざい

存在 するという
かんけい

関係 になる。 

○
りゆう

理由 

 
こんかい

今回 の
あらたな

新たな
せいど

制度
せっけい

設計 のもっとも
こんかん

根幹 をなす
りねん

理念であり、
けんり

権利
じょうやく

条約 で
しめさ

示された
きてい

規定にそうものである。
しょうがい

障害 の
たにま

谷間を
うま

生まない
しょうがい

障害 の
ていぎ

定義、
だれ

誰もが
ちいき

地域において
じりつ

自立した
せいかつ

生活 を
いとなめる

営める
せいど

制度の
こうちく

構築 などは、この
りねん

理念のもとでこそ
ほしょう

保障 される。 

 

【
ふじおか

藤岡
いいん

委員】 

○
けつろん

結論 ① 

 
きほん

基本
ごうい

合意で
かくにん

確認 された「
しょうがいしゃ

障害者 の
きほんてき

基本的
じんけん

人権 の
しえん

支援」ということ、
けんぽう

憲法 に
もとづく

基づく
せいど

制度ということが
めいぶん

明文 で
きさい

記載されることが
ひっす

必須。 

○
りゆう

理由① 

 
きほん

基本
ごういしょ

合意書
だい

第
いち

一
こう

項「
あらたな

新たな
そうごうてき

総合的 な
ふくしほうせい

福祉法制 においては、
しょうがい

障害
ふくし

福祉
せさく

施策の
じゅうじつ

充実 は、
けんぽう

憲法
とう

等に
もとづく

基づく
しょうがいしゃ

障害者 の
きほんてき

基本的
じんけん

人権 の
こうし

行使を
しえん

支援するものであること

を
きほん

基本とする。」ことの
かくにん

確認 が
ぬける

抜けることは
ゆるさ

許されない。 

 
こじん

個人の
そんげん

尊厳 （
けんぽう

憲法 １３
じょう

条 ）と
せいぞんけん

生存権 （
けんぽう

憲法 ２５
じょう

条 ）が
びょうどう

平等 に
ほしょう

保障 される

（
けんぽう

憲法 １４
じょう

条 ）ことが
しょうがい

障害
ふくし

福祉の
ほんしつ

本質 であり
たとえば

例えば 

 「この
ほうりつ

法律 は、
けんぽう

憲法
だい

第１３
じょう

条 、
だい

第１４
じょう

条 、
だい

第２５
じょう

条 、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法、
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
じょうやく

条約 の
せいしん

精神 に
もとづき

基づき、
くに

国・
じちたい

自治体・
こうけんりょく

公権力 が、
しょうがい

障害 を
もつ

持つ
しみん

市民
ひとりひとり

一人ひとりが
ひと

人として
そんげん

尊厳 ある
くらし

暮らしを
いとなむ

営む ことのできる
けんり

権利を
じゅうぶん

十分 に
ほしょう

保障 し、
しょうがい

障害 を
もつ

持つ
しみん

市民が
あたりまえ

当たり前の
しみん

市民として
しゃかい

社会
さんか

参加できるための
じっしつてき

実質的 な
きかい

機会
びょうどう

平等 を
ほしょう

保障 し、
しょうがい

障害 を
もつ

持つこと
にたいする

に対する
しゃかいてき

社会的
ふりえき

不利益、
ふびょうどう

不平等 を
かいしょう

解消 する
ぎむ

義務を
つくす

尽くすべきことを
あきらかに

明らかにする。」
とう

等の
じょうこう

条項 が
ひつよう

必要 。 

 
じりつ

自立
しえんほう

支援法で「
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法の
きほんてき

基本的
りねん

理念にのっとり、」とされているが、
くにがわ

国側
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の
かいしゃく

解釈 では、
きほんほう

基本法 は
せさく

施策
にかんする

に関する
ちゅうしょうてき

抽象的 な
りねん

理念に
すぎない

過ぎないとされており、
きほんほう

基本法の
そんざい

存在
いぎ

意義が
こべつ

個別の
けんり

権利に
いきない

生きない。 

 
きほんほう

基本法
じたい

自体について、
さべつ

差別
きんしほう

禁止法
および

及び
しえん

支援
けんり

権利
ほしょうほう

保障法 の
じょうい

上位
ほうき

法規として、さらに
けんり

権利
せい

性を
つよめる

強める
かいせい

改正 を
じっこう

実行 することを
ぜんてい

前提 に（
きほんほう

基本法において
あるていど

ある程度の
けんり

権利の
ちゅうしょうせい

抽象性 は
やむをえない

止むを得ないが）、
かい

下位
きはん

規範としての
いちづけ

位置付けを「
もとづき

基づき」
とう

等として
めいかくか

明確化

するべき。 

 

【
ますだ

増田
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法と「
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」は
けんぽう

憲法 と
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
じょうやく

条約 にもとづいて
せいてい

制定 されるべき．
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法 は，
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
じょうやく

条約 の
こくないばん

国内版 として，

「
しょうがい

障害 のある
ひと

人の
けんり

権利
にかんする

に関する
きほんほう

基本法（
かしょう

仮称 ）」と
あらため

改め ，
わがくに

我が国の
しょうがいしゃ

障害者
せさく

施策

の
きほんてき

基本的な
わくぐみ

枠組みを
めいかく

明確 にし，
くに

国・
とどうふけん

都道府県
および

及び
きそ

基礎
じちたい

自治体の
しょうがいしゃ

障害者
せさく

施策について

の
せきむ

責務を
さだめる

定める．
どうじ

同時に
しょうがい

障害 のある
ひと

人の
けんり

権利
ほしょう

保障 について
さだめ

定め，
くに

国と
じちたい

自治体の
ざいせい

財政
せきにん

責任 を
めいかく

明確 にし，
しょうがいしゃ

障害者
せさく

施策の
じっし

実施
たいせい

体制 と
けいかく

計画 の
さくてい

策定 とその
そくしん

促進 を
おこなう

行う ．
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法は，
しょうがい

障害 のある
ひと

人が
ほか

他の
しゃ

者との
びょうどう

平等 が
じつげん

実現 していくための
ほうせいど

法制度

とする． 

 

【
みうら

三浦
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
けんぽう

憲法 ２５
じょう

条
および

及び
けんり

権利
じょうやく

条約 の
りねん

理念を
こんきょ

根拠 として、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法を
じんけんほう

人権法 、
きほんほう

基本法として
いちづけ

位置づけ、
ひつよう

必要 な
しえん

支援
ないよう

内容 を
ぐげんか

具現化する
かたち

形 で「
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」を
せいてい

制定

していく。 

○
りゆう

理由 

 
しょうがい

障害 のある
ひとびと

人々 の
せいぞんけん

生存権 、
しゃかいけん

社会権 、
じゆうけん

自由権の
ほしょう

保障 について、
けんり

権利
じょうやく

条約 の
ほうこうせい

方向性 を
ふまえ

踏まえ、
じったい

実体 あるものにしていくため。 

 

【
みつます

光増
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
けんぽう

憲法 、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法
とう

等と
せいごうせい

整合性 をあるようにすべきである。 

○
りゆう

理由 
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 ただし、
かいご

介護
ほけんほう

保険法との
かんけいせい

関係性 で、
かいご

介護
ほけん

保険を
ゆうせん

優先 させると、
けんぽう

憲法 や
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法の
かんがえ

考え から、
しょうがいしゃ

障がい者 の
せんたくけん

選択権 と
じこ

自己
けっていけん

決定権 を
そがい

阻害される
こと

事があるので、
あたらしい

新しい
ほうりつ

法律 では、
ゆういせい

優位性をもたすようにすべきである 

 

【
もり

森
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
けんぽう

憲法 、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法という
りねん

理念
ほう

法とともに、
じだい

時代の
ようせい

要請 に
こたえる

応える
ぐたいてき

具体的な
しえん

支援

の
しすてむ

システムについて
じっていほう

実定法 としての「
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」で
めいかく

明確 に
しめす

示すべきである。 

○
りゆう

理由 

 
けんぽう

憲法 、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法で、
しょうがい

障害 のある
ひとりひとり

一人ひとりの
じゅうじつ

充実 した
せいかつ

生活 を
じつげん

実現 す

ることが
くに

国の
せきむ

責務であり、
しょうがいしゃ

障害者
ふくし

福祉
にかんする

に関する
きほんてき

基本的な
りねん

理念について
めいかく

明確 にし、
じっていほう

実定法 としての
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法により
ぐたいてき

具体的な
とりくみ

取り組みを
しめす

示すべきと
かんがえる

考える。そして
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法では
ほか

他の
ほうりつ

法律 で
しめし

示している
せいど

制度との
あいだ

間 において
し－むれす

シームレスで
ほうかつてき

包括的 、
そうごうてき

総合的
しえん

支援の
じっこう

実行 が
かのう

可能になるような
じょうぶん

条文 を
ぎんみ

吟味して
もちいる

用いるべきである。 

 

【
やまもと

山本
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
けんぽう

憲法 の 13
じょう

条 14
じょう

条 、25
じょう

条 ほか
きほんてき

基本的
じんけん

人権 をすべての
ひと

人が
びょうどう

平等 に
きょうじゅ

享受 する

ことを
もくてき

目的 とした
しえん

支援を
ていきょう

提供 する
ほうりつ

法律 であり、
かいせい

改正 された
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法の
りねん

理念を
じっこう

実行 するため
しえん

支援を
ていきょう

提供 する
ほうりつ

法律 である 

○
りゆう

理由 

 
けんぽう

憲法 および
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法の
りねん

理念を
じっせん

実践 する
ほうりつ

法律 が
ひつよう

必要 であり、そのうち
しえん

支援に

ついて
さだめた

定めた
ほうりつ

法律 であるべきなので
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＜
こうもく

項目 A-3 
りねん

理念
きてい

規定＞ 
ろんてん

論点 A-3-1) 
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
じょうやく

条約 の「
ほご

保護の
きゃくたい

客体 から
けんり

権利の
しゅたい

主体 への
てんかん

転換 」「
いがく

医学
もでる

モデルから
しゃかい

社会
もでる

モデルへの
てんかん

転換 」をふまえた
りねん

理念
きてい

規定についてどう
かんがえる

考えるか？ 

 

【
あさひな

朝比奈
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

①「
けんり

権利」や「
みずから

自ら の
けってい

決定・
せんたく

選択 」の
なかみ

中身を
じゅうぶん

十分 に
ぎろん

議論しておく
ひつよう

必要 があります。
せいぞんけん

生存権 の
ほしょう

保障 が
だいぜんてい

大前提 であることを、あえて
あきらかに

明らかにしておきたいと
おもい

思います。 

②
しゃかい

社会
もでる

モデルに
てんかん

転換 した
ばあい

場合、
しゃかい

社会 や
かんきょう

環境 そのものが
じだい

時代
じょうきょう

状況 のなかでつね

に
へんどう

変動 していることを
ぜんてい

前提 にした
とらえかた

捉え方をしておく
ひつよう

必要 があります。 

○
りゆう

理由 

 ①について、
ひょうめんてき

表面的 な
いし

意思
ひょうめい

表明 のみで
けんり

権利や
じこ

自己
けってい

決定 が
とりざた

取りざたされてしまい

かねないことを
けねん

懸念しています。
かんきょう

環境 によって
じこ

自己
けってい

決定 の
けいけん

経験 が
きわめて

極めて
かぎら

限られてき

た
ひと

人の
ばあい

場合には、
せいぞんけん

生存権 の
ほしょう

保障 のために、「
おいかけて

追いかけていく」
ふくし

福祉、
しえん

支援が
ひつよう

必要 で

す 

 

【
あらい

荒井
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがいしゃ

障害者 が
けんり

権利の
しゅたい

主体 であること（
けんぽう

憲法
じょう

上
ほしょう

保障 されていることは
とうぜん

当然 の
ぜんてい

前提

として）の
めいかくか

明確化とともに、
けんり

権利の
しゅたい

主体 であることを、
しゃかい

社会 が
ほしょう

保障 すべきである
むね

旨も
めいかく

明確 に
きてい

規定する
ひつよう

必要 があると
かんがえられる

考えられるが、こういった
りねん

理念
きてい

規定（A-3-2
いか

以下について

も
どうよう

同様 ）については、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法で
さだめた

定めた
うえ

上で、
かくほう

各法 でその
きほん

基本
りねん

理念に
そっ

沿って
きてい

規定を
ぐたいか

具体化することが
てきとう

適当 である。 

 

【
いざわ

伊澤
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 そのとおり！！ 

○
りゆう

理由 

 
すいしん

推進
かいぎ

会議での
ぎろん

議論においても、
しっぺい

疾病 ・
きのう

機能
しょうがい

障害
しゅぎ

主義（
いがく

医学
もでる

モデル）が
べーす

ベースにあ

るために「
たにま

谷間の
しょうがい

障害
もんだい

問題 」が
さいせいさん

再生産 されるという
ろんせつ

論説 があり、その
とおり

通りと
おもう

思う。
きのう

機能
しょうがい

障害 の
しゅるい

種類 や
ていど

程度よりも
じゅうよう

重要 なのは
せいかつ

生活 の
ししょう

支障 （
いきづらさ

生きづらさ／
くらし

暮らしにく
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さ）であり、
しゃかいてき

社会的
しえん

支援
もでる

モデルである。 

 

【
いしばし

石橋
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
りねん

理念
きてい

規定は
ひつよう

必要 。
こくさい

国際
きじゅん

基準 に
じゅんきょ

準拠 すべきであり、
しゃかい

社会
もでる

モデル、
せいかつ

生活
もでる

モデルを
しゅたい

主体 と
かんがえる

考えるが、「
しゃかい

社会
もでる

モデル」に「
いがく

医学
もでる

モデル」を
はんえい

反映 させた「
そうご

相互
もでる

モデル」が

よい 

○
りゆう

理由 

 
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
じょうやく

条約 の「
もくてき

目的 」は
りかい

理解する。 

 
こども

子ども（
しょうがいじ

障害児 ）について「
ほご

保護の
しゅたい

主体 」という
ひょうげん

表現 はなじまないのではと
おもう

思う。 

 

【
うじた

氏田
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 これらの
りねん

理念を
ふまえた

踏まえた
りねん

理念
きてい

規定とすることが
ひつよう

必要 であると
かんがえる

考えるが、これらの
りねん

理念

は、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法で
きてい

規定し、
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法においては
せいど

制度や
しすてむ

システムを
かんがえる

考える
うえ

上で、

これらの
りねん

理念をよりわかりやすい
ひょうげん

表現 にして
もりこむ

盛り込むことが
ひつよう

必要 である。 

 
いがく

医学
もでる

モデルの
ひてい

否定ではなく、
しょうがいしゃ

障害者 の
ちいき

地域での
じりつ

自立（
じりつ

自律）
せいかつ

生活 に
りょうもでる

両モデルの
そうご

相互
ほかん

補完・
そうご

相互
れんけい

連携 が
ひつよう

必要 であることを
せいど

制度や
しすてむ

システムとして
めいじする

明示する
ひつよう

必要 がある。 

○
りゆう

理由 

 
しょうがい

障害 のある
ひと

人が
じりつ

自立（
じりつ

自律）
てき

的に
しゃかい

社会
さんか

参加するのに
ひつよう

必要 な
りはびりてーしょん

リハビリテーションや
はびりてーしょん

ハビリテーションは、
いりょうてき

医療的
してん

視点から
しゃかいてき

社会的
しえん

支援への
いこう

移行など、
りょうもでる

両モデルが
そうご

相互
ほかん

補完・
そうご

相互
れんけい

連携 すべき
きょくめん

局面 がある。 

 
はったつ

発達
しょうがい

障害 においては、
いがく

医学
もでる

モデルでは
しょうがい

障害 として
にんてい

認定 されにくいところもあり、
しゃかい

社会
もでる

モデルを
きてん

起点とする
そうご

相互
ほかん

補完・
そうご

相互
れんけい

連携 が
しゃかい

社会 への
じりつ

自立（
じりつ

自律）
てき

的
さんか

参加に
ひっす

必須で

ある。 

 

【
おおくぼ

大久保
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 これらの
りねん

理念を
ふまえた

踏まえた
りねん

理念
きてい

規定とする
ひつよう

必要 はあるが、より
わかり

解りやすくかつ
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法の
ないよう

内容 との
かんれん

関連 を
こうりょ

考慮 した
ひょうげん

表現 とすることが
だとう

妥当と
かんがえる

考える。 

○
りゆう

理由 
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 これらの
りねん

理念や
がいねん

概念 は、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法に
もりこむ

盛り込むことが
てきとう

適当 であり、
せいど

制度や
しくみ

仕組みを
ちゅうしん

中心 と
かんがえる

考える
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法では、それらに
むすびつく

結び付く
ひょうげん

表現 を
もちいた

用いた
りねん

理念
きてい

規定

とする
ひつよう

必要 があると
かんがえる

考える。 

 

【
おおはま

大濱
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
とうぜん

当然 そうあるべき。 

 
しゃかい

社会
もでる

モデルに
てんかん

転換 することによって、
しょうがい

障害 がどんなに
おもく

重くとも「
かいご

介護の
せきにん

責任 は
ぎょうせい

行政 にある」ことを
りねん

理念で
きてい

規定し、
げんじょう

現状 のような
かいご

介護
せいど

制度の
ふそく

不足の
せきにん

責任 が
こじん

個人に
かせ

課せられるようなことがないようにすべき。 

＊
しゃかい

社会
もでる

モデルへの
てんかん

転換  

❍
しゃかいてき

社会的 な
しょうへき

障壁 の
じょきょ

除去 ・
かいへん

改変 で
しょうがい

障害 の
かいしょう

解消 を
めざす

目指す❍
しょうへき

障壁
かいしょう

解消 の
せきにん

責任 は
しょうがいしゃ

障害者
こじん

個人でなく
しゃかい

社会 の
がわ

側 にある❍
しょうがい

障害 は
こじん

個人の
がいぶ

外部に
そんざい

存在 する
しゃかいてき

社会的
しょうへき

障壁 で
こうちく

構築 されている 

○
りゆう

理由 

 
けんり

権利
じょうやく

条約 が、
ほうせいど

法制度
こうちく

構築 に
あたっ

当たっての
げんてん

原点 である。 

 
しゃかいけん

社会権 として、
しょうがいしゃ

障害者 が
けんり

権利の
しゅたい

主体 である
こと

事と、
しょうがい

障害 の
はんい

範囲
とう

等も
ふくめ

含め、
しゃかい

社会
もでる

モデルの
してん

視点から、
しょうがいしゃ

障害者 を
けんり

権利の
しゅたい

主体 として
いちづけ

位置づけ、
しゃかい

社会
もでる

モデルの
してん

視点に
そっ

沿っ

て
りねん

理念
きてい

規定を
めいき

明記すべき。 

 

【
おざわ

小澤
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

・
けんり

権利
じょうやく

条約 の
りねん

理念にそった
かたち

形 で、
ほうりつ

法律 の
ぜんぶん

前文 、
じょうぶん

条文 にきさいする。 

・
くわえて

加えて、
ふくし

福祉
さーびす

サービスの
ていきょう

提供 の
りねん

理念もきさいする。 

○
りゆう

理由 

・この
りねん

理念
きてい

規定は、
そうごう

総合
ふくし

福祉
さーびす

サービス
ほう

法の
じょうい

上位 にある、
かいせい

改正 ・
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法と

ほぼ
おなじ

同じものになる。ただし、
ふくし

福祉
さーびす

サービスの
ていきょう

提供 の
りねん

理念は、この
ほう

法できさいする。 

 

【
おの

小野
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
いがく

医学
もでる

モデルと
しゃかい

社会
もでる

モデルを
とうごう

統合 し、すべての
しょうがい

障害 のある
ひと

人を
たいしょう

対象 とすべき。
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そのため、
しょうがい

障害
ていど

程度区
ぶんの

分の
はいし

廃止は
ひつよう

必要
ふかけつ

不可欠である。 

○
りゆう

理由 

 
じりつ

自立
しえんほう

支援法は、
しょうがい

障害 の
しゅべつ

種別 を
こえた

超えた
ほうりつ

法律 として
さだめられ

定められたが、いまだに
たにま

谷間にお

かれ、
ほう

法の
たいしょう

対象 から
じょがい

除外 されている
ひとたち

人たちが
おおく

多くいる。また
ようかいご

要介護
にんてい

認定 を
きそ

基礎に
さくせい

作成 された
しょうがい

障害
ていど

程度
くぶん

区分
にんてい

認定
ちょうさ

調査 は、まったく
しょうがい

障害 のある
ひと

人の
じったい

実態 や
せいかつ

生活
じょう

上 の
こんなん

困難 を
はんえい

反映 せず、
じりつ

自立
せいかつ

生活 の
しえん

支援の
ひつようど

必要度を
あきらかに

明らかにするものになっていな

い。
ごうりてき

合理的
はいりょ

配慮 の
けつじょ

欠如 を
しょうがい

障害 として
ていぎ

定義するうえでも
しゃかい

社会
もでる

モデルとの
とうごう

統合 は
ふかけつ

不可欠である。 

 

【
かどや

門屋
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
とうぜん

当然 と
かんがえる

考える。 

○
りゆう

理由 

 
こくみん

国民 として
びょうどう

平等 に
いきる

生きることを
きほん

基本とすれば、
けんり

権利の
しゅたい

主体 と
しゃかい

社会
もでる

モデル＝
せいかつ

生活
もでる

モデルは
すべて

全ての
こくみん

国民 の
いきかた

生きかたの
きほん

基本であり、
とき

時として
こくみん

国民 は
せいかつ

生活 を
いじ

維持
けいぞく

継続 する

ために
ひつよう

必要 なものとして
いがく

医学
もでる

モデルによる
しえん

支援を
かつよう

活用 することとなる。「
しょうがい

障がい」の

ない
こくみん

国民 は、すべからくこれを
げんそく

原則 としていることから、
おなじ

同じ
りねん

理念
きてい

規定が
ひつよう

必要 である。 

 

【
かわさき

川崎 （
よう

洋）
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
りねん

理念
きてい

規定すべき。 

○
りゆう

理由 

 
しょうがいしゃ

障がい者 が
ちいき

地域で
しゅたいせい

主体性 を
もっ

持って
ふつう

普通に
くらす

暮らす
けんり

権利の
ほしょう

保障 と、
しゃかい

社会
さんか

参加の
すいしん

推進

のためには、
いりょう

医療
もでる

モデルから
しゃかい

社会
もでる

モデルへの
てんかん

転換 は
ふかけつ

不可欠なことである。しかし
はんだんりょく

判断力 や
せいかつ

生活
のうりょく

能力 から
いきづらさ

生きづらさをかかえる
せいしん

精神
しょうがいしゃ

障がい者 の「
しゃかい

社会
もでる

モデルへ

の
てんかん

転換 」「
ごうりてき

合理的
はいりょ

配慮 」の
ぐたいぞう

具体像が
さだかで

定かでない。 

 

【
きたうら

北浦
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 あらゆる
けんり

権利の
しゅたい

主体 は、いのちを
もつ

持つ
こじん

個人であり、
こゆう

固有の
そんげん

尊厳 、
こじん

個人の
じりつ

自律、
すべて

全てに
わたっ

亘って、
びょうどう

平等 の
けんり

権利を
ゆうし

有し、
しょうがい

障害 の
じょうたい

状態 、
しえん

支援が
ひつよう

必要 な
ていど

程度、
じょうきょう

状況 に
おうじた

応じた
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しゃかいてき

社会的
しえん

支援が
うけられる

受けられることが
ほしょう

保障 されること。 

○
りゆう

理由 

 
しょうがいしゃ

障害者
こじん

個人の
じんけん

人権 を
まもる

守るには、
まず

先ずいのちが
まもら

守られなければならない。いのちを
まもる

守ることが
びょうどう

平等 の
げんてん

原点 としての
きばん

基盤であることを
ふまえ

踏まえ、どんなに
おもい

重い
しょうがい

障害 の
じょうたい

状態 にあっても、
ぶんかてき

文化的で
ゆたかな

豊かな
せいかつ

生活 を
いとなま

営ま れるように、その
しょうがい

障害 から
しょう

生 ず

る
しょうへき

障壁 を
かのう

可能な
かぎり

限り
かんわ

緩和するのに
ひつよう

必要 な
しえん

支援
ないよう

内容 、
ほうほう

方法 を
かくりつ

確立 することである。 

 

【
きみづか

君塚
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
ほそく

補足
せつめい

説明 が
ひつよう

必要 である。あるいは、この
きてい

規定が
すべて

全てに
たいおう

対応 するとは
おもわ

思われない。 

○
りゆう

理由 

 
いがくてき

医学的な
せんもんてき

専門的
かいにゅう

介入
なし

無しでは、とくに
いりょう

医療 を
おおきく

大きく
ひつよう

必要 とする
しょうがいじ

障害児
ぶんや

分野な

どでは
はったつ

発達
ほしょう

保障 のために
いがくてき

医学的な
たいおう

対応 が
ふかけつ

不可欠であり、これなくしては
いま

今の
ここ

個々の
ひと

人の
しょうがい

障害
じょうきょう

状況 を
もっ

持ってこれていないことを
わすれて

忘れてはならない。
しょうがい

障害
いりょう

医療 の
こうじょう

向上 を
すすめる

進めるための
せさく

施策が
ひつよう

必要 である。 

 

【
さいとう

齋藤
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 こうした
りねん

理念に
そっ

沿った
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法が
もとめられる

求められるが、
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法 においても
どうように

同様にこうした
りねん

理念をふまえた
きてい

規定とするのは
とうぜん

当然 である。 

 

【
さの

佐野
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 「
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」では、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法での
りねん

理念
きてい

規定を
ついにん

追認 し、
さらに

更に
おしひろげる

押し広げるよ

うな
かたち

形 が
のぞましい

望ましい。 

○
りゆう

理由 

 
ほうりつ

法律
かん

間で
むじゅん

矛盾 が
おこる

起こる
かのうせい

可能性があり、
ちょうふく

重複 した
きてい

規定は
きょくりょく

極力
さける

避けるべきであ

る。
きてい

規定するとすれば
ふくし

福祉
ぶんや

分野の
さーびす

サービス
ほう

法としての
りねん

理念
きてい

規定に
げんてい

限定 すべき。 
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【
しみず

清水
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
どうい

同意 

○
りゆう

理由 

 
てんかん

転換 というより
しゅたい

主体 の
かいふく

回復 、
ふっけん

復権 という
いみあい

意味合いを
ちからづよく

力強く
うちだす

打ち出すべきだと
かんがえます

考えます。 

 

【
すえみつ

末光
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 「
ほご

保護の
きゃくたい

客体 」から「
けんり

権利の
しゅたい

主体 」へという
たんじゅんか

単純化 された
りねん

理念
きてい

規定では、
けつらく

欠落 し

てしまう
ぶぶん

部分があることが
きぐ

危惧される。「『
ほご

保護』の
きゃくたい

客体 から
けんり

権利の
しゅたい

主体 へ、また、

『
ほご

保護』から、
けんり

権利を
そんちょう

尊重 した『
しえん

支援』を
うける

受ける
しゅたい

主体 への
てんかん

転換 」が、
りねん

理念
きてい

規定とし

ても
はいる

入るのが
のぞましい

望ましい。 

○
りゆう

理由 

 
けんり

権利の
しゅたい

主体 としての
いし

意志
けってい

決定 と
いし

意志
ひょうげん

表現 が
こんなん

困難 な
ひとびと

人々（
さいじゅうど

最重度
ちてき

知的
しょうがいじ

障害児
しゃ

者、
じゅうしょう

重症
しんしん

心身
しょうがいじ

障害児
しゃ

者など）も、
じゅうぶん

充分 な
しや

視野に
いれた

入れた
りねん

理念
きてい

規定であることが
ひつよう

必要 である。 

 

【
たけばた

竹端
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがい

障害 がある
ひと

人も、
ほか

他の
ひと

人と
おなじ

同じ（
びょうどう

平等 の）
けんり

権利を
もっ

持っているし、それは
まもら

守られ

なければならない、という
りねん

理念は
ほう

法の
なか

中で
かい

書いておくことは
たいせつです

大切です。 

○
りゆう

理由 

 １．
しょうがいしゃ

障害者 だからといって、しせつや
びょういん

病院 でくらさなければならないのはおかし

い。２．
しょうがい

障害 があっても、
ちいき

地域であたりまえ（
ほか

他の
ひと

人との
びょうどう

平等 ）の
くらし

暮らしをする
けんり

権利

をもっている。３．この
けんり

権利はどんなに
おもい

重い
しょうがい

障害 がある
ひと

人にも
ほしょう

保しょうされるべきだ。

この１～３を
こくみん

国民 みんなでわかちあう
ひつよう

必要 があります。 

 

【
たなか

田中（
のぶ

伸）
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
りねん

理念
きてい

規定を
おく

置くことも
いちほうほう

一方法 であるが、
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法としての
ぜんぶん

前文 を
おき

置き、
しんぽう

新法 を
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つらぬく

貫く
せいしん

精神 を
せんげん

宣言 する
ほうこう

方向 で
けんとう

検討 すべきである。その
ないよう

内容 としては、
しょうがいしゃ

障害者 が
ほご

保護の
きゃくたい

客体 ではなく
けんり

権利の
しゅたい

主体 であること、
しょうがい

障害 の
いぎ

意義として
しゃかい

社会
もでる

モデルを
きちょう

基調 とすること、
しょうがいしゃ

障害者 が
ゆうする

有する
きほんてき

基本的
じんけん

人権 の
こうし

行使を
かのう

可能とするための
しえん

支援が
ていきょう

提供 されるべきことなどが
もりこま

盛り込まれるべきである。 

○
りゆう

理由 

 
しんぽう

新法 の
きほんてき

基本的な
かんがえかた

考え方 を「
ぜんぶん

前文 」を
おい

置いて
せんげん

宣言 することにより、
しんぽう

新法 を
こくない

国内 の
ほうたいけい

法体系 の
なか

中でどこに
いちづける

位置づけるのかを
めいかく

明確 にするとともに、
しんぽう

新法 が
しょうがいしゃ

障害者
じりつ

自立
しえんほう

支援法とは
まったく

全く
べつ

別の
してん

視点に
りっきゃく

立脚 して
せいてい

制定 されるものであることを
あきらか

明らかとする
うえ

上

で、より
てきせつ

適切 な
ほうほう

方法 であると
かんがえる

考える。 

 

【
たなか

田中（
まさ

正）
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
りねん

理念を
ふまえた

踏まえた
きてい

規定とする
ひつよう

必要 がある。
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法の
ないよう

内容 をより
わかり

解りやすく、か

つ
かんれん

関連 を
こうりょ

考慮 した
ひょうげん

表現 とすることが
だとう

妥当と
かんがえる

考える。 

○
りゆう

理由 

 
りねん

理念・
がいねん

概念 は、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法にまず
もりこむ

盛り込む。
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法では、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法

を
はいけい

背景 として、
しょうがいしゃ

障害者
ふくし

福祉
さーびす

サービスの
せいど

制度や
しくみ

仕組みを
きてい

規定するものとする。 

 

【
なかにし

中西
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
じょうやく

条約 の「
ほご

保護の
きゃくたい

客体 から
けんり

権利の
しゅたい

主体 への
てんかん

転換 」「
いがく

医学
もでる

モデルか

ら
しゃかい

社会
もでる

モデルへの
てんかん

転換 」という
りねん

理念
きてい

規定は
とうぜん

当然 である。 

○
りゆう

理由 

 これまでの
しょうがいしゃ

障害者
ふくし

福祉
せいど

制度では、
しょうがいしゃ

障害者 は
ほご

保護の
きゃくたい

客体 とされたために、その
さーびす

サービス
りよう

利用の
けんり

権利
せい

性は
はくだつ

剥奪 されていた。また
いりょう

医療
もでる

モデルの
しきゅう

支給
はんてい

判定 が
おこなわ

行わ れた

ために、
せいかつ

生活 の
じったい

実態 に
そくし

即した
さーびす

サービス
ていきょう

提供 がされず、
こんらん

混乱 を
うん

生んできた。
けんり

権利
じょうやく

条約 の 19
じょう

条 に
うたわ

謳われたように
ちいき

地域で
しえん

支援を
うけて

受けて
くらす

暮らす
けんり

権利があることを
ほうりつ

法律 で
めいき

明記すべきである。 
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【
なら

奈良
ざき

崎
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しゃかい

社会
もでる

モデル、
いがく

医学
もでる

モデルの
いみ

意味がわからない 

 
ふくし

福祉
さーびす

サービスと
おなじように

同じように
いりょう

医療 の
さーびす

サービスについても
じょうほう

情報 がほしい。 

○
りゆう

理由 

 わかりやすい
ことば

言葉でつたえてほしいから 

 
いりょう

医療 の
さーびす

サービスについて
なに

何があるのかもわからないから。 

 

【
にしたき

西滝
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 その
とおり

通りであり、
りねん

理念
きてい

規定を
もりこむ

盛り込むべきである。 

○
りゆう

理由 

 
いち

一
こ

個の
にんげん

人間 として
けんり

権利の
しゅたい

主体 であり、また、
しょうがいしゃ

障害者 を
とうとぶ

尊ぶ
しゃかい

社会 を
じつげん

実現 させ

なければならない。 

 

【
のはら

野原
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 「
いがく

医学
もでる

モデル」と「
しゃかい

社会
もでる

モデル」を
がいねん

概念 として
くべつ

区別する
ひつよう

必要 は
わかる

分かるが、
なんびょう

難病 の
ばあい

場合、あまり
いみ

意味を
もた

持たない
ぎろん

議論である。 

 
ほう

法の
りねん

理念
きてい

規定の
なか

中に、
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
じょうやく

条約 25
じょう

条 、26
じょう

条 の「
けんこう

健康
きょうじゅ

享受 の
けんり

権利」

を
いれる

入れるべきである。 

○
りゆう

理由 

 
しゃかい

社会
かつどう

活動
さんか

参加への
ふぜん

不全の
どあい

度合いも、
いし

医師の
はんだん

判断
ぬき

抜きに
きじゅん

基準
か

化したり、
じこ

自己
けってい

決定 で

きる
はんい

範囲が
せまい

狭いという
げんじょう

現状 は
おおく

多くあり、
りょうしゃ

両者 は
みっせつ

密接 に
からみあっ

絡み合って
こんざい

混在 しているた

め、
どうもでる

同モデルを
たいりつてき

対立的
がいねん

概念 として
とらえる

捉えるのではなく、
かんきょう

環境 を
ふくめた

含めたICF による
ほんかくてき

本格的 な
ぐたいか

具体化（
きじゅん

基準
か

化）を
おこなう

行う べきである。しかし、「
いがく

医学
もでる

モデル」の
げんかい

限界 を
みとめながら

認めながらも、とくに
なんびょう

難病 など
しっぺい

疾病 に
きいん

起因する
しょうがいしゃ

障害者 にとって、
しゃかい

社会
せいかつ

生活 を
はかる

計るうえでは
ゆうよう

有用 なものとして
ひょうか

評価 することが
ひつよう

必要 である。 
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【
ひがしがわ

東川
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 これからの
ほうりつ

法律
ぜんたい

全体 を
けんとう

検討 する
さい

際の
もっとも

最も
たいせつな

大切な
もんだい

問題 に、「
ほご

保護の
きゃくたい

客体 から
けんり

権利の
しゅたい

主体 への
てんかん

転換 」「
いがく

医学
もでる

モデルから
しゃかい

社会
もでる

モデルへの
てんかん

転換 」という
かんがえかた

考え方 をす

る
ひつよう

必要 がある。この
かんがえかた

考え方 を
たいせつに

大切にした、
あらたな

新たな
ほうりつ

法律
ぜんたい

全体 の
しくみ

仕組みを
けんとう

検討 するこ

とが
ひつよう

必要 である。 

○
りゆう

理由 

 
げんざい

現在 の
しょうがいしゃ

障害者
さべつ

差別を
うみだし

生み出した
はいけい

背景 に、
しょうがいしゃ

障害者 を「
ほご

保護の
きゃくたい

客体 」と
とらえる

捉える

「
いがく

医学
もでる

モデル」から
しょうがいしゃ

障害者
せさく

施策が
しゅっぱつ

出発 していることがある、と
かんがえる

考える。
おなじ

同じ
あやまち

過ち

を
くりかえす

繰り返すようなことがあってはならない。 

 

【
ひらの

平野
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 この
かんがえかた

考え方 には
どうい

同意
できる

出来るが、①
けんり

権利
しゅたい

主体 とすることと、
しょうがいしゃ

障害者 の
しゅちょう

主張 をす

べて
むひはん

無批判に
みとめる

認めるということは
わけて

分けて
かんがえる

考える
ひつよう

必要 がある、②これまでの「
いがく

医学
もでる

モデル」
ぜったい

絶対 の
りねん

理念は
てんかん

転換 すべきであるが、
いがく

医学
もでる

モデルそのものまでも
ひてい

否定することは
くぶん

区分し

て
かんがえる

考えることが
ひつよう

必要 である。 

○
りゆう

理由 

 
してき

指摘された
てん

点は、これまでの
しょうがい

障害
ふくし

福祉における
みなおし

見直しであげられており、
とうぜん

当然 の
ほうこうせい

方向性 であるが、
けんり

権利
しゅたい

主体 として
いちづける

位置付けることとそれを
ぜったいか

絶対化することは
くぶん

区分して

おかないと、
しゃかいてき

社会的
ごうい

合意や
そうごうてき

総合的
ちょうせい

調整 が
こんなん

困難 となる。また
もんだい

問題 なのは「
いがく

医学
もでる

モデル」
ぜったい

絶対 ということであり、「
いがく

医学
もでる

モデル」が
ゆうこう

有効 な
きょくめん

局面 もあり、それまで
はいじょ

排除

しては、
しょうがいしゃ

障害者 の
りえき

利益を
そこなう

損なう
ばあい

場合もある。 

 

【
ひろた

広田
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
いりょう

医療 に
いそん

依存しない
しゃかい

社会
もでる

モデルへ。 

○
りゆう

理由 

 
せいしん

精神
しょうがいしゃ

障害者
ふくし

福祉は
いし

医師の
みたて

診たてに
いそん

依存しすぎるので。 
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【
ふくい

福井
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 「
ほご

保護の
きゃくたい

客体 から
けんり

権利の
しゅたい

主体 への
てんかん

転換 」は、まさに
わがくに

わが国の
しょうがいしゃ

障害者
せさく

施策の
てんかんてん

転換点 を
あきらかに

明らかにしたものである。また
わがくに

わが国では、
いがく

医学
もでる

モデル
じゅうし

重視 に
かたよっ

偏っ ていた

これまでの
けいこう

傾向 から、
しゃかい

社会
もでる

モデル
てき

的な
かんてん

観点 からの
しょうがい

障害 の
あらたな

新たな
いちづけ

位置づけ、さまざ

まな
しゃかい

社会
かんきょう

環境 との
そうご

相互
さよう

作用や
しゃかい

社会 との
かんけいせい

関係性 の
ありかた

あり方によって、
しょうがい

障害 の
とらえかた

とらえ方や
はんい

範囲、
しえん

支援
せいど

制度の
ありかた

あり方を
みなおし

見直し、
かいぜん

改善 を
はかっ

図っていくことが
もとめられる

求められる。 

○
りゆう

理由 

 
とくに

特に、
わたし

私 たちてんかん
かんじゃ

患者 は、その
しょうじょう

症状 から「
かんじゃ

患者
せい

性」と「
しょうがいしゃ

障害者
せい

性」

の
ふたつ

二つの
そくめん

側面 があって「
ちょうふく

重複
てき

的な
しょうがい

障害 」といえる。
せんもん

専門
いりょう

医療 への
きたい

期待とともに、
しゃかいてき

社会的
そくめん

側面 からの
せいかつ

生活
ほしょう

保障 や
そうだん

相談
たいせい

体制 の
じゅうじつ

充実 など
そうごうてき

総合的 な
はいりょ

配慮 が
ひつよう

必要

で、
しょうがいしゃ

障害者
せさく

施策の
じゅうじつ

充実 が
せつぼう

切望 されており、
とくに

特に
きょうちょう

強調 したい
てん

点である。 

 

【
ふじおか

藤岡
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
ほう

法の
りねん

理念
きてい

規定を
つくる

作るべき。 

○
りゆう

理由 

 「
しょうがいしゃ

障害者
たいさく

対策
じっし

実施の
はんしゃてき

反射的
りえき

利益を
きょうじゅ

享受 する
うけみ

受け身の
きゃくたい

客体 に
すぎなかっ

過ぎなかった
きのう

機能
しょうがいしゃ

障害者 は、
じりき

自力で
こうせい

更生 する
どりょく

努力 をして、
ふくし

福祉のお
せわ

世話にならない
ひと

人になるべ

きで、
こうせい

更生 のための
しょうがいしゃ

障害者 の
どりょく

努力 を
しえん

支援するのが
ふくし

福祉の
もくてき

目的 だ」とされてきた。 

 そうではなく、
しょうがい

障害 の
ほんしつ

本質 とは、
きのう

機能
しょうがい

障害 を
ゆうする

有する
しみん

市民の
さまざま

様々 な
しゃかい

社会 への
さんか

参加

を
さまたげて

妨げている
しょうへき

障壁 にほかならないこととここに
かくにん

確認 し、
きのう

機能
しょうがい

障害 を
もつ

持つ
しみん

市民を
はいじょ

排除 しないようにする
ぎむ

義務が
しゃかい

社会 、
こうきょう

公共 にあることが
こんご

今後の
しょうがいしゃ

障害者
ふくし

福祉の
きほん

基本
りねん

理念として
きてい

規定されるべき。 

 
しょうがいしゃ

障害者
しえん

支援
せいど

制度の
そんざい

存在
いぎ

意義は「
しょうがい

障害 を
もつ

持つあなたは
なにも

何も
わるく

悪くない、
なんの

何の
せきにん

責任 も

ない、
しょうがい

障害 による
さまざま

様々 な
しゃかいてき

社会的
ふりえき

不利益、
ふびょうどう

不平等 を
こうてき

公的 に
ささえる

支えるからこの
しゃかい

社会 で
ともに

共に
いきて

生きていきましょう。」そういう
めっせーじ

メッセージを
あたえ

与え、そのための
ぐたいてき

具体的
しえん

支援をする

ことだから。 

 
しょうがいじ

障害児
しゃ

者
しえん

支援
せいど

制度（
しょうがい

障害
ふくし

福祉）の
こんぽん

根本
りねん

理念は、どんなに
おもい

重い
しょうがい

障害 をもった
ひと

人

であっても、
ひとりひとり

一人ひとりを
そんちょう

尊重 する
しゃかい

社会 を
つくる

作る、
じりつ

自立のための
さまざま

様々 な
ほうほう

方法 を
くし

駆使し

ながら
ひとりひとり

一人ひとりがその
ひと

人なりに
いきいき

生き生きと
いきて

生きて
しゃかい

社会 と
きょうせい

共生 することであり、
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しょうがいしゃ

障害者 の「
かんぜん

完全
さんか

参加と
びょうどう

平等 」という
こくさい

国際
しょうがいしゃ

障害者
ねん

年の
りねん

理念は
いろあせ

色褪せてない。 

 

【
ますだ

増田
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
じょうやく

条約 に
もとづき

基づき，
けんり

権利の
しゅたい

主体 とした
せいど

制度
せっけい

設計 に
てんかん

転換 する．
しょうがい

障害 を
じこ

自己
せきにん

責任 ，
こじん

個人の
もんだい

問題 とする
かんがえかた

考え方 を
はいす

排すべきである．
ちょうき

長期 にわたる
しょうがい

障害 や
しっかん

疾患 のある
ひとたち

人たちは，
しょうがい

障害 のある
ひと

人
ここ

個々に
ひつよう

必要 な
しえん

支援を
うける

受ける
けんり

権利が
ほしょう

保障 され，
どうじ

同時に
かんきょう

環境 を
ととのえる

整えることで
しゃかい

社会 にある
しょうへき

障壁 をなくし，
しょうがい

障害 や
しっかん

疾患 があっても
ほか

他の
しゃ

者との
びょうどう

平等 を
じつげん

実現 することを
もりこむ

盛り込む． 

○
りゆう

理由 

 
いがく

医学
もでる

モデルから
しゃかい

社会
もでる

モデルへの
てんかん

転換 という
ひょうげん

表現 の
なか

中には，
いりょうてき

医療的
けあ

ケアや
ちりょう

治療

の
けいし

軽視と
りかい

理解されることがある．
しっかん

疾患 の
よぼう

予防や
ちりょう

治療 の
ひつようせい

必要性 が
しゃかい

社会
もでる

モデルへ
てんかん

転換

することで
けいし

軽視されるものではないことを
かくにん

確認 する
ひつよう

必要 がある．また，
いがく

医学
もでる

モデル，
しゃかい

社会
もでる

モデルという
ことば

言葉については，さまざまな
とらえかた

捉え方があり，
ぎろん

議論が
こんらん

混乱 することが
かんがえられる

考えられる．さまざまな
かいしゃく

解釈 がある
ひょうげん

表現 については，
き

気をつけて
つかう

使うべきであろう． 

 

【
みうら

三浦
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
こくみん

国民
いっぱん

一般 に
りかい

理解
かのう

可能な
ことば

言葉を
もちいて

用いて
りねん

理念
きてい

規定を
めいぶんか

明文化する。 

○
りゆう

理由 

 
しょうがい

障害 を
ほごてき

保護的に、また
いがく

医学
もでる

モデルとして
みる

見る
れきし

歴史の
ながかっ

長かった
わがくに

我が国においては、
とくに

特に
ひろく

広く
こくみん

国民 が
しょうがい

障害 を
しゃかい

社会
もでる

モデルとして、
しょうがい

障害 のある
ひとびと

人々 を
けんり

権利の
しゅたい

主体 として
にんち

認知するための
けいはつ

啓発 と
しくみ

仕組みづくりが
ひつよう

必要 であるため。 

 

【
もり

森
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
ちいき

地域で
くらす

暮らす
けんり

権利の
ほしょう

保障 と
しょうがい

障害 の
とらえかた

捉え方が
かわっ

変わったというきわめて
じゅうよう

重要 な
してん

視点

であり、
りねん

理念
きてい

規定として
もりこむ

盛り込むべきである。 

○
りゆう

理由 

 
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
じょうやく

条約 の
きほんてき

基本的
りねん

理念であり、
かくこじん

各個人が
みずから

自ら の
かちかん

価値観に
もとづい

基づいて、そ

れぞれの
しゅたいせい

主体性 をもとに
じゅうじつ

充実 した
せいかつ

生活 をおくることができるようにすべきであり、
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こくみん

国民
ぜんたい

全体 の
いしき

意識
かいかく

改革 が
ひつよう

必要 であることからも、
きてい

規定すべきである。 

 

【
やまもと

山本
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 そうした
りねん

理念
きてい

規定がされるべきである 

○
りゆう

理由 

 
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
じょうやく

条約 の
こくない

国内
りこう

履行のための
ほうせいび

法整備の
いちぶ

一部である
いじょう

以上
じょうき

上記
りねん

理念が
じゅうよう

重要 である 
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ろんてん

論点 A-3-2) 
すいしん

推進
かいぎ

会議では「
ちいき

地域で
せいかつ

生活 する
けんり

権利」の
めいき

明記が
ふかけつ

不可欠との
かくにん

確認 がされ、
すいしん

推進
かいぎ

会議・
だい

第
いち

一
じ

次
いけんしょ

意見書では「すべての
しょうがいしゃ

障害者 が、
みずから

自ら
せんたく

選択 した
ちいき

地域において
じりつ

自立した
せいかつ

生活 を
いとなむ

営む
けんり

権利を
ゆうする

有することを
かくにん

確認 するとともに、その
じつげん

実現 のための
しえん

支援
せいど

制度の
こうちく

構築 を
めざす

目指す」と
しるさ

記された。これを
うけた

受けた
きてい

規定をどうするか? 

 

【
あらい

荒井
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
げんざい

現在 の
しょうがいしゃ

障害者
じりつ

自立
しえん

支援
さーびす

サービスのみならず、より
いっそう

一層 の
いっぱん

一般
しゅうろう

就労 の
そくしん

促進 や
こうちん

工賃
こうじょうさく

向上策 といった
しゅうろう

就労
しえんさく

支援策 に
くわえ

加え、
しょうがいしゃ

障害者
ねんきん

年金 の
ありかた

あり方の
けんとう

検討 や
しょうがいしゃ

障害者 の
すまい

住まいの
かくほ

確保を
ふくめ

含め、
しょうがいしゃ

障害者 が
しんに

真に
ちいき

地域で
じりつ

自立した
せいかつ

生活 をすることがで

きるようにする
そうごうてき

総合的 な
しえん

支援
にかんする

に関する
きてい

規定が
ひつよう

必要 と
かんがえる

考える。 

○
りゆう

理由 

 
しょうがいしゃ

障害者 の
じりつ

自立を
そくしん

促進 していくという
かんてん

観点 が
じゅうよう

重要 であり、
しょうがいしゃ

障害者 が
はたらける

働ける
かんきょう

環境 づくりや
ねんきん

年金
とう

等による
しょとく

所得
ほしょう

保障 や
すまい

住まいの
かくほ

確保など、
はばひろい

幅広い
しえん

支援が
ひつよう

必要 で

あるため。 

 

【
いざわ

伊澤
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
こべつ

個別
しえん

支援の
めいかくか

明確化！ 

○
りゆう

理由 

 
いろんな

色んな
せんたくし

選択肢が
ある

有る！という、
きほん

基本は
ぱーそなる

パーソナル
さぽーと

サポートであり、
どうじ

同時に
せいかつ

生活
しこう

志向の
たようせい

多様性に
たいおう

対応 していく
ないよう

内容 の
ほうふ

豊富
か

化だと
おもう

思う。 

 

【
いしばし

石橋
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
かぞく

家族から
いっぽうてき

一方的 な
いそん

依存
はいじょ

排除 とする
ひょうげん

表現 は
さける

避ける。 

○
りゆう

理由 

 
だい

第
いち

一
じ

次
いけんしょ

意見書は
りかい

理解するが、
しゃかい

社会
きばん

基盤
せいび

整備が
ぜんてい

前提 である。 

 
したい

肢体
ふじゆう

不自由を
うまれた

生れた
とき

時から
かかわっ

関わっている
とうじしゃ

当事者の
おや

親として、
いま

今こそ「
いえ

家」「
かぞく

家族」

の
よさ

良さが
ちいき

地域での
せいかつ

生活 に
かか

欠かせないと
かんがえます

考えます。 
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【
うじた

氏田
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 「
しょうがいしゃ

障害者 が
じぶん

自分の
いし

意思で
ちいき

地域
せいかつ

生活 および
ちいき

地域
せいかつ

生活 の
すたいる

スタイルを
せんたく

選択 できる
けんり

権利」

を
めいき

明記する。 

○
りゆう

理由 

 「
ちいき

地域で
せいかつ

生活 する
けんり

権利」はすべての
ひと

人にとって
びょうどう

平等 に
ほしょう

保障 されなければならない。

そのことを
きてい

規定することによって
ちいき

地域で
くらす

暮らすための
さまざま

様々 な
しえん

支援を
ごうりてき

合理的
はいりょ

配慮 のもと

で
じつげん

実現 するための
こんきょ

根拠 となる。
ちいき

地域に
しえん

支援がないために
ちいき

地域での
たよう

多様な
せいかつ

生活
すたいる

スタイル

を
じつげん

実現 できない
ひと

人 が
おおい

多い
げんじつ

現実 を
かんがえれ

考えれ ば、
ほうりつ

法律 に
めいき

明記して、
ちいき

地域
せいかつ

生活
しえん

支援を
つくりださ

創り出さなければならない
じょうきょう

状況 にする
ひつよう

必要 がある。 

 

【
おおくぼ

大久保
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 それらを
うけた

受けた
きてい

規定を
もうける

設ける
ひつよう

必要 があると
かんがえる

考える。ただし、「
ちいき

地域で
せいかつ

生活 する
けんり

権利」

を
かど

過度に
きょうちょう

強調 し、「
ちいき

地域
せいかつ

生活 の
きょうよう

強要 」にならないよう
はいりょ

配慮 する
ひつよう

必要 もあると
かんがえる

考える。 

○
りゆう

理由 

 
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法において「
ちいき

地域
せいかつ

生活 」は
きーわーど

キーワードであり、
せいど

制度や
しくみ

仕組みに
かかわる

関わる
たいせつな

大切な
ようご

用語である。
いっぽう

一方 、
ちいき

地域の
さーびす

サービス
きばん

基盤の
ふそく

不足や
ちいき

地域での
くらし

暮らしに
ききてき

危機的な
じょうきょう

状況 が

ある
ばあい

場合など、「
あんしん

安心 ・
あんぜん

安全 」を
ゆうせん

優先 し、
にゅうしょ

入所
しせつ

施設を
りよう

利用すること、また、
りゆう

理由は

ともかく
しょうがいしゃ

障害者
じしん

自身が
にゅうしょ

入所
しせつ

施設を
せんたく

選択 することも
ありえる

あり得るからである。 

 

【
おおはま

大濱
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
いち

一
じ

次
いけんしょ

意見書では、すべての
しょうがいしゃ

障害者 が････の
こうはん

後半 の、「その
じつげん

実現 のために 24
じかん

時間
かいじょ

介助
とう

等を
ふくむ

含む
しえん

支援
せいど

制度の
こうちく

構築 を
めざす

目指す。
せいど

制度の
こうちく

構築 に
あたっ

当たっては、
ちいきかん

地域間
かくさ

格差が
しょうじない

生じないよう
じゅうぶん

十分 に
りゅうい

留意 する。」の
ないよう

内容 を
ぐたいか

具体化する
ほう

法であるべき。
より

拠り
めいかく

明確 に、
けんり

権利を
たんぽ

担保する
きてい

規定を
ぐたいてき

具体的に
ほう

法に
きてい

規定すべき。 
れい

例 ) 

○
りゆう

理由 

 
げんじょう

現状 は、
いまだに

未だに
ちいき

地域で
せいかつ

生活 する
けんり

権利が
じゅうぶん

十分 に
たんぽ

担保されている
じょうきょう

状況 でない。 
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【
おかべ

岡部
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 「
じりつ

自立した
せいかつ

生活 を
いとなむ

営む
けんり

権利」とは
ちいき

地域で
せいかつ

生活 するために
ひつよう

必要 な
さーびす

サービスを
みずから

自ら
せんたく

選択 し
じゅきゅう

受給 する
けんり

権利であり、「
ちいき

地域で
くらす

暮らす
けんり

権利」とはそのために
ひつよう

必要 な
さーびす

サービス
きゅうふ

給付
りょう

量 を
かくほ

確保する
ざいせいてき

財政的
そち

措置を
こう

講ずることを
せいふ

政府に
ぎむづける

義務付けるものであることを
ほう

法に
めいき

明記する。 

○
りゆう

理由 

 「
ちいき

地域で
じりつ

自立した
せいかつ

生活 を
いとなむ

営む
けんり

権利」を
りねんてき

理念的なものに
とどめず

留めず、
さーびす

サービスの
せんたくけん

選択権 と
ひつよう

必要 な
さーびす

サービス
りょう

量
しきゅう

支給 を
たんぽ

担保する
じったいてき

実体的 なものでもあることを
めいかく

明確 にする
ひつよう

必要

があるため。 

 

【
おざわ

小澤
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

・「すべての
しょうがいしゃ

障害者 が、
みずから

自ら
せんたく

選択 した
ば

場・・・」に
ひょうげん

表現 を
へんこう

変更 して、
りねん

理念にき

さいする。 

・ただし、
しんぽう

新法 における「
ふくし

福祉
さーびす

サービス
きばん

基盤
せいび

整備
けいかく

計画 」の
じこう

事項では、「
みずから

自ら
せんたく

選択 し

た
ちいき

地域」という
ひょうげん

表現 で、
きばん

基盤
せいび

整備は、
ちいき

地域
しえん

支援の
ほうこう

方向
じゅうし

重視 をめいかくにする。 

○
りゆう

理由 

・
そうごう

総合
ふくし

福祉
さーびす

サービス
ほう

法では、
ちいき

地域・
ざいたくしゃ

在宅者 だけでなく、
しせつ

施設
りようしゃ

利用者も
ふくめた

含めた
さーびす

サービス
ていきょう

提供 の
ほうりつ

法律 になるので、「
ちいき

地域」という
げんてい

限定
ひょうき

表記 には、
げんじつ

現実 とのずれが
しょうじる

生じる
かのうせい

可能性がある。 

・
きばん

基盤
せいび

整備の
けいかく

計画 は、
ちいき

地域
せいかつ

生活
しえん

支援を
ちゅうしん

中心 に
じゅうてん

重点 をいれてほしい。 

 

【
おだじま

小田島
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
あたらしい

新しい
ほうりつ

法律 に、
だれ

誰でも
ちいき

地域で
くらす

暮らす
けんり

権利があることを
かく

書く。 

○
りゆう

理由 

 
しせつ

施設の
しょくいん

職員 や
かぞく

家族、
しやくしょ

市役所の
ひと

人が
じりつ

自立に
はんたい

反対 しないようにするため。 
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【
おの

小野
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがい

障害
ていど

程度区
ぶんの

分の
はいし

廃止と
こっこ

国庫
ふたん

負担
きじゅんがく

基準額 （
じょうげん

上限 ）を
てっぱい

撤廃 する。 

○
りゆう

理由 

 
せいかつ

生活 の
ひつよう

必要 に
おうじた

応じた
しえん

支援
せいど

制度を
こうちく

構築 しなければならないため。 

 

【
かどや

門屋
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
とうぜん

当然 、
しえん

支援
せいど

制度の
きてい

規定には、この「すべての
しょうがいしゃ

障害者 が、
みずから

自ら
せんたく

選択 した
ちいき

地域にお

いて
じりつ

自立した
せいかつ

生活 を
いとなむ

営む
けんり

権利を
ゆうする

有すること」を
じつげん

実現 するために
ほう

法を
さだめる

定めるとして
きてい

規定すべきである。 

○
りゆう

理由 

 
じりつ

自立した
せいかつ

生活 の
ていぎ

定義は、
せいめい

生命 を
いじ

維持し
ぶんかてき

文化的
けいざいてき

経済的
さいてい

最低 の
せいかつ

生活
ほしょう

保障 を
じつげん

実現

できる
じょうけん

条件 を
しえん

支援
せいど

制度の
ぐたいてき

具体的
ないよう

内容 とすべきである。もちろん、
しえんほう

支援法だけでは
こんなん

困難 であることから、
ほか

他の
ほうりつ

法律・
せいど

制度の
りよう

利用による
じょうけん

条件 を
みたす

満たすことの
けんげん

権限 を
しえん

支援
せいど

制度に
きてい

規定できることを
のぞむ

望む。 

 あらゆる
ほうせいど

法制度が「
じりつ

自立した
せいかつ

生活 を
いとなむ

営む
けんり

権利」を
こじん

個人に
とうごう

統合 できる
やくわり

役割 を
しえん

支援
せいど

制度が
はたせる

果たせることが
のぞましい

望ましい。 

 

【
かわさき

川崎 （
よう

洋）
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 「
ちいき

地域で
せいかつ

生活 する
けんり

権利」の
めいき

明記は
ひつよう

必要 。 

○
りゆう

理由 

 
じこ

自己
せんたく

選択 、
じこ

自己
けってい

決定 を
ほしょう

保障 し、
けんり

権利
じょうやく

条約 が
ていき

提起している「
しゃかい

社会 への
かんぜん

完全 かつ
こうかてき

効果的な
さんか

参加」のため。
しょうがいしゃ

障がい者 は、
くに

国、
ちほう

地方
こうきょう

公共
だんたい

団体 から、
しゃかい

社会
せいど

制度、
しゃかい

社会
しげん

資源

の
ひつよう

必要
じゅうぶん

十分 な
せいび

整備を
ほしょう

保障 される
けんり

権利があることを
めいぶんか

明文化する。 

 

【
きたうら

北浦
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 「
みずから

自ら
せんたく

選択 した
ちいき

地域において
じりつ

自立して
せいかつ

生活 を
いとなむ

営む
けんり

権利」の
しゅたい

主体 が「
すべて

全ての
しょうがいしゃ

障害者 」という
いみ

意味なら
さんせい

賛成 できない。よって、その
ぜんてい

前提 には、
びょうどう

平等 の
きほん

基本で
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ある「
せいめい

生命
にたいする

に対する
けんり

権利」も
きほんてき

基本的
けんり

権利として
きてい

規定される
ひつよう

必要 がある。 

○
りゆう

理由 

 「
ちいき

地域で
せいかつ

生活 する
けんり

権利」が
きょうちょう

強調 されることによって、すべての
しせつ

施設の
はいし

廃止、
にゅうしょしゃ

入所者 の
ちいき

地域
いこう

移行が
きょうこう

強行 される
おそれ

恐れがある。
しょうがい

障害 のある
ひと

人の
びょうどう

平等 を
そくしん

促進 、
または

又は
たっせい

達成 するには、
きほん

基本である「
せいめい

生命
にたいする

に対する
けんり

権利」を
おどかす

脅かすことのないように

「
せいめいけん

生命権 」を
ほしょう

保障 し、
しせつ

施設
しえん

支援を
ひつよう

必要 とする
じじょう

事情 にある
ばあい

場合には、
しょうがい

障害 のある
ひと

人

の
じゆう

自由な
せんたく

選択 ができるようにすべきである。 

 

【
きたの

北野
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 「
ちいき

地域で
せいかつ

生活 する
けんり

権利」とは、「その
にちじょう

日常
せいかつ

生活 で、
わかり

分かりづらい・やりにくい・
つかい

使い

にくい
とう

等の
じょうきょう

状況 のあるすべての
しみん

市民が、
みずから

自ら
えらびとっ

選びとった
ほか

他の
しみん

市民と
どうよう

同様 の
やくわり

役割

や
しゃかい

社会
さんか

参加・
さんかく

参画 する
けんり

権利」であり、「
しょうがいしゃ

障害者
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」は「その
けんり

権利を
こうし

行使

するために、
ひつよう

必要 な
しえん

支援や
ごうりてき

合理的
はいりょ

配慮 を
けんり

権利づけるため」に
ひつよう

必要 な
ほうりつ

法律 である。 

 

【
きみづか

君塚
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 この
りねん

理念のもとに、
げんじつ

現実 に
そくし

即した
ふそく

附則が
ひつよう

必要 である。 

○
りゆう

理由 

 
しゃかいてき

社会的
にゅうしょ

入所 を
ひつよう

必要 とする
ほんとうに

本当に
きびしい

厳しい
じょうきょう

状況 があり、
たんなる

単なる
そうだん

相談
しえん

支援で
かいけつ

解決 しない
ぶぶん

部分が
たた

多々
ある

有る。
そうだん

相談
しえん

支援
とともに

と共に
しゃかい

社会
しげん

資源の
じゅうじつ

充実 がなどがより
ゆうせん

優先 さ

れるべきである。 

 

【
さいとう

齋藤
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法の
きほん

基本
りねん

理念・
もくてき

目的 として
だい

第
いち

一
じょう

条 に、すべての
しょうがいしゃ

障害者 が
ちいき

地域
しゃかい

社会 の
なか

中の
いちいん

一員 として
ともに

共に
いきる

生きる
けんり

権利を
ゆうする

有することを
めいかく

明確 にうたうべきは
とうぜん

当然 であり、そ

の
じつげん

実現 のための
ほうさく

方策 として、この
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法の
かくじょうぶん

各条文 があることを
めいき

明記しなけれ

ばならない。 
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【
しみず

清水
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
ちいき

地域における
ちいき

地域
じりつ

自立
せいかつ

生活
てんかい

展開 （
しえん

支援）
こうぞう

構造 の
こうちく

構築 を
じったい

実態
か

化する
せってい

設定 を
おこなう

行う  

○
りゆう

理由 

 
しせつ

施設でなく
ちいき

地域でといった
へいばん

平板 な
たいりつ

対立
がいねん

概念 ではなく、これまでに
つちかわ

培わ れてきた
しえん

支援の
きのう

機能もさらに
はってん

発展 させ、
ともに

共に
れんどう

連動 して
ひとりひとり

一人ひとりが
せんたく

選択 することが
かのう

可能となり、
じぶん

自分で
じぶん

自分の
じんせい

人生 を
いきて

生きていくということの
じったい

実態
か

化に
むけて

向けての
ちいき

地域
じりつ

自立
せいかつ

生活
てんかい

展開

（
しえん

支援）
こうぞう

構造 を
こうちく

構築 していくということを、はっきり
みえる

見える
かたち

形 で
きてい

規定していくこと

が
ひつよう

必要 と
かんがえます

考えます。 

 

【
すえみつ

末光
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 「
せいめい

生命
にたいする

に対する
けんり

権利」（
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
じょうやく

条約
だい

第 10
じょう

条 ）、「
けんこう

健康 」を
きょうじゅ

享受 する
けんり

権利（
けんり

権利
じょうやく

条約
だい

第 25
じょう

条 ）も、
きほんてき

基本的な
けんり

権利として
りねん

理念
きてい

規定の
なか

中にうたわれるべき

である。 

○
りゆう

理由 

 
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
じょうやく

条約 において「
ちいき

地域で
せいかつ

生活 する
けんり

権利」とともにうたわれている、

「
せいめい

生命 の
けんり

権利」「
けんこう

健康 の
けんり

権利」は、
じゅうしょう

重症
しんしん

心身
しょうがいじ

障害児
しゃ

者など、
せいめい

生命 と
けんこう

健康 を
いじ

維持

すること
じたい

自体が
こんなん

困難 でそのために
おおく

多くの
しえん

支援を
ようし

要し、かつ、
せいめい

生命・
けんこう

健康 の
いじ

維持が
こんなん

困難

になる
かのうせい

可能性のある
ばめん

場面でも
じぶん

自分から
いし

意志
ひょうげん

表現 が
こんなん

困難 な
ひとびと

人々 にとって、「
ちいき

地域で
せいかつ

生活 する
けんり

権利」とともに
せつじつで

切実で
もっとも

最も
きほんてき

基本的な
けんり

権利である。 

 

【
たけばた

竹端
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 「すべての
しょうがいしゃ

障害者 が、
みずから

自ら
せんたく

選択 した
ちいき

地域において
じりつ

自立した
せいかつ

生活 」ができない
りゆう

理由

をなくす
しえん

支援の
せいど

制度を
つくる

作ることを、
ほう

法の
もくてき

目的 に
かく

書くべきです。 

○
りゆう

理由 

 「
じりつ

自立した
せいかつ

生活 」ができないのは、いろいろな
しえん

支援がたりないからです。
いま

今のやりか

たを
かえ

変え、
い

医りょう
てき

的 な
けあ

ケアや２４
じかん

時間の
かいじょ

介じょなどに
ひつよう

必要 な
おかね

お金も
ひと

人 も
ちいき

地域に
むけれ

向ければ、どんなに
おもい

重いしょうがいの
ひと

人も、
ちいき

地域であたりまえ（
ほか

他の
ひと

人との
びょうどう

平等 ）

の
くらし

暮らしができます。そのことを、
ほう

法の
もくてき

目的 として
かい

書いて、
まもる

守るべきです。 
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【
たなか

田中（
のぶ

伸）
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しんぽう

新法 の
ぜんぶん

前文 で「すべての
しょうがいしゃ

障害者 が、
みずから

自ら
せんたく

選択 した
ちいき

地域において
じりつ

自立した
せいかつ

生活

を
いとなむ

営む
けんり

権利」が
けんぽう

憲法 １３
じょう

条 、１４
じょう

条 、２１
じょう

条 、２２
じょう

条 、２５
じょう

条
とう

等に
きそ

基礎づ

けられた
けんり

権利であることを
あきらか

明らかとした
うえ

上で、
かくしゅ

各種
しえん

支援
きてい

規定を
もうける

設ける
にさいして

に際して、この
けんり

権利が
じっしつてき

実質的 に
かくほ

確保されるためのより
ぐたいてき

具体的な
けんり

権利
きてい

規定ないし
せいきゅうけん

請求権
きてい

規定を
おく

置く

べきである。 

○
りゆう

理由 

 「すべての
しょうがいしゃ

障害者 が、
みずから

自ら
せんたく

選択 した
ちいき

地域において
じりつ

自立した
せいかつ

生活 を
いとなむ

営む
けんり

権利」

は、
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
じょうやく

条約 １９
じょう

条 でも
さだめられ

定められている
じゅうよう

重要 な
けんり

権利であり、その
ぐたいてき

具体的
ないよう

内容 も
たき

多岐にわたる。
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
じょうやく

条約 １９
じょう

条 では、（Ａ）から（Ｃ）
こう

項のみが
かかげられ

掲げられているが、これは
れいじ

例示
れっきょ

列挙 と
かいす

解すべきであり、
しんぽう

新法 では、この
けんり

権利の
じっしつてき

実質的
かくほ

確保のため、さらに
じゅうぶん

十分 な
ないよう

内容 を
けんとう

検討 した
うえ

上で、
かくしゅ

各種
しえん

支援を
さだめる

定める
にさいして

に際して、こ

の
けんり

権利の
しゅし

趣旨を
じゅうぶん

十分 に
ふまえた

踏まえた
けんり

権利
きてい

規定ないし
せいきゅうけん

請求権
きてい

規定を
おく

置くべきである。 

 

【
たなか

田中（
まさ

正）
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
きてい

規定を
もうける

設ける
ひつよう

必要 がある。 

○
りゆう

理由 

 
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法において「
ちいき

地域
せいかつ

生活 」は、
せいど

制度や
しくみ

仕組みを
ととのえる

整える
さい

際の
たいせつな

大切な
ようご

用語とな

る。ただし、
げんじょう

現状 では
きばん

基盤
せいび

整備が
じゅうぶん

十分 でない
ちいき

地域が
おおく

多く、
ちいき

地域によっては、
さーびす

サービス
きばん

基盤の
よわさ

弱さから
かぞく

家族による
ささえ

支えしかない
ばあい

場合は、たちまちに
ちいき

地域での
くらし

暮らしに
ききてき

危機的な
じょうきょう

状況 が
しょうじる

生じる などが
そうてい

想定 される。
きほん

基本は
ちいき

地域の
きばん

基盤
せいび

整備を
ぜんてい

前提 としながらも

「
あんしん

安心 ・
あんぜん

安全 」の
はいりょ

配慮 のためには、
にゅうしょ

入所
しせつ

施設の
かつよう

活用 も
しや

視野にいれた
りよう

利用
けいかく

計画 の
かつよう

活用 も
よし

良しとする。 

 

【
なかにし

中西
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法 は
しょうがいしゃ

障害者 の
ちいき

地域で
せいかつ

生活 する
けんり

権利を
うたう

謳うべきである。その
きてい

規定に
したがって

従って
だい

第
いち

一
じ

次
いけんしょ

意見書で
うたわ

謳われているように「すべての
しょうがいしゃ

障害者 が、
みずから

自ら
せんたく

選択 した
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ちいき

地域において
じりつ

自立した
せいかつ

生活 を
いとなむ

営む
けんり

権利を
ゆうする

有することを
かくにん

確認 すべきであり、その
じつげん

実現

のための
しえん

支援
せいど

制度の
こうちく

構築 を
めざす

目指す」べきである。 

○
りゆう

理由 

 
しょうがいしゃ

障害者 を
どうせだい

同世代の
しょうがい

障害 のないものと
どうよう

同様 の
せいかつ

生活 を、
しえん

支援
せいど

制度を
じゅうじつ

充実 させる

ことによって
じつげん

実現 すべきであるから。 

 

【
なかはら

中原
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
きてい

規定の
さくてい

策定 にあたっては、
りねん

理念だけではなく
じつじょう

実情 を
ふまえた

踏まえたものとすべき。 

○
りゆう

理由 

 
げんじょう

現状 では
ちいき

地域
せいかつ

生活 を
ささえる

支えるための
さーびす

サービス
きょうきゅうりょう

供給量 および
しえん

支援
たいせい

体制 が
ぜいじゃく

脆弱 であることから、
きばん

基盤
せいび

整備を
ぜんてい

前提 としたものとする
ひつよう

必要 がある。 

 

【
なら

奈良
ざき

崎
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
だい

第
いち

一
じ

次
いけんしょ

意見書はわかりやすいけれど、
じりつ

自立
しえんほう

支援法がかわる
りゆう

理由を
つたえ

伝えほしい。 

○
りゆう

理由 

 
ふくし

福祉
さーびす

サービスを
つかっ

使っていない
ひとたち

人たちにも
じょうほう

情報 が
たいせつ

大切  

 

【
にしたき

西滝
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 「
ちいき

地域で
せいかつ

生活 する
けんり

権利」は
たいとう

対等 な
こみゅにけーしょん

コミュニケーションの
けんり

権利が
かくりつ

確立 されていること

が
ぜんてい

前提 であり、それなくして「
ちいき

地域
せいかつけん

生活権 」の
ほしょう

保障 はない。そのためには
こみゅにけーしょん

コミュニケーション
しえん

支援
せいど

制度の
めいかく

明確 な
いちづけ

位置づけと
ざいせい

財政
とうし

投資が
ひつよう

必要 である。 

○
りゆう

理由 

 
げんじょう

現状 においても
こみゅにけーしょん

コミュニケーション
しえん

支援
じぎょう

事業 は
ないよう

内容 も
きぼ

規模も
ざいせい

財政
とうし

投資も
いちばん

一番
おくれて

遅れている
ぶんや

分野である。「
ちいき

地域
せいかつけん

生活権 」が
がへい

画餅に
おちいっ

陥っ てはならない。 

 

【
のはら

野原
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
なんびょう

難病
かんじゃ

患者 の
ばあい

場合、
たよう

多様な
こべつ

個別の
にーず

ニーズに
こたえる

応える
たいせい

体制 の
こうちく

構築 が
ふかけつ

不可欠である。 
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○
りゆう

理由 

 
なんびょう

難病
かんじゃ

患者 の
ばあい

場合、それぞれの
しっかん

疾患 ごとに、
おなじ

同じ
しっかん

疾患 の
かんじゃ

患者
かん

間でも、
ひび

日々・
つき

月ご

との
へんどう

変動 、
こてい

固定している
ばあい

場合と
しんこう

進行 が
はやい

早い
しっぺい

疾病 との
ちがい

違い、
いりょうてき

医療的
けあ

ケアがあれば
けいど

軽度

の
しゅうろう

就労 は
かのう

可能だが
うけいれさき

受け入れ先がないなどなど、
きてい

既定の「
しょうがい

障害 」
がいねん

概念 では
とらえ

捉えきれ

ない
しょうじょう

症状 や
しょうがい

障害 が
たよう

多様にあり、おかれている
かんきょう

環境 は
ふくざつ

複雑 であるなどから
にーず

ニーズは
ひとりひとり

一人ひとり
ことなる

異なる
おおく

多くの
しっかん

疾患
ぐん

群 である。これらの
こべつてき

個別的
にーず

ニーズに
ちいき

地域が
いかに

如何に
たいおう

対応 できる
りきりょう

力量 をもっているかによって、「
じりつ

自立（
じりつ

自律）した
せいかつ

生活 の
しつ

質」が
きまる

決まる。
ざいたく

在宅 での「
しゅうろう

就労
かんきょう

環境 」の
かいはつ

開発 も
ひつよう

必要 である。これらが
ともなわ

伴わ ないと、

「
ちいき

地域で
せいかつ

生活 する
けんり

権利」は
がへい

画餅になる。 

 これらの
たいせい

体制
こうちく

構築 には、
きめこまかな

きめ細かな
さーびす

サービス
ていきょう

提供 ができる NPO などの
やくわり

役割 を
じゅうし

重視 することと
ぎょうせい

行政 との
きょうどう

協働 が
もとめられる

求められる。 

 

【
ひがしがわ

東川
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 まず、「
ちいき

地域
せいかつ

生活 とはどういうものを
いう

言うのか」を
めいかく

明確 にする
ひつよう

必要 がある。そして、
みずから

自ら が
せんたく

選択 した
ちいき

地域
せいかつ

生活 を、
しょうがい

障害 のために
おくる

送ることが
こんなん

困難 であれば、その
こんなん

困難 を
なくし

無くしたり、
すくなく

尐なくしたりするために、いろいろな
もんだい

問題 の
かいけつ

解決 をできるようにするた

めの「
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」であると
いえよう

言えよう。 

 
このさい

この際、
しょうがい

障害 と
みっせつ

密接 な
かんけい

関係 のある
いりょう

医療 の
もんだい

問題 を
かいけつ

解決 できるように
いれる

入れるのか

どうかは
こんご

今後
しんちょう

慎重 に
けんとう

検討 しなければならない
かだい

課題である。 

○
りゆう

理由 

 
じょうき

上記 のように「
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法」を
いちづける

位置づけるなら、「
ちいき

地域
せいかつ

生活
じつげん

実現 のための
しえん

支援
せいど

制度

をしっかりと
くみたてる

組み立てる」ことは
とうぜん

当然 である。 

 

【
ひらの

平野
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがいしゃ

障害者 が
ちいき

地域で
せいかつ

生活 する
けんり

権利を
めいき

明記することは
さんせい

賛成 であるが。その
ぜんてい

前提 として

「
しょうがいしゃ

障害者 の
さいぜん

最善 の
りえき

利益の
ほしょう

保障 」を
しえん

支援の
きほん

基本とする
ひつよう

必要 がある。どこで、どのよ

うに
せいかつ

生活 するのか
も

茂
だいじ

大事であるが、
もっとも

最も
じゅうし

重視 すべきは、
しょうがい

障害
とうじしゃ

当事者にとって
なに

何が
いちばん

一番
ほんにん

本人 に
よい

良いのか（
なに

何を
のぞん

望んでいるのか）から
すたーと

スタートすべきである。 

○
りゆう

理由 
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・「
ちいき

地域」とは
なに

何かが
もんだい

問題 であろう。
いっぱん

一般 の
せたい

世帯・
じゅうたく

住宅 で
せいかつ

生活 することと
せまく

狭くと

らえるのではなく、
ぐるーぷ

グループ
ほーむ

ホームなどの
しえん

支援
てき

的
かんきょう

環境 も
ほうがん

包含 する
ひつよう

必要 があるので

はないか。（そうしないと
けっきょく

結局 は
かぞく

家族に
しょうがいしゃ

障害者 を
おしつける

押しつけることになりかねな

い。） 

・
にゅうしょ

入所
しせつ

施設
りようしゃ

利用者を
ちいき

地域
しゃかい

社会 に
いこう

移行することも
だいじだ

大事だが、
しょうがい

障害
とくせい

特性 や
じじょう

事情 によ

り
ちいき

地域
いこう

移行が
むずかしい

難しい
しょうがいしゃ

障害者 にとっては、
にゅうしょ

入所
しせつ

施設から
でる

出ることが
しゅし

趣旨ではなく、
しせつ

施設そのものを「
ちい

地位
か

化」するという
はっそう

発想 も
ひつよう

必要 と
おもわ

思われる。 

 

【
ふくい

福井
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
ちいき

地域で
くらす

暮らす
けんり

権利の
ほしょう

保障 と
いんく

インク
るー

ルー
しぶ

シブな
しゃかい

社会 の
こうちく

構築 は、
とうぜん

当然 の
もくひょう

目標 であっ

て
しんせいど

新制度の
こんかん

根幹 をなすものでなければならない。 

○
りゆう

理由 

 
しょうがい

障害 に
おうじた

応じたきめの
こまかい

細かい
しえん

支援、
ちいき

地域
いこう

移行や
ちいき

地域
せいかつ

生活
しえん

支援の
じゅうじつ

充実 のための
せさく

施策

の
てんかい

展開 、が
のぞま

望まれる。
いっぱん

一般
しゃかい

社会 から
ぶんり

分離や
はいじょ

排除 されてはならないという
げんそく

原則 にた

っての
どりょく

努力 が
けいちゅう

傾注 されなければならず、
とうぜん

当然
こうてき

公的 な
せきにん

責任 において
ひつよう

必要 な
ざいげん

財源

の
かくほ

確保と、
ざいせいてき

財政的 な
そち

措置を
こう

講ずることが
もとめられる

求められる。 

 

【
ふじおか

藤岡
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
ぜんてい

前提 として、
しょうがいしゃ

障害者
きほんほう

基本法において、
じょうき

上記 の
きほんてき

基本的
けんり

権利を
かくにん

確認 する
じょうこう

条項 を
もうける

設ける。 

 たとえば
つぎ

次の
じょうこう

条項
あん

案が
かんがえられる

考えられる。 

 「
ひょうだい

表題 ：
じりつ

自立した
せいかつ

生活 〔
せいかつ

生活 の
じりつ

自律〕
および

及び
ちいき

地域
しゃかい

社会 への
いんく

インク
るー

ルー
じょん

ジョン 

 １
こう

項  
なんにん

何人 も、
しょうがい

障害 を
りゆう

理由として、いかなる
さべつ

差別を
うける

受けることなく、
ちいき

地域
しゃかい

社会 に

おいて
せいかつ

生活 する
けんり

権利を
ゆうする

有する。 

 ２
こう

項  
しょうがい

障がいのある
ひと

人は、
じこ

自己の
いし

意思に
もとづき

基づき、
きょじゅうち

居住地
および

及び
だれ

誰とともに
せいかつ

生活 する

かを
せんたく

選択 する
けんり

権利を
ゆうする

有する。 

 ３
こう

項  
しょうがい

障がいのある
ひと

人は、
ちいき

地域
しゃかい

社会 における
せいかつ

生活 を
じつげん

実現 するため、
くに

国
および

及び
ちほう

地方
こうきょう

公共
だんたい

団体
にたいして

に対してその
せさく

施策を
もとめる

求める
けんり

権利を
ゆうする

有する。」 

 そして、
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法（
しけん

私見では「
しょうがいじ

障害児
しゃ

者
しえん

支援
けんり

権利
ほしょうほう

保障法 」）においては、 



56 

 「１
こう

項  
しょうがい

障がいのある
ひと

人は、みずからの
いし

意思に
もとづき

基づきどこに
すむ

住むかを
きめる

決める
けんり

権利、ど

のように
くらし

暮らしていくかを
きめる

決める
けんり

権利、
とくてい

特定 の
ようしき

様式 での
せいかつ

生活 を
きょうせい

強制 されない
けんり

権利

が
ほしょう

保障 される。 

 ２
こう

項  
くに

国
および

及び
ちほう

地方
こうきょう

公共
だんたい

団体 は、
しょうがい

障がいのある
ひと

人
にたいして

に対して
ぜんこう

前項 の
けんり

権利を
ほしょう

保障 す

る
こうてき

公的
ぎむ

義務がある。」との
きてい

規定を
もうける

設ける。 

○
りゆう

理由 

 
けんり

権利
じょうやく

条約 を
じっこうせい

実効性 あるものとするため。 

 

【
ますだ

増田
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
けんり

権利
じょうやく

条約 に
もとづき

基づき，「
ほか

他の
しゃ

者との
びょうどう

平等 を
きそ

基礎として，
きょじゅうち

居住地 を
せんたく

選択 し，
および

及び
だれ

誰とどこで
くらす

暮らすかを
せんたく

選択 する
きかい

機会を
える

得ること，
ちいき

地域
しゃかい

社会 から
こりつ

孤立や
かくり

隔離しないため

の
しえん

支援を
うける

受ける
けんり

権利」とする．
どうじ

同時にその
けんり

権利を
こうし

行使するために
ひつよう

必要 な
せいど

制度や
しえん

支援
たいせい

体制

を
こうちく

構築 していく
せきむ

責務が
くに

国と
じちたい

自治体にあることを
めいき

明記する 

○
りゆう

理由 

 「
じりつ

自立」という
かんがえかた

考え方 は，
ひと

人によって
とらえかた

捉え方がさまざまであり，
しえん

支援を
うけつつ

受けつつ
いきる

生きる
いきかた

生き方も
ふくめて

含めて
かんがえる

考えるべきである．また，もっとも
しょうがい

障害 の
おもい

重い
ひと

人の
くらし

暮らしを
ちいき

地域で
ほしょう

保障 していくための
ぐたいてき

具体的な
なかみ

中身が
しめさ

示されない
なか

中で，「
ちいき

地域で
じりつ

自立した」という
ひょうき

表記

については，さまざまな
しんぱい

心配 や
ふあん

不安をかきたてている
げんじつ

現実 がある．
じゅうど

重度
ちょうふく

重複 の
しょうがい

障害 があり，
いりょうてき

医療的
けあ

ケアが
ひつよう

必要 な
ひとたち

人たちが
ちいき

地域での
せいかつ

生活 を
おくっ

送っていくことが
かのう

可能

になるような
せいど

制度や
すまい

住まいの
ありかた

あり方について
けんとう

検討 する
ひつよう

必要 がある．
そのさい

その際に
げんざい

現在 の
しょうがいしゃ

障害者
しせつ

施設の
なか

中での
かんきょう

環境 をどのように
ととのえて

整えていったのか，
しえん

支援する
しょくいん

職員 の
せんもんてき

専門的 な
かかわり

関わりなど，
じっせん

実践 から
まなぶ

学ぶ
ひつよう

必要 がある． 

 

【
みうら

三浦
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
いけんしょ

意見書に
しるさ

記されたことを
めいき

明記し、
ぐたいか

具体化する
ため

為の
ほうしん

方針 を
きてい

規定する。 

 

【
みつます

光増
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
ちいき

地域で
せいかつ

生活 する
けんり

権利の
ろんぎ

論議をして
せいり

整理したうえで
きてい

規定を
めいぶんか

明文化すべき 
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○
りゆう

理由 

 
せんたく

選択 した
ちいき

地域の
かんがえかた

考え方 、
じりつ

自立した
せいかつ

生活 を
いとなむ

営む との
かんがえかた

考え方 には、
かいしゃく

解釈
うえ

上の
はば

幅

がある。
ぶかい

部会で
ろんぎ

論議した
うえ

上で
きてい

規定を
かんがえる

考える。 

 

【
もり

森
いいん

委員】 

○ 
けつろん

結論  

 
しょうがい

障害 に
もとづく

基づく、いかなる
さべつ

差別を
うける

受けることなく、
ほか

他の
しゃ

者と
びょうどう

平等 に
ちいき

地域において
じりつ

自立した
せいかつ

生活 を
いとなみ

営み 、あらゆる
しゃかいてき

社会的
かつどう

活動 に
さんか

参加する
けんり

権利を
ゆうする

有するものであり、そ

のために
ひつよう

必要 な
ぱーそなる

パーソナル
あしすたんす

アシスタンスを
ふくむ

含む、
しえん

支援
さーびす

サービスを
うける

受ける
けんり

権利を
ゆうする

有するこ

とを
めいじ

明示すべきである。 

○
りゆう

理由 

 
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
じょうやく

条約
だい

第 １９
じょう

条 を
ふまえ

踏まえ、
ほんにん

本人 の
せんたく

選択 と
どうい

同意に
もとづく

基づく
きかい

機会の
きんとう

均等 を
ほしょう

保障 するものでなければならず、かつ、
しょうがい

障害 の
しゅるい

種類 、
ていど

程度による
せんたくし

選択肢の
せいげん

制限 を
もうける

設けるものであってはいけない。 

 

【
やまもと

山本
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 この
ほうりつ

法律 の
もくてき

目的 として
かかげられる

掲げられるべき 

○
りゆう

理由 

 この
ほうりつ

法律 は
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
じょうやく

条約 の
こくない

国内
りこう

履行のための
ほうりつ

法律 であり、
しょうがいしゃ

障害者
けんり

権利
じょうやく

条約 １
じょう

条
もくてき

目的 ３
じょう

条
いっぱん

一般
げんそく

原則 、４
じょう

条
いっぱんてき

一般的
ぎむ

義務に
てらし

照らして、さらに１９
じょう

条

から
いっ

言って
じょうき

上記 が
もとめられる

求められる 
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ろんてん

論点 A-3-3) 
しょうがいしゃ

障害者 の
じりつ

自立の
がいねん

概念 をどう
とらえる

捉えるか？
そのさい

その際、「
かぞく

家族への
いそん

依存」の
もんだい

問題

をどう
かんがえる

考えるか？ 

 

【
あらい

荒井
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 「
じりつ

自立」とは、
けいざいめん

経済面 ・
せいかつめん

生活面 ・
せいしんめん

精神面 において、
じぶん

自分の
ちから

力 で
み

身を
たてる

立てること

であると
かんがえる

考えるが、
しょうがいしゃ

障害者 が
しょうがい

障害 の
ていど

程度や
のうりょく

能力 に
おうじて

応じて、
かぞく

家族による
しえん

支援、
こうけんにん

後見人 による
ほさ

補佐
とう

等を
ふくめ

含め、
しゅうい

周囲 から
ひつよう

必要 な
しえん

支援を
える

得ることは「
じりつ

自立」の
がいねん

概念 と
むじゅん

矛盾 するものではなく、「
しえん

支援を
うけながら

受けながらの
じりつ

自立」という
がいねん

概念 を
ふくめて

含めて、
たよう

多様な
じりつ

自立

を
みとめて

認めていくことが
ひつよう

必要 である。 

 

【
いざわ

伊澤
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
かんねんてき

観念的 だが「
じりつ

自立は
こじん

個人が
じこ

自己の
せい

生の
さくしゃ

作者 」という
がいねん

概念 は
たいせつ

大切 。また
しょうがいしゃ

障害者

だけでなく、「
じりつ

自立」について、
ひろく

広く
こくみん

国民 の
きょうつう

共通
にんしき

認識 が
ひつよう

必要 ！ 

○
りゆう

理由 

 すべて
ひとり

一人でする
こと

事ではない！、という
きょうつう

共通
にんしき

認識 の
かくりつ

確立 とともに、
いってい

一定
ねんれい

年齢 に
たっし

達したら、
おやもと

親元 を
はなれて

離れて、
じこ

自己
けってい

決定・
じこ

自己
せんたく

選択・
じこ

自己
せきにん

責任 という
じりつてき

自立的
せいかつ

生活 への
いこう

移行

ができる
たいせい

体制 や
しくみ

仕組みづくりが
ひつよう

必要 ではないだろうか。 

 

【
いしばし

石橋
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
じりつ

自律も
ふくめた

含めた
じりつ

自立が
みとめられる

認められるべきである。 

 
しょうがい

障害 により
じりつ

自立の
かんねん

観念 が
ちがう

違う。
けいざいてき

経済的
じりつ

自立、
しんぺん

身辺
かいご

介護からの
じりつ

自立は
きょうぎ

狭義 と
かんがえる

考える。 

 また、
こども

子どもや
じゅうど

重度 の
しょうがいじ

障害児
しゃ

者は
かぞく

家族の
かいご

介護（
せいしんめん

精神面 を
ふくめ

含め）を
ひつよう

必要 としてい

る。「
かぞく

家族への
いそん

依存」の
もんだい

問題 は、「
かぞく

家族」への
ふたん

負担
けいげん

軽減 、
しえん

支援を
ちゅうしん

中心 に
かんがえた

考えた
せさく

施策

を
はかる

図るべきである。 

○
りゆう

理由 

 
どうじょう

同上  
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【
うじた

氏田
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
たんに

単に
ひとり

一人で
いきて

生きていけることが
じりつ

自立ではなく、
しえん

支援を
うけながら

受けながらも
じこ

自己
けってい

決定 し、
じぶん

自分で
じぶん

自分の
せいかつ

生活 を
つくりあげる

作り上げることができることを
じりつ

自立と
かんがえる

考える。それは、
みずから

自ら
さーびす

サービスを
えらび

選び、
しえんしゃ

支援者を
えらぶ

選ぶことでもある。 

 
かぞく

家族への
いそん

依存は、
じこ

自己が
そんちょう

尊重 され
あいじょう

愛情 を
そそが

注がれるという
たいけん

体験 が
ほんにん

本人 の
えんぱわめんと

エンパワメントを
ささえる

支えるという
てん

点で
じゅうよう

重要 な
いみ

意味を
もつ

持つ。
とくに

特に
しょうがい

障害 を
もつ

持つ
こども

子どもの
はったつ

発達
けいか

経過におけるその
じゅうようせい

重要性 は
ろん

論をまたない。このことは、
こども

子どもの
せいちょう

成長
はったつ

発達 に
ふかけつ

不可欠な「
かぞく

家族
いそん

依存」が
そこなわ

損なわれないための
かぞく

家族
しえん

支援・
こそだて

子育て
しえん

支援が
ひつよう

必要 であることに

もつながる。しかし
どうじ

同時に
おとな

大人になってまでも
きょうそん

共存
じょうたい

状態 が
つづく

続くと
じりつ

自立の
さまたげ

妨げ とな

る
ばあい

場合がある。また、
かぞく

家族への
けいざいてき

経済的 な
いそん

依存が
しょうじない

生じないよう
しょとく

所得
ほしょう

保障 が
ひつよう

必要 である。
さいご

最後に、
とうぜん

当然 のことであるが、
ふくし

福祉
さーびす

サービスが
ふそく

不足することによる
かぞく

家族
いそん

依存は
なくす

無くすべ

きである。 

○
りゆう

理由 

 どんなに
しょうがい

障害 が
おもく

重くてもその
ひと

人なりの
じりつ

自立はあると
かんがえる

考えるべきである。 

 
かぞく

家族としてのつながりや
あいじょう

愛情 は、
しえんしゃ

支援者、
えんじょしゃ

援助者 が
かわっ

代わってできることではない

し、
かわる

代わるべきものでもない。 

 
とくに

特に、
しょうがい

障害 を
もつ

持つ
こども

子どもの
ばあい

場合には、
しょうらい

将来 の
ちいき

地域での
じりつ

自立（
じりつ

自律）
せいかつ

生活 に
かかわる

関わる
きばん

基盤を
きずく

築くために「
かぞく

家族
いそん

依存」が
ひつよう

必要 な
じき

時期がある。この
じき

時期には、
かぞく

家族
しえん

支援・
こそだて

子育て
しえん

支援

を
つうじた

通じた、
おやこ

親子を
たいしょう

対象 とする
しえん

支援が
ひつよう

必要
ふかけつ

不可欠である。
はったつ

発達
てき

的
してん

視点から
かんがえる

考えると、
しょうがいしゃ

障害者 の
じりつ

自立（
じりつ

自律）と
かぞく

家族
いそん

依存が
かならずしも

必ずしも
むじゅん

矛盾 しない
きょくめん

局面 のあることが
りかい

理解さ

れるべきである。 

 

【
おおくぼ

大久保
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
きほんてき

基本的には、
にちじょう

日常
せいかつ

生活 や
しょくぎょう

職業
せいかつ

生活 に
こんなん

困難 があっても、
じこ

自己
けってい

決定・
じこ

自己
せんたく

選択

をもって「
じりつ

自立（
じりつ

自律）」と
かんがえる

考える（
とうぜん

当然 、
しえん

支援を
うけた

受けた
じこ

自己
けってい

決定 も
ふくむ

含む。）。した

がって、この「
かぞく

家族への
いそん

依存」が
かぞく

家族の
かいご

介護
とう

等の
しえん

支援を
さす

指すものであるのなら、
ほんらい

本来 、

「
じりつ

自立（
じりつ

自律）」とは
ちょくせつてき

直接的 には
かんけい

関係 しないと
かんがえる

考える。 

 なお、
しょうがい

障害 のある
ひと

人とその
かぞく

家族において、
せいしんてき

精神的 、
しんりてき

心理的な
かんけいせい

関係性（
いそん

依存
かんけい

関係 ）

は、
ほうせいど

法制度にかかわらず、
じゅうよう

重要 な
かだい

課題であることを
つけくわえたい

付け加えたい。 
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○
りゆう

理由 

 ここでいう「
かぞく

家族への
いそん

依存」の
いみ

意味するところが
りかい

理解できない。
じこ

自己
けってい

決定 や
じこ

自己
せんたく

選択

の
いそん

依存なのか、
かいご

介護
とう

等の
しえん

支援を
さす

指すものか、
けいざいてき

経済的
しえん

支援なのか。 

 「
かぞく

家族への
いそん

依存」が
かぞく

家族の
かいご

介護
とう

等の
しえん

支援を
さす

指すものであるなら、その
ふたん

負担を
かぞく

家族のみ

に
しいる

強いるべきではないと
かんがえる

考えるが、その
ふたん

負担
かん

感は
かぞく

家族によって
ことなる

異なることや
しょうがいしゃ

障害者
ほんにん

本人 の
かぞく

家族への
いそん

依存の
じかく

自覚もそれぞれ
ちがう

違うことも
かんがえられ

考えられ、
いちがいに

一概に
げんきゅう

言及 することは
むずかしい

難しい。また、
けいざいてき

経済的
しえん

支援を
うけて

受けている
ひと

人は、
しょうがいしゃ

障害者 に
かぎら

限らず
おおく

多くの
れい

例があると

も
かんがえられ

考えられ、「
かぞく

家族への
いそん

依存」を
かだい

課題
ていき

提起する
ばあい

場合はその
ろんてん

論点 を
あきらかに

明らかにする
ひつよう

必要 が

あると
かんがえる

考える。 

 

【
おおはま

大濱
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがいしゃ

障害者 が、
かぞく

家族へ
かど

過度な
ふたん

負担が
かから

掛からないような
かぞく

家族
しえん

支援の
ありかた

在り方と、
かぞく

家族が
こうれい

高齢

になった
ばあい

場合に、
ちいき

地域で
ひとり

１人で
くらせる

暮らせるようになるための
じゅんび

準備 ができるようにすべき。 

○
りゆう

理由 

 
さいじゅうど

最重度 の
しょうがいしゃ

障害者 を
もつ

持つ
かぞく

家族への
かど

過度な
ふたん

負担のため、
おやこ

親子
しんじゅう

心中 なども
おこっ

起こってい

る。
おや

親が
しん

死んでから
ちいき

地域で
いきる

生きる
じゅんび

準備 をするのでは
おそく

遅く、
しせつ

施設
にゅうしょ

入所 になりやすい。
おや

親

が
しぬ

死ぬ
まえ

前から
じゅんび

準備 できるように。 

 
ちいき

地域の
しえん

支援
たいせい

体制 の
けつじょ

欠如 、
きゅうらい

旧来 からの
ちいきてき

地域的な
いんしゅう

因習 の
へんこう

変更 のために
しちょうそん

市町村
れべる

レベルで
ちいき

地域の
いしき

意識
へんかく

変革 。 

 

【
おざわ

小澤
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

・
じこ

自己
けってい

決定 を
ぜんてい

前提 、
かぞく

家族
かいご

介護からの
じりつ

自立、
けいざいてき

経済的 な
じりつ

自立の３
そくめん

側面 で、かんがえる。 

○
りゆう

理由 

・
しんぽう

新法 では、
かぞく

家族
かいご

介護から
しゃかいてき

社会的
けあ

ケア、という
ほうこう

方向 をめいかくにする。 

 

【
おだじま

小田島
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 どんな
せいかつ

生活 をするか、
かぞく

家族ではなく
ほんにん

本人 がきめること。 

○
りゆう

理由 
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かぞく

家族が
ほんにん

本人 を
しせつ

施設や
びょういん

病院 に
いれない

入れないようにするため。 

 

【
おの

小野
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
はいぐうしゃ

配偶者 を
ふくむ

含む
かぞく

家族の
しゅうにゅう

収入 を
しょとく

所得
にんてい

認定
たいしょう

対象 から
じょがい

除外 するとともに、
かぞく

家族
かいご

介護を
ぜんてい

前提 とした
きょたく

居宅
さーびす

サービスの
しくみ

仕組みを
おおはば

大幅 に
みなおす

見直す。また
みんぽう

民法 の
ふよう

扶養
ぎむ

義務
きてい

規定

を
かいせい

改正 する。 

○
りゆう

理由 

 
かいご

介護
ほけん

保険ならびに
じりつ

自立
しえんほう

支援法は、
かぞく

家族
かいご

介護を
ぜんてい

前提 とした
しくみ

仕組みになっているため、
しえん

支援の
よくせい

抑制 は、そのまま「
かぞく

家族への
いそん

依存」に
むすびつい

結びついてしまうため。 

 

【
かどや

門屋
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 「
じりつ

自立」は
こじん

個人の
そんげん

尊厳 が
そこなわ

損なわれない
じょうたい

状態 であり、
せいじん

成人
とともに

と共に
こくみん

国民 の
ひとり

一人とし

て
みとめられる

認められることである。ただし、
ほう

法により
しゃかいてき

社会的
けんげん

権限 を
だいり

代理される
こじん

個人を
はいじょ

排除 し

ない。
きほんてき

基本的に
じこ

自己
けっていけん

決定権 があり、どこで
せいかつ

生活 するかについての
せんたく

選択 は
ここじん

個々人にあ

る。 

 「
かぞく

家族への
いそん

依存」は
きほんてき

基本的には
こじん

個人に
まかせられる

任せられるべきことである。「
しょうがい

障がい」ゆえに
いそん

依存

することも、
いそん

依存させる
かぞく

家族も、
こじん

個人の
けんり

権利に
ぞくし

属していると
かんがえる

考える。ただし、
かこ

過去から
いま

今

も
あんに

暗に
もとめられる

求められる
かぞく

家族であるが
ゆえ

故に
ふよう

扶養すべきといった
ぶんか

文化は
はいじょ

排除 されるべきである。
かぞく

家族との
きずな

絆 は
いそん

依存
かんけい

関係 をともなってることも
あたりまえ

当たり前であり、
いそん

依存＝
ふよう

扶養といった
こうず

構図はありえない。 

 
くわしく

詳しくないが、
ぼうこく

某国 では
じゅうど

重度
しょうがいしゃ

障害者 であっても
ねんきん

年金 から
ぜいきん

税金 を
おさめる

納めるとのこ

と、
のうぜいしゃ

納税者 としての
しゃかいてき

社会的
たちば

立場が
いっぱん

一般
こくみん

国民 との
たいとう

対等
せい

性を
たんぽ

担保していることは、
まなぶ

学ぶべき
しせい

姿勢と
かんがえます

考えます。 

○
りゆう

理由 

 どのような
おもい

重い
しょうがい

障害 であっても、
せいじん

成人
とともに

と共に
ひとり

一人の
こくみん

国民 として、
じりつ

自立した
こじん

個人と

して
たいおう

対応 されることを
きほん

基本とする。
しゃかいてき

社会的
じりつ

自立を
せいじん

成人 と
さだめて

定めて、
いこう

以降
こじん

個人としての
せいかつ

生活 が
ほしょう

保障 されるべきである。
かぞく

家族との
かんけい

関係 は、
ほんにん

本人 と
かぞく

家族の
いこう

意向によって、
こくみん

国民
いっぱん

一般 が
おこなっ

行っ ている
かぞく

家族
かんけい

関係 と
せいかつ

生活 のように
かんがえる

考えるべきである。
かぞく

家族
しえん

支援によって
しゃかい

社会
さーびす

サービスが
すくなく

尐なくてすむことも、
けんり

権利としての
さーびす

サービスを
うける

受けることも
せんたくけん

選択権 に
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ぞくし

属している。 

 

【
かわさき

川崎 （
よう

洋）
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
かぞく

家族とともに
くらす

暮らすか、
どくりつ

独立 して
くらす

暮らすかなど、
せいかつ

生活
ようしき

様式 を
じゆう

自由に
せんたく

選択 でき、
じぶんら

自分らし
せいかつ

生活 ができることを
じりつ

自立と
かんがえる

考える。その
ばあい

場合、
かぞく

家族に
いそん

依存しない、
しゃかい

社会 で
ささえる

支える
しくみ

仕組み、
せいかつ

生活 が
きほん

基本と
かんがえる

考える。 

○
りゆう

理由 

 
せいしん

精神
しょうがいしゃ

障がい者 においては、８０％
いじょう

以上 の
ひと

人が
かぞく

家族と
どうきょ

同居 しており、
かぞく

家族の
しえん

支援を
うけて

受けて
せいかつ

生活 している。これは
みずから

自ら の
せんたく

選択 ではなく、
どくりつ

独立 したくても
じょうけん

条件 が
ととのわ

整わ な

いためであり、
ほんにん

本人 が
のぞめ

望めば
じりつ

自立して
せいかつ

生活 することを
かのう

可能にする
せいど

制度（
じゅうきょ

住居 、
しょとく

所得 、
けあ

ケア）が
じゅうぶん

十分
ととのう

整う
ひつよう

必要 がある。 

 

【
きたうら

北浦
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがいしゃ

障害者 が、
みずから

自ら の
いし

意思で
しゅたいてき

主体的 に
いきる

生きることが
じりつ

自立であるとされている。しか

し、
じこ

自己の
いし

意思を
ひょうめい

表明 することが
こんなん

困難 な
しゃ

者もある。この
ばあい

場合にあっては、
かぞく

家族
とう

等の
だい

第
さん

三
しゃ

者が
しょうがいしゃ

障害者 の
しゅたいせい

主体性 を
そんたく

忖度 して
じこ

自己
じつげん

実現 を
しえん

支援することになる。
しえんしゃ

支援者が
かぞく

家族である
ばあい

場合には、
かど

過度な
いそん

依存を
きたい

期待してはならないようにすべきである。 

○
りゆう

理由 

 「
かぞく

家族への
いそん

依存」が
しょうがいしゃ

障害者
ほんにん

本人 の
しえん

支援を
ゆがめる

歪めるようなことがあってはならないの

で、
だい

第
さん

三
しゃ

者による
ちぇっく

チェックが
はたらく

働く ように
きのう

機能する
しすてむ

システムを
こうちく

構築 することが
ひつよう

必要 で

ある。 

 

【
きたの

北野
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 「
しょうがいしゃ

障害者 の
じりつ

自立
せいかつ

生活 」とは、「
ほか

他の
しみん

市民と
どうよう

同様 の
やくわり

役割 や
しゃかい

社会
さんか

参加・
さんかく

参画 す

る
けんり

権利を
こうし

行使するために、
ひつよう

必要 な
しえん

支援や
ごうりてき

合理的
はいりょ

配慮 を
かつよう

活用 して、
ほんにん

本人 の
えらびとっ

選びとった
せいかつ

生活 」のことである。 

○
りゆう

理由 

 
ほか

他の
せんたくし

選択肢が
ほしょう

保障 された
なか

中で、
ほんにん

本人 もその
かぞく

家族も、
ともに

共に
せいかつ

生活 することを
えらびとっ

選びとっ
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た
ばあい

場合には、それを「
かぞく

家族への
いそん

依存」と
よば

呼ばないことは
とうぜん

当然 であるが、
いっぱんてき

一般的 な
じんせい

人生

の
けいけん

経験 や
せんたくし

選択肢を
ほしょう

保障 せず、それ
いがい

以外の
せんたくし

選択肢が
そうてい

想定
こんなん

困難 な
わがくに

わが国の
げんじょう

現状 は、

「
ほんにん

本人 」の
じりつ

自立も、「
かぞく

家族」の
じりつ

自立をも
さまたげて

妨げてしまっていることに
ちゅうい

注意 すべきである。 

 

【
きみづか

君塚
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
ねんれい

年齢 や
かんきょう

環境 などを
こうりょ

考慮 して、
そうき

早期より
たいおう

対応 をおこなう
ひつよう

必要 がある。 

○
りゆう

理由 

 
かぞく

家族が
なりたた

成り立たなくなることは
さけ

避けねばならないが、
いそん

依存ということではなく、
ごじょ

互助の
かく

核として
かぞく

家族が
ささえない

支えないと、
しょうがいしゃ

障害者 の
せいかつ

生活 が
なりたた

成り立たなく
おそれ

恐れがある。
いそん

依存という

ことではなく、
かぞく

家族の
いちいん

一員 として、
うけいれて

受け入れてゆくための
ほうさく

方策 が
ひつよう

必要 である。とくに
じ

児の
ばあい

場合には
じ

児が
かぞく

家族の
ちゅうしん

中心 となって、
かぞく

家族
かんけい

関係 が
けいせい

形成 されてゆくための
しくみ

仕組みの
けんとう

検討 がなされなければならない。 

 

【
こんどう

近藤
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがいしゃ

障害者 の「
じりつ

自立」は、
じこ

自己
せんたく

選択・
じこ

自己
けってい

決定 により、
じこ

自己
じつげん

実現 をはかることと
とらえる

捉える。 

○
りゆう

理由 

 「
じりつ

自立」は、
けいざいてき

経済的
じりつ

自立や
にちじょう

日常
せいかつ

生活
どうさ

動作の
じりつ

自立を
さす

指すのではなく、
しえん

支援を
うけながら

受けながら、
じこ

自己
せんたく

選択 ・
じこ

自己
けってい

決定 をもってその
ひと

人らしく
いきる

生きることである。 

 

【
さいとう

齋藤
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがいしゃ

障害者 の
じりつ

自立とは
きゅうらい

旧来
てき

的な「
ひと

人の
て

手を
かりない

借りない」
じりつ

自立では
とうぜん

当然 なく、
ひつよう

必要 な
しえん

支援を
うけつつ

受けつつ
しゃかい

社会 の
なか

中で
ともに

共に
いきる

生きる
しゅたいてき

主体的 な
そんざい

存在 としてあることである。だから

して
いってい

一定 の
ねんれい

年齢 を
すぎ

過ぎれば、
おや

親・
かぞく

家族に
いそん

依存しなくても
すむ

済むような
かんきょう

環境 や
じょうけん

条件 の
せいび

整備が
じゅんび

準備 されなくてはならない。 

 

【
しみず

清水
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 「
じりつ

自立」とは、
ひつよう

必要 な
しえん

支援を
えて

得て
わたし

私 が
わたし

私 を
いきる

生きるということ。「
かぞく

家族への
いそん

依存」
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の
もんだい

問題 は
ほんにん

本人 が
かぞく

家族としての
やくわり

役割 をどう
はたす

果たすか、そのことの
しえん

支援をどうすすめてい

くかという
かんてん

観点 に
てんかん

転換 すべき。 

○
りゆう

理由 

 
ひとりひとり

一人ひとりがその
そんざい

存在 の
かち

価値を
はっき

発揮していくことを
しえん

支援していくことが、
ちいき

地域
じりつ

自立
せいかつ

生活
しえん

支援であると
かんがえます

考えます。そういうことの
じったい

実態
か

化に
むけて

向けて、
ぐたいてき

具体的に
しえん

支援を
すすめて

進めてい

くべきだと
おもい

思います。そしてどんなに
しょうがい

障害 の
おもい

重い
ほんにん

本人 も、
たとえば

例えば
むすめ

娘 として
むすこ

息子とし

て、
としおいた

年老いた
おや

親をどう
みとっ

看取っていくか
とう

等、そのことに
むけて

向けて
しえん

支援が
もとめられ

求められているのだ

ということに、
あおば

青葉
えん

園の
ひとたち

人たちの
いま

今の
いきかた

生き方から
きがつい

気がついてきました。 

 

【
すえみつ

末光
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
じゅうしょう

重症
しんしん

心身
しょうがいしゃ

障害者 など
じゅうど

重度 の
ちてき

知的
しょうがい

障害 があるために
じこ

自己
けってい

決定 が
こんなん

困難 な
しょうがいしゃ

障害者 においては、
じりつ

自立とは、
せいめい

生命 と
せいかつ

生活 が
あんてい

安定 して
ささえられる

支えられることを
きほん

基本とし

て、それぞれの
ひとびと

人々 の
いよく

意欲と
いし

意志と
こせい

個性が
そんちょう

尊重 される
じょうたい

状態 である。
せいめい

生命 と
せいかつ

生活 の
いじ

維持が
かぞく

家族に
いそん

依存し
すぎる

過ぎる
じょうたい

状態 は
さける

避けるべきである。 

 

【
たけばた

竹端
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しえん

支援をうけた
じりつ

自立、という
かんがえかた

考え方 を、
ほう

法の
なか

中でもひとつの
はしら

柱 にすべきです。 

○
りゆう

理由 

 
じりつ

自立には４つの
じりつ

自立があると
いわ

言われています。１．けいざい
てき

的（
おかね

お金の）
じりつ

自立。２．
しんたい

身体
のうりょく

能力 の
じりつ

自立。３．
じこ

自己
けってい

決てい・
せん

選たくの
じりつ

自立。４．
こせい

個性やその
ひと

人らしさの
じりつ

自立。１や

２の
じりつ

自立がむずかしい
しょうがいしゃ

障害者 が
たいせつに

大切にしてきたのは、
じぶん

自分で
きめる

決める・
えらぶ

選ぶという３の
じりつ

自立でした。でも、それが
にがて

苦手な
しょうがいしゃ

障害者 もいますが、だれだって
こせい

個性やその
ひと

人らしさ

はあります。１や２ができないから、
おとな

大人になっても
かぞく

家族にずっと
たよら

頼らなければいけない

のは、
ほんにん

本人 もかぞくも
くるしめます

苦しめます。３や４の
じりつ

自立を
ささえる

支えるのが、
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法で
たいせつな

大切な

ところです。 

 

【
たなか

田中（
のぶ

伸）
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
しょうがいしゃ

障害者 が
たしゃ

他者から
しえん

支援を
うける

受けることは
しょうがいしゃ

障害者 の「
じりつ

自立」に
はんする

反するものではない。
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しょうがいしゃ

障害者 がその
かぞく

家族から
おおく

多くの
じかん

時間と
ろうりょく

労力 をかけた
しえん

支援を
うけて

受けてきたことは
じじつ

事実で

あるが、これは
きゅうらいがた

旧来型 の
しえん

支援
たいせい

体制 であって、
しんぽう

新法 では
しょうがいしゃ

障害者 が
しゃかい

社会
ぜんたい

全体 から

の
しえん

支援を
うける

受けることを
ぜんてい

前提 とし、
かぞく

家族は
しえんしゃ

支援者の
ひとり

一人であるという
かんがえかた

考え方 をとるべき

である。 

○
りゆう

理由 

 
じゅうらい

従来 、
しょうがいしゃ

障害者 はその
かぞく

家族から
ただい

多大な
しえん

支援を
うけて

受けてきたことは
じじつ

事実であるが、この

ことは、
しゃかい

社会 における
しょうがいしゃ

障害者
にたいする

に対する
りかい

理解が
ふじゅうぶん

不十分 であったことを
はいけい

背景 として、
しょうがいしゃ

障害者 の「
かぞく

家族
ない

内への
かくり

隔離」という
じょうきょう

状況 につながっていたということができる。
しょうがいしゃ

障害者 が
ちいき

地域で
せいかつ

生活 する
けんり

権利を
ぜんてい

前提 とする
しんぽう

新法 では、
しょうがいしゃ

障害者 を
しゃかい

社会
ぜんたい

全体 で
しえん

支援し、
かぞく

家族はその
いち

一
しえんしゃ

支援者としての
ちい

地位に
たつ

立つとした
うえ

上で、
しょうがいしゃ

障害者 が
かくしゅ

各種 の
しえん

支援

を
うけながら

受けながら、
みずから

自ら の
せんたく

選択 と
けってい

決定 を
おこなう

行う ことで「
じりつ

自立」が
かくほ

確保されると
かんがえる

考えるべき

である。 

 

【
たなか

田中（
まさ

正）
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
きほんてき

基本的には、「
しょうがいしゃ

障害者 の
じりつ

自立・
しえん

支援」として、
じりつ

自立は
しえん

支援と
つい

対にしてとらえる。 

 「
かぞく

家族への
いそん

依存」の
もんだい

問題 については、
かいとう

回答
ふのう

不能。 

○
りゆう

理由 

 ICFを
ふまえて

踏まえて
ひつよう

必要 な
しえん

支援を
うけて

受けての
じりつ

自立としてとらえるべき。 

 「
かぞく

家族への
いそん

依存」は
じりつ

自立を
かんがえる

考える
さい

際の
かんきょう

環境 の
ひとつ

一つとしてとらえる。
しえん

支援や
けいざいてき

経済的

な
ふそく

不足により
かぞく

家族との
かんけい

関係 が
きょういぞん

共依存 である
じょうたい

状態 などが
そうてい

想定 されるが、
じりつ

自立を
かんがえる

考える
うえ

上で、
かぞく

家族への
いそん

依存だけが
とりあげる

取り上げるべき
かんきょう

環境 ではないととらえているため。 

 

【
なかにし

中西
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
じこ

自己
せんたく

選択・
じこ

自己
けってい

決定 による
じりつ

自立
せいかつ

生活 はあらゆる
しょうがいしゃ

障害者 にとって
かのう

可能である。
しえん

支援

を
うけて

受けての
じこ

自己
けってい

決定 という
がいねん

概念 を
みとめる

認めるべきである。
こども

子供が
かぞく

家族から
じりつ

自立するのは
せいりてき

生理的な
よっきゅう

欲求 であり、それを
しえん

支援するのが
そうごう

総合
ふくしほう

福祉法の
やくわり

役割 である。
かぞく

家族
しえん

支援を
ぜんてい

前提 とした
しえん

支援は、
けっきょく

結局 は
しょうがいしゃ

障害者 の
かぞく

家族への
いそん

依存を
うみ

生み、
かぞく

家族の
しょうがいしゃ

障害者 への
きょういぞん

共依存 を
うん

生んでいる。 

○
りゆう

理由 
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ちてき

知的
しょうがいしゃ

障害者 は
じこ

自己
けってい

決定
のうりょく

能力 が な い と よ く
いわ

言わ れ る が 、
とうじしゃ

当事者 と の
こみにゅけーしょん

コミニュケーション
つーる

ツールを
くふう

工夫し、
ぼでぃーらんげっじ

ボディーランゲッジも
ふくめて

含めて、
いえす

イエス、
のー

ノーを
ききだす

聞き出すことはほとんどの
しょうがいしゃ

障害者 において
かのう

可能である。それを
できない

出来ない
ひとたち

人たちについ

ては、
かぞく

家族や
しゅうい

周囲 の
ひとたち

人たちで
ほんにん

本人 の
せいこう

性向 を
じゅくち

熟知 している
ひとたち

人たちが
しえん

支援して、
ほんにん

本人 の
いちばん

一番
のぞむ

望むことを
じつげん

実現 していくことが
ひつよう

必要 である。 

 

【
なかはら

中原
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
じこ

自己
けってい

決定 ・
じこ

自己
じつげん

実現 をもって
じりつ

自立ととらえるのであれば、
じりつ

自立と「
かぞく

家族への
いそん

依存」

は
ちょくせつてき

直接的 には
かんけい

関係 しないと
かんがえる

考える。また
ていき

提起されている「
かぞく

家族への
いそん

依存」の
いみ

意味が
ふめいかく

不明確である。 

 
かぞく

家族への
かど

過度な
いそん

依存は
このましく

好ましくないが、
かぞく

家族の
りかい

理解と
きょうりょく

協力 は
ひつよう

必要 である。 

○
りゆう

理由 

 
ほんにん

本人 と
かぞく

家族の
りがい

利害
かんけい

関係 が
あいはん

相反 する
ばあい

場合もあるが、
かぞく

家族
かんけい

関係 を
いそん

依存という
もんだい

問題 と

してとらえるのはどうか。 

 「
かぞく

家族への
いそん

依存」を
かいご

介護
とう

等の
しえん

支援を
さす

指すのであれば、その
ふたん

負担の
けいげん

軽減 を
はかる

図ることは
ひつよう

必要 だが、
りょうしゃ

両者 は
ちょくせつてき

直接的 には
かんけい

関係 しないと
かんがえる

考える。 

 

【
なら

奈良
ざき

崎
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
じゅうど

重度 の
しょうがいしゃ

障がい者 であっても
ほんにん

本人 に
ふくし

福祉
さーびす

サービスのことを
おしえる

教えることが
たいせつ

大切  

○
りゆう

理由 

 
しょうがい

障がいがあっても
かぞく

家族だけでは
かんがえない

考えない。まわりの
ひとたち

人たち
しえんしゃ

支援者が
てつだい

手伝い、
つたえる

伝えるこ

とが
たいせつ

大切  

 

【
にしたき

西滝
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
たいとう

対等 で
にんげんてき

人間的 な
こみゅにけーしょん

コミュニケーションの
けんり

権利や
しょけんり

諸権利を
ほしょう

保障 した
しゃかい

社会
かんきょう

環境 が
しょうがいしゃ

障害者 の
じりつ

自立を
うながす

促す 。
せいちょう

成長 に
そっ

沿った
しょうがい

生涯 にわたっての
けんり

権利
ほしょう

保障 の
みちすじ

道筋 が

「
かぞく

家族への
いそん

依存」を
ふよう

不要とする。 

○
りゆう

理由 
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じゆう

自由で
じゅうぶん

十分 な
こみゅにけーしょん

コミュニケーション
かんきょう

環境 が
せいび

整備されることにより
のうりょく

能力 を
はっき

発揮し
かつやく

活躍 する
ちょうかく

聴覚
しょうがいしゃ

障害者 の
いきざま

生きざまを
とおし

通して「
じりつ

自立」「
かぞく

家族
いそん

依存」が
しゃかい

社会
かんきょう

環境 に

あることを
つうかん

痛感 する。 

 

【
のはら

野原
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
とうじしゃ

当事者の
せんたく

選択 （
じこ

自己
けっていけん

決定権 ）を
ほしょう

保障 すること。 

○
りゆう

理由 

 
さき

先の
みえない

見えない
ちょうき

長期 の
りょうよう

療養
せいかつ

生活 を
かぞく

家族とともに
すごし

過ごしたいと
ねがう

願う
なんびょう

難病
かんじゃ

患者 は
すくなく

尐なくない。
かぞく

家族への「
いそん

依存」は、
とうじしゃ

当事者への
けいざいてき

経済的
じりつ

自立の
しゃかいてき

社会的
ほしょう

保障 、
かぞく

家族への
しえん

支援を
ふくめて

含めて
おこなう

行う ことを
ぜんてい

前提 に、
いちがいに

一概に
ひてい

否定されるべきではない。これも
おおく

多くの
ばあい

場合、
こじん

個人の
にーず

ニーズへ
たいおう

対応 する
ちいき

地域の
りきりょう

力量 によって「
じこ

自己
けっていけん

決定権 」の
しつ

質が
かわっ

変わってくる。 

 
とうぜん

当然 、
かぞく

家族がなくても
じりつ

自立するに
たる

足る
とうじしゃ

当事者の
せいかつ

生活 は
ほしょう

保障 されなければならない。 

 
しょうに

小児 の
ばあい

場合は、これらに
しんぺん

身辺
じりつ

自立を
つちかう

培う
きょういくてき

教育的
はいりょ

配慮 が
ひつよう

必要 である。 

 

【
ひがしがわ

東川
いいん

委員】 

○ 
けつろん

結論  

 
ほか

他の
ほうりつ

法律 の
きてい

規定も
ふくめ

含め、「
じりつ

自立をどうかんがえるか」は
さまざま

様々 な
かんがえかた

考え方 がある。
じりつ

自立

は
すくなくとも

尐なくともつぎの３つの
いみ

意味を
ふくむ

含む
かんがえかた

考え方 と
とらえる

捉えるべきである。 

 
だい

第１に
じこ

自己
けってい

決定 ・
じぶん

自分の
かんがえ

考え がしっかり
とりいれられ

取り入れられていること。 

 
だい

第２に
にちじょう

日常
せいかつ

生活 を
おくる

送るための
どうさ

動作ができること、 

 
だい

第３に
しゅうろう

就労 。
しゅうがく

就学 を
ふくむ

含む
しゃかい

社会
せいかつ

生活 がおくれること。 

 
しょうがい

障害 があるために、こうした
じりつ

自立が
こんなん

困難 である
ばあい

場合は、
ひつよう

必要 な
しえん

支援を
ほしょう

保障 し、
じこ

自己
けってい

決定 を
たいせつに

大切にしたに
いきかた

生き方を
じつげん

実現 することこそが、
しょうがいしゃ

障害者 にとっての
じりつ

自立で

あると
かんがえる

考える。 

○
りゆう

理由 

 
しょうがい

障害 があるために、
とくべつ

特別 の
こんなん

困難 がある
ばあい

場合の「
じりつ

自立」は、
とくべつ

特別 の
こんなん

困難 にたいす

る
しえん

支援が
ほしょう

保障 されることがまず
たいせつな

大切なことである。でなければ、これまでの
れきし

歴史で
あきらかな

明らかなように、
しえん

支援を
ひつよう

必要 とする
しゃ

者は、「
じりつ

自立できない
ひと

人」として
そんざい

存在 を
ひてい

否定され、
とうぜん

当然 の
けんり

権利が
うばわ

奪われたり、「
にんげん

人間 らしく
いきる

生きること」が
ふみにじら

踏みにじられることになるか

らである。 
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かぞく

家族
とともに

と共に
せいかつ

生活 しても
せいじん

成人 した
しょうがいしゃ

障害者 には
どくりつ

独立 した
じんかく

人格 が
ほしょう

保障 されねばな

らいし、
かぞく

家族による
ひつよう

必要
いじょう

以上 の
ほご

保護も
ふよう

扶養の
ぎむ

義務も
なくさ

無くさなければならない。 

 
かいごしゃ

介護者
なき

亡き
あと

後の
ふあん

不安をなくす
しゃかい

社会
ぜんたい

全体 が
しえん

支援していく
しくみ

仕組みが
ひつよう

必要 である。 

 

【
ひらの

平野
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
じりつ

自立
しえんほう

支援法が
じりつ

自立を、
けいざいてき

経済的
じりつ

自立と（
かいじょ

介助 を
ようし

要しない）
せいかつめん

生活面 での
じりつ

自立としてが、
じりつ

自立を
たぎてき

多義的に
とらえる

捉える
ひつよう

必要 がある。
せいかつ

生活
ほご

保護
せんもん

専門
いいんかい

委員会（Ｈ１６
ねん

年）は、
せいかつ

生活
ほご

保護

における
じりつ

自立を「
しゅうろう

就労
じりつ

自立」「
にちじょう

日常
せいかつ

生活
じりつ

自立」「
しゃかい

社会
せいかつ

生活
じりつ

自立」としたが、
しょうがいしゃ

障害者
りょういき

領域 でもこれに
ならっ

倣ってはどうか。また「
じりつ

自立したかどうか」という
けっか

結果で
はんだん

判断 するのではなく、「
じりつ

自立しつつあるのか」という
ぷろせす

プロセスや
べくとる

ベクトルで
かんがえる

考えるべき

ではないのか。 

○
りゆう

理由 

 
しょうがい

障害 が
たき

多岐
たよう

多様であることを
かんがえれ

考えれば、
じりつ

自立を
たんいつ

単一 の
ていぎ

定義で
きてい

規定することに
むり

無理

がある。 

 また、
じりつ

自立
できた

出来たかという
けっか

結果で
ひょうか

評価 するのであれば、
できなかっ

出来なかった
しょうがいしゃ

障害者 は
じこ

自己
せきにん

責任 を
はたし

果たしていないこととなる。
しょうがい

障害 そのものを
しゃかいてき

社会的
せきむ

責務という
かんてん

観点 から
とらえる

捉えるのであれば
けっか

結果でなく、
ぷろせす

プロセスや
べくとる

ベクトルに
ちゅうもく

注目 する
ひつよう

必要 がある。 

 

【
ひろた

広田
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
ほんにん

本人 が
じりつ

自立しやすいような
ほう

法などの
せいび

整備。 

 
ぶんかてき

文化的なもの
ふくめて

含めて。 

○
りゆう

理由 

 
かぞく

家族がみるべきだと
おもいこん

思い込んでいるので、
しゃかい

社会 がみるという
してん

視点が
だいじ

大事。 

 

【
ふくい

福井
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
じりつ

自立とは、
しょうがいしゃ

障害者 が
みずから

自ら
せんたく

選択 した
ちいき

地域で、
にんげん

人間 としての
そんげん

尊厳 を
たもち

保ち、
あんしん

安心 し

て
せいかつ

生活 を
いとなむ

営む
けんり

権利を
ゆうする

有することをいう。「
かぞく

家族への
いそん

依存」からは
とうぜん

当然
だっきゃく

脱却 しなけ

ればならず、
こうてき

公的
せさく

施策がそれを
ほしょう

保障 しなければならない。 
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○
りゆう

理由 

 
わたし

私 たちが
はいし

廃止しようとしている「
しょうがいしゃ

障害者
じりつ

自立
しえんほう

支援法 」は、まさにこの
てん

点 を
こんぽんてき

根本的 に
いつだつ

逸脱 した
りろん

理論であった。
しょうがい

障害 を
じこ

自己
せきにん

責任 、
じゅえきしゃ

受益者
ふたん

負担と
いちづけ

位置づけ、
じりつ

自立

を
しえん

支援するのではなく、
じりつ

自立という
ほんらい

本来 の
けんり

権利をしっかりと
ほしょう

保障 していくことこそ
しゃかいてき

社会的 な
せきにん

責任 なのである。その
じつげん

実現 のために、24
じかん

時間
かいご

介護を
ふくむ

含む
しえん

支援
せいど

制度を
こうちく

構築 し、
きょうせい

共生
しゃかい

社会 の
じつげん

実現 をめざすことが
のぞま

望まれる。 

 

【
ふじおか

藤岡
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 ここで
ろんじる

論じるべきは、
しょうがいしゃ

障害者
こうてき

公的
しえんほう

支援法を
ろんじる

論じる
ぶんみゃく

文脈 での
じりつ

自立
がいねん

概念 であって、
いっぱん

一般
てつがく

哲学 での
じりつ

自立
ろん

論ではないことに
ちゅうい

注意 するべきである。 

 
しえんほう

支援法 に
もとづく

基づく
こうてき

公的
せさく

施策を
ふくむ

含む
さまざま

様々 な
しえん

支援を
かつよう

活用 しながら
みずから

自ら の
いし

意思で
いきいき

生き生きと
しゅたいてき

主体的 に
いきて

生きていくこと。 

 
じゅうらい

従来 の
しょうがい

障害 の
かぞく

家族
かいご

介護、
かぞく

家族
せきにん

責任 から
しゃかい

社会
せきにん

責任 への
いこう

移行を
あきらか

明らかとするべき。 

○
りゆう

理由 

 
しょうがいしゃ

障害者 が
しゅうろう

就労 により
けいざいてき

経済的 に
じりつ

自立することも
しょうがいしゃ

障害者 の
にんげん

人間 としての
そんげん

尊厳
かくほ

確保の
いみ

意味からも、
しゃかい

社会
けいざい

経済
じょう

上 もとても
たいせつな

大切なことであり、この
ぶかい

部会のめざ

す
じゅうよう

重要 な
てーま

テーマの
ひとつ

一つは「
いっぱん

一般
しゅうろう

就労 」と「
ふくしてき

福祉的
しゅうろう

就労 」の
ぶんだん

分断 を
かのう

可能な
かぎり

限り
かいしょう

解消 して、「
しゃかいてき

社会的
こよう

雇用」
とう

等の
じゅうじつ

充実 も
はかり

図り、
しえん

支援を
かつよう

活用 しながらの
ろうどう

労働 を
じつげん

実現

することにある。 

 
こうてき

公的
しえん

支援を
うける

受ける
けんり

権利を
こうし

行使することは
けっして

決して
けいざいてき

経済的
じりつ

自立とも
はいはん

背反 するものでは

なく、「
こうてき

公的
しえん

支援を
かつよう

活用 しながらの
けいざいてき

経済的
じりつ

自立」（
しょくばない

職場内
ぱーそなる

パーソナル
あしすたんと

アシスタント
つき

付き
しゅうろう

就労 など）を
ほんかくてき

本格的 にめざすべきである。 

 
そち

措置
じだい

時代、
しえんぴ

支援費
せいど

制度の「
かけい

家計への
えいきょう

影響 を
しんしゃく

斟酌 」という
もんごん

文言 は
しょうがい

障害 の
かぞく

家族
せきにん

責任 を
ぜんてい

前提 としており、
しんぽう

新法 はこの
しそう

思想からの
けつべつ

決別 を
うたわ

謳わなければならない。 

 ここでは
みんぽう

民法
じょう

上 の
ふよう

扶養
ぎむ

義務
いっぱん

一般 を
はいし

廃止するべきことを
いみ

意味しない。 

 
しょうがい

障害 に
きいん

起因する
とくべつ

特別 な
ふたん

負担を
おやこ

親子、
はいぐうしゃ

配偶者 、
かぞく

家族に
かさ

課さないということである。 

 
おやこ

親子、
ふうふ

夫婦
とう

等の
せいかつ

生活
ふじょ

扶助
ぎむ

義務
いっぱん

一般 を
ひてい

否定する
ぎろん

議論は
ひやく

飛躍と
かんがえる

考える。 

 



70 

【
ますだ

増田
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 「
かぞく

家族が
めんどう

面倒 をみるのが
あたりまえ

当たり前」という
せいふ

政府の
かんがえかた

考え方 を
あらため

改め ，
ほんにん

本人
ほんい

本位の
ほうせいど

法制度にしていく．
しょうがい

障害 のある
ひと

人の
しえん

支援を
かんがえる

考える
とき

時に，
ほんにん

本人
ちゅうしん

中心 にその
しえん

支援を
くみたてる

組み立てるべきである．
いりょうてき

医療的 な
けあ

ケア，
ふくしてき

福祉的な
しえん

支援や
かいご

介護を
うけつつ

受けつつ，
ひとり

1人の
にんげん

人間

として
そんげん

尊厳 ある
くらし

暮らしを
おくる

送ることがその
ひと

人にとっての
じりつ

自立した
くらし

暮らしといえる． 

○
りゆう

理由 

 
じりつ

自立にはさまざまな
かんがえかた

考え方 があり，その
たようせい

多様性を
みとめ

認め，
しえん

支援の
ありかた

あり方を
かんがえる

考える
ひつよう

必要

がある． 

 

【
みうら

三浦
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 「
じこ

自己
けってい

決定 と
じりつ

自律」を
きほん

基本とした
じこ

自己
じつげん

実現 を
じりつ

自立とする。
どうじ

同時に、
せきにん

責任 についても
けってい

決定・
じりつ

自律の
れべる

レベルに
おうじて

応じて
めいかく

明確 にする。そして、
ほんにん

本人 の
いし

意思を
そんちょう

尊重 しながら
かぞく

家族
かいご

介護
とう

等を
ぜんてい

前提 としない
しえん

支援
たいけい

体系（
けんり

権利
ようご

擁護・
しょとく

所得
ほしょう

保障・
すまい

住まいの
ば

場・
けあ

ケア
さーびす

サービス）

の
こうちく

構築 が
ひつよう

必要 と
かんがえる

考える。 

○
りゆう

理由 

 
しょうがい

障害 を
しょうがい

障害 のある
ひと

人の
うち

内にあるものとして、
しょうがい

障害 に
ともなう

伴う
せいかつ

生活
かだい

課題を、
じこ

自己
せきにん

責任 、
どうじ

同時に
かぞく

家族
せきにん

責任 としてきた
しょうがい

障害
かん

観を
こんてい

根底 から
てんかん

転換 して、
しえん

支援
たいけい

体系 を
こうちく

構築

する
ひつよう

必要 があるため。 

 

【
みつます

光増
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
じりつ

自立の
がいねん

概念 は
はば

幅が
ひろい

広い。だれにでもあてはまるような
じりつ

自立の
がいねん

概念 の
ひょうげん

表現 が
ひつよう

必要 。

「
かぞく

家族への
いそん

依存」の
ひょうげん

表現 は
かたより

偏り がある
ぶんしょう

文章
ひょうき

表記 を
なおす

直すべきでないか 

○
りゆう

理由 

 だれでも
にんげん

人間 として
いきて

生きていくうえでの
じりつ

自立の
かんがえかた

考え方 がある。そのために
ひとり

一人で
いきて

生きていく
ひと

人もあれば、
おおく

多くの
ひと

人の
しえん

支援を
うけながら

受けながら
ちいき

地域で
せいかつ

生活 している
ひと

人もある。
なか

中には
びょういん

病院 で
いりょう

医療 を
うけながら

受けながら
せいかつ

生活 している
ひと

人もいる。したがって
じりつ

自立の
がいねん

概念 は
ひろく

広くだれにでも
あてはまる

当てはまる
ひょうげん

表現 にすべき。 

 「
かぞく

家族への
いそん

依存」の
ひょうげん

表現 はかえるべき、
かぞく

家族に
みな

皆
いそん

依存しているわけではない。
かぞく

家族と
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の
かんけいせい

関係性 の
もんだい

問題 である。
おおく

多くの
ひと

人は
かぞく

家族から
いそん

依存でなく
きょうりょく

協力 、
しえん

支援を
うけて

受けている。 

 

【
もり

森
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
じりつ

自立とは、「
じこ

自己
けってい

決定 、
じこ

自己
せんたく

選択 をもとに
じこ

自己
じつげん

実現 すること」であることについて
こくみん

国民 すべてに
りかい

理解を
しんとう

浸透 させる
ひつよう

必要 がある。「
かぞく

家族への
いそん

依存」が
じりつ

自立を
さまたげる

妨げる
ばあい

場合の

あることについてもわかりやすく
めいき

明記すべきである。 

○
りゆう

理由 

 「
かぞく

家族による
ほごてき

保護的
しこう

思考」、「
かぞく

家族への
いそん

依存」が
しょうがいしゃ

障害者 の
じりつ

自立を
さまたげて

妨げている
げんじょう

現状

について、
かぞく

家族、
ほんにん

本人 を
ふくめ

含め
りかい

理解を
すすめる

進める
ひつよう

必要 がある。 

 

【
やまもと

山本
いいん

委員】 

○
けつろん

結論  

 
じりつ

自立
がいねん

概念 については、
じりつ

自律
じこ

自己
けってい

決定 と
どうじ

同時に、
しえん

支援を
うけた

受けた
うえ

上での
じりつ

自律
じこ

自己
けってい

決定 と

とらえられるべきであり、さらに
じりつ

自律
じこ

自己
けってい

決定 の
ぜんてい

前提 は
せんたくし

選択肢の
ほしょう

保障 であり、
じりつ

自律の
がいねん

概念
きてい

規定
いぜん

以前に
せんたくし

選択肢
ほしょう

保障 が
ほうてき

法的 になされるべき 

 
せんたくし

選択肢
ほしょう

保障 のないところに
じこ

自己
けってい

決定 はない 

 
かぞく

家族への
いそん

依存は
ひてい

否定されるべき 

○
りゆう

理由 

 
じりつ

自立が
けいざいてき

経済的
じかつ

自活や、
ひとり

一人で
なにもかも

何もかもできることではないということが
じゅうよう

重要 であ

り、この
てん

点の
かくにん

確認 がないと、
いっしょう

一生
くんれん

訓練 に
ついやす

費やすことを
しいられ

強いられたり、
ぜんせいかつ

全生活 を
いりょう

医療 の
かさ

傘に
もと

下に
おか

置かれたりすること、あるいは
しゅうろう

就労
きょうせい

強制 や
しゅうろう

就労 に
むけた

向けた
くんれん

訓練

のみが
きょうちょう

強調 されることになり、
しょうがい

障害 を
もつ

持つものが
ほか

他のものと
びょうどう

平等 に
あつかわ

扱わ れな

いことになる。 

 また
びょういん

病院 ・
しせつ

施設しか
いきる

生きる
ば

場がない、あるいは
かぎら

限られた
せんたくし

選択肢を
おしつけられる

押し付けられると

いうことがないよう、
せんたくし

選択肢の
ほしょう

保障 は
じりつ

自律
じこ

自己
けってい

決定 の
ぜんてい

前提 である。 

 なお
かぞく

家族への
いそん

依存については、
いそん

依存しているのは
くに

国の
しゃかい

社会
ほしょう

保障
せいど

制度であって、
しょうがい

障害 を
もつ

持つ
ひと

人の
いそん

依存ではない
てん

点が
じゅうよう

重要  

 

 

 


